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１．はじめに 
 
 １－１．設立の背景と目的 
社会システムには、上流側の水・食料・物資・エネルギー等の資源供給インフラシステム、

中流にある生産・流通・消費等の利用システム、そして下流部（排出側）に廃棄物再利用・

処分システム（下水系、一般廃棄物・産業廃棄物、放射性廃棄物等の処理・処分）があり、

それらが調和的に動くことで社会全体が維持されることになる。日本では廃棄物処分に関

し、2000 年（平成 20 年）に循環型社会形成推進基本法において 3R の考え方が導入され、

(1)リデュース（廃棄物の焼却・分解などによる減量化） (2)リユース（再使用） (3)リサイ

クル（有価物の再生利用・再資源化） (4)熱回収（サーマルリサイクル） (5) 適正処分、が

進められている。更には既存埋立廃棄物の掘起し再資源化などの再生も進められている。 
わが国の一般廃棄物の最終処分場は、1990 年代に供用開始された施設が多く、ほとんど

が谷埋め型の陸上処分場である。３R が進み、当時の予想を超えて寿命は伸びているが、操

業開始後 20 年以上経過している現在では、これらの処分場の閉鎖・廃止、跡地適正利用、

および今後新たな処分場の設置が求められている。 
陸上における一般廃棄物処分場のサイト選定には、立地状況を考慮した水文・地形・地質

などの調査・解析による環境評価が極めて重要となる。具体的な処分場設計においては、稼

行時のアクセス、操業性などの考慮、貯留機能、長期しゃ断機能、自然災害対策等を考慮し

た設計が必要である。また、周辺住民の社会的受容の問題が最大の争点となることも多く、

客観的な環境安全評価のあり方も検討すべき課題である。 
このような状況を踏まえ、廃棄物研究小委員会では次のような経緯で活動を行ってきた。 
・平成 19 年 5 月に災害廃棄物研究小委員会を設立し、地震災害廃棄物、水害廃棄物に関

する現地調査、処分方法に関する検討、自治体へのアンケート調査などを実施すると共

に、廃棄物処分と応用地質学の役割に関して議論を行った。 
・平成 22 年 5 月には、小委員会名称を変更し、より守備範囲を広げた形で「廃棄物処分

における地質環境調査・解析手法に関する研究小委員会（第一期）」を設立した。第一

期委員会の活動期間中において、東日本大震災が発生し、その対応として緊急に二次仮

置場の設置・運用に関する留意点をとりまとめ公表すると共に、学会発表、および小委

員会内での研究に関して議論した（1-2 節参照）。 
以上を継承・拡大し、応用地質学会における廃棄物関連事案全体の窓口として活動すると

共に、1-3 節に述べるような具体的な研究活動を行うことを目的として、「廃棄物処分にお

ける地質環境調査・解析手法に関する研究小委員会（第二期）」を立ち上げた。 
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 １－２．これまでの主な活動状況 
 本委員会活動は、日本応用地質学会災害廃棄物の防災と環境に関する研究小委員会から

続くものなので、ここでは、これまでの主な活動について、以下に簡単に示す。 

 

 

 第一期委員会の活動期間中において、東日本大震災が発生し、その対応として 2011

年 6 月：「災害廃棄物の仮置き場に関する留意点－設置から、維持管理、閉鎖まで

－」を学会 HP に公開し、緊急に二次仮置場の設置・運用に関する留意点をとりまと

めた。 

 2012 年 11 月：平成 24 年度学会研究発表会でのセッションで委員会活動中間報告と

して、「津波災害廃棄物の発生量の推定について（山中稔：代理発表大野）、災害

廃棄物の発生状況と仮置き場の状況（陳友晴）、最終処分場の立地状況と被災の可

能性（松本謙二）、応用地質学的観点からの放射性物質の拡散と今後の対応（打木

弘一）、放射性物質の遮断シートの活用方法について（山内一生）」を発表 

 2013 年 6 月：学会シンポジウムにて、委員会活動のまとめの一環として「廃棄物処

分における地質環境調査・解析手法について（登坂博行委員長）」及び「総合討

論：既存最終処分場のリスクと地中の活用」についての発表 

 生活と環境全国大会（2013 年 11 月：高松市）の発表講演の「災害がれき・廃棄物の

処理等に係るマニュアル等について」において、本委員会活動の紹介 

 小委員会内で廃棄物処分と応用地質学の役割に関し検討し、地表環境に配慮した

「地中・地下廃棄物処分」の将来的な可能性に関して情報収集および議論を行っ

た。現行法では「地中にある空間に処分する」ことは認められていないものの、過

去には多数の議論が行われており、諸外国にも事例があることから、日本の半地下

式クローズド型最終処分場などの事例も参考に、地下廃棄物処分地の得失を、陸上

や海面最終処分場と比較しつつ、立地可能性を第二期に検討していくこととした。 
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 １－３．第二期の検討課題 
 本委員会活動では、以下の点について検討し、2 章以降で、その成果を示す。 
 

① 地震、水害および付随した地すべり・地盤沈下等に関する安全性の検討 

② 災害廃棄物の処分プロセスにおける応用地質学的検討 

・地震・水害発生時に即応した調査活動、応用地質学的提言 
・福島原発被災による基準値以下の放射性物質を含む廃棄物処理に関する対応 

③ 廃棄物処分場の周辺環境（主に生活環境を中心に）に関する調査・解析手法の検

討 

・水環境、生態系への影響に関する調査・解析手法、評価手法の検討 
・構造物の劣化に関する調査・解析 
・これらに関する外部からの質問・依頼に対する学会対応 

④ 処分場の跡地利用等（閉鎖後の暫定利用も含む）における応用地質学的検討 

・陸上処分場、海面処分場の跡地利用等に関する応用地質学的検討 
・海面処分場や地下処分地の閉鎖後の利用等に関する応用地質学的検討 

⑤ 地下廃棄物処分地の立地可能性につき、多角的に検討を行う。 

・ 諸外国の事例やクローズド型処分場、放射性廃棄物処分の検討事例などの収集整

理と検討 
・ 地形・地質・水文的検討、環境影響評価 
・ アクセス性、操業性、建設コスト、維持管理等を含めた総合評価 

 
 以上のことを踏まえ、委員会を、以下の 3 つのワーキンググループに分けて活動した。 
 
 安全評価ワーキンググループ（WG1）：山中（リーダー）、乾、磯部、陳、細野、和田 
 維持管理ワーキンググループ（WG2）：宮脇（リーダー）、大久保、鈴木、和田 
 新処分場ワーキンググループ（WG3）：大山（リーダー）、打木、陳、八村、山内 
  
 登坂委員長、宮原幹事、大野副幹事はすべてのワーキンググループに属し、横断的に活

動を行う。 
 
 なお、本報告は、上記のワーキンググループの活動に必ずしも沿った構成ではないので

留意していただきたい。 
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 １－４．第二期の活動期間と委員構成 
 本委員会の活動期間と委員構成をいかに示す。 
 
 活動期間：平成 26 年度～平成 28 年度(3 年間) 

 委員リスト 

委員長 登坂  博行  東京大学大学院工学系研究科 教授 

主幹事 宮原 哲也 
(一財)日本環境衛生センター 

西日本支局環境科学部 課長代理 

副幹事 大野 博之 
株式会社環境地質 

技術部 部長 

WG1 長 山中  稔 
香川大学工学部 

安全システム建設工学科 准教授 

WG2 長 宮脇 健太郎 
明星大学 理工学部 

総合理工学科環境・生態学系 教授 

WG3 長 大山  隆弘 
（一財）電力中央研究所 

地球工学研究所バックエンド研究センター 

委 員 磯部 有作 （株）地層科学研究所  

委 員 乾    徹 
京都大学大学院地球環境学堂 

社会基盤親和技術論分野 准教授 

委 員 打木  弘一 
基礎地盤コンサルタンツ(株) 

関東支社環境技術ｾﾝﾀｰ 

委 員 大久保 拓郎 
(株)環境地質サービス 

代表取締役社長 

委 員 鈴木 素之 
山口大学大学院理工学研究科 

ｼｽﾃﾑ設計工学系 准教授 

委 員 陳  友晴 
京都大学大学院ｴﾈﾙｷﾞｰ科学研究科 

ｴﾈﾙｷﾞｰ応用科学専攻 助教 

委 員 八村 智明 
(一財)日本環境衛生センター 

西日本支局環境科学部 部長 

委 員 細野 賢一 
(株)地層科学研究所 

防災環境事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

委 員 山内 一生 (株)建設工学研究社 社長 

委 員 和田 卓也 
(株)建設技術研究所 大阪本社 

地圏環境部 

備考）所属は発足当時 

 

（第 1章：登坂博行・宮原哲也・大野博之）
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２．最終処分場の立地選定に関する検討 
  

 最終処分場の立地選定においては、自然条件を的確に把握することによって、その立地に

最適な最終処分場のシステムを構築することができる。 

最終処分場の施設建設において、貯留構造物、遮水工、防災調整池などの施設は、施設の

規模が大きいことや施設の持つ重要性から、立地の自然条件を的確に把握、評価した上で検

討されなければならない。不十分な地質情報は、建設時に多大な変更をもたらすだけでなく、

場合によっては不適切な設計・施工につながり、安全性への疑問や環境保全機能に対する不

十分さ等の問題が発生するので、事業主体はコンサルタントなどの専門家の意見を参考に

調査数量を適正に定める必要がある。 

最終処分場の適地選定作業は、技術的側面、土地利用上の側面、経済的側面に加え、地域

住民の同意等の要件を満たしながら進めていく必要がある。特に、迷惑施設とも言える廃棄

物処理・処分施設の立地検討に際しては、地域住民の理解が十分に得られるような明確な用

地選定理由のもとに作業を行わなければならない。 

 

 ２－１．最終処分場の設置から維持管理までの検討 
 
２－１－１. 現行の最終処分場の技術上の基準 

２－１－１．立地選定に関する法規や技術上の基準 

(1)土地利用等に関する関連法規等 

最終処分場を建設する際に、計画地であらかじめ確認しておくべき関係法令や土地利用

規制、関連する公害規制法については表2-1-1-1のとおりである。 

 

(2)最終処分場に関連する法令 

廃棄物の処理処分を行うには「環境基本法」を前提に、「廃棄物処理法」及び各自治体

において定められている「生活環境の保全に関する条例」などに基づいて適正な施設整備

と維持管理を実施する必要がある。 

以下の表2-1-1-2に、関係する法令、条例について示す。 

最終処分場については、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場

の維持管理の基準を定める省令」あるいは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の

最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」、「廃棄物最終処分場性能指針」に最終処

分場の維持管理基準及び放流水質に係る技術上の基準が定められているため、それらに準

拠した施設とする必要がある。 

また、「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」及に基づく大気汚染に係る、ばい煙発

生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、あるい

は水質汚濁に係る特定施設に該当しない。 

さらに、廃棄物処理法によって定められた最終処分場や浸出水処理施設については、

「土壌汚染対策法」に基づく有害物質使用特定施設には該当しない。 

 

(3) 現行の最終処分場の技術上の基準 

廃棄物最終処分場の技術上の基準としては、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭

和45年法律第137号）（以下、廃棄物処理法） 』の規定に基づき、『一般廃棄物の最終処分

場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準1)（以下、基準省令）』が定められてい

る。さらに、『廃棄物最終処分場性能指針2)（以下、性能指針）』、及び『廃棄物最終処

分場整備の計画・設計・管理要領3)（以下、整備要領）』などの基準や指針がある。これ

らの基準等において、廃棄物最終処分場とは『生活環境の保全上支障の生じない方法で、

廃棄物を適切に貯留し、かつ生物的、物理化学的に安定な状態にすることができる埋立地

とその主要施設、管理施設、関連施設を合わせた総体の施設』と定義されている2)3)。 
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表2-1-1-1 土地利用に関する法令及び適用区域 

区 分 関 係 法 令 適 用 区 域 

土地利用計画 

関係法令 

都市計画法 市街化区域、市街化調整区域、用途地域、

風致地区等 

文化財保護法  史跡・名勝・天然記念物、埋蔵文化財包蔵

地 

生産緑地法  生産緑地地区 

農地法 農地、採草放牧地 

農業振興地域の整備に

関する法律 

農業振興地域 

都市再開発法  市街地再開発事業の施行区域 

大阪湾臨海地域開発整

備法・中部圏開発整備

法等  

都市整備区域、都市開発区域、保全区域

自然環境保全 

関係法令 

自然公園法  国立公園、国定公園、都道府県立自然公園

自然環境保全法  原生自然環境保全地区 

森林法  国有林、森林計画区に係る民有林、保安林

鳥獣の保護及び狩猟の

適 

正化に関する法律 

鳥獣保護区、鳥獣特別保護区 

防災関係法令 河川法  河川区域、河川保全区域 

水源地域対策特別措置

法 

水源地域 

砂防法  砂防指定地区 

地すべり等防止法  地すべり防止地区 

急傾斜地の崩壊による

災 

害の防止に関する法律 

急傾斜地崩壊危険区域 

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

宅地造成等規制法  宅地造成工事規制区域 

土壌汚染・埋立

廃棄物関連法令 

土壌汚染対策法 要措置区域、形質変更要届出区域、自然由

来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理

区域 

廃棄物処理法 指定区域 
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表2-1-1-2 環境保全関係法令 

環境項目等 関 係 法 令 

大気汚染 大気汚染防止法、道路交通法 

水質汚濁 水質汚濁防止法 

土壌汚染 農用地の土壌汚染防止法に関する法律 

土壌汚染対策法 

騒音 騒音規制法 

地盤沈下 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 

振動 振動規制法 

悪臭 悪臭防止法 

ダイオキシン類 ダイオキシン類対策特別措置法 

廃棄物 廃棄物処理法、容器包装リサイクル法、 

建設リサイクル法 他 

条例 

 

都道府県生活環境の保全に関する条例、 

都道府県環境影響評価条例、等 
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２－１－２. 最終処分場の設置時の検討  
 

(1) 最終処分場の施設と機能ならびに応用地質学的諸条件との関係 

整備要領 3)によれば、最終処分場の施設と機能の関係について、下表が示されている。

この表に示された施設に求められる機能のうち、応用地質学的諸条件（地形条件・地質条

件・地盤条件・水文条件等）と密接な関係があり、それらの諸条件の影響を強く受けるも

のについては、右端の欄でその関係性の有無について示した。 

 

表 2-1-2-1 最終処分場の施設と機能ならびに応用地質学的諸条件との関係（整備要領 3)に加筆） 

     最終処分場の機能 

 

 

 

 

最終処分場施設 

貯留・ 

処理機能

環境保全機能 

地域還元 

機能 

応用 

地質学的

諸条件と

の関係 

地下水 

汚染防止

公共水域

汚染防止

その他 

(大気汚染

防止･生活

環境保全

など) 

主 

要 

施 

設 

貯留構造物 ◎  ○   ◎ 
地下水集排水施設  ○    ◎ 
遮水工 ○ ◎    ◎ 
雨水集排水施設   ○   ○ 
浸出水集排水施設 ○ ◎ ◎   ○ 
浸出水処理施設 ○ ◎ ◎   ○ 
埋立ガス処理施設 ○   ○  〇 
被覆施設 ○ ○ ○ ◎  〇 

管

理 

施 

設 

搬入管理施設 ◎   ◎  〇 
環境監視(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ)施設  ◎ ◎ ◎  ◎ 
管理棟 ○     ○ 
管理道路 ○   ○  ○ 
その他（洗車施設）   ○ ○  〇 

関

連 

施 

設 

埋立前処理施設 ○      
搬入道路    ○  ○ 
飛散防止設備    ○   
立て札、門扉、囲障設備    ○   
防火設備    ○   
防災設備    ◎  ◎ 

地元還元施設      ◎ ◎ 
跡地

利用 
集会場,周辺緑地,運動場、

太陽光発電所など 

◎：関係が極めて大きい、○：関係がある 
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(2) 最終処分場の主要施設計画・設計時に考慮すべき応用地質学的諸問題 

最終処分場の施設のうち、表 2-1-2-1 に示したように、応用地質学的諸条件との関係が

極めて大きいと考えられる施設は、主要施設のうち『貯留構造物』『地下水集排水施設』

『遮水工』であり、管理施設のうち『環境監視（モニタリング）施設』、関連施設のうち

『防災設備』などが挙げられる。それぞれの施設に具備すべき機能や、施設の形式につい

ては、整備要領 3)に詳細が示されているためここでは詳述しないが、各構造物が遭遇する

応用地質学的諸問題について、留意すべきポイントを述べる。 

 

1) 貯留構造物 

最終処分場の貯留構造物は、性能指針 2)によれば「廃棄物の安全な貯留および一時的な

浸出水の貯留」を目的とし、主な荷重は「土圧（埋立廃棄物圧）」「浸出水圧」とされ、

「表面遮水工」を備えていない場合には、埋立廃棄物や浸出水と直接接することから、貯

留構造物自体に「遮水性」が求められている。また、最終処分場の形式は、その地形的立

地条件により「谷沢型」「平地掘込型」「平地盛立型」に分類され、その貯留構造物のタ

イプについては、「重力式コンクリートダム」「盛土ダム」「コンクリート擁壁」「補強

盛土壁」「鉛直土留め壁」「コンクリート製ピット」「鋼製ピット」に分類されている

（表 2-1-2-2）。 

 

表 2-1-2-2 貯留構造物の分類（出典：整備要領 3)） 

                      最終処分場形式

貯留構造物のタイプ 

谷沢型 平地掘込型 平地盛立型 

応用地質学

的諸条件 

との関係 

堰止めタイプ 

（人工的な堰堤

を下流に築造） 

重力式コンクリートダム ○  ○ ◎ 

盛土ダム ○  ○ ◎ 

コンクリート擁壁 ○  ○ ○ 

ピットタイプ 

（コンクリート

または鋼製の壁

を外周と底部に

構築） 

コンクリートピット  ○   

鋼製ピット  ○  

 

斜面土留めタイ

プ 

（地山を掘削整

形して壁として

利用） 

コンクリート擁壁 

ブロック積み擁壁 
○※ ○  ○ 

補強盛土壁 ○※ ○  ○ 

鉛直土留め壁 ○※ ○  ○ 

◎：関係が極めて大きい、○：関係がある 

※）地山掘削区域で、斜面土留めタイプが適用される場合がある。 

 

 

このうち、応用地質学的諸条件との “関係が極めて大きい”と考えられるのは、堰止

めタイプの貯留構造物のうち、『重力式コンクリートダム形式』と『盛土ダム形式』の２

つである。よって、この２形式について、貯留構造物計画・設計時に遭遇する応用地質学

的諸問題について、留意すべきポイントを以下に述べる。 

 

① 重力式コンクリートダム形式 

重力式コンクリート形式の貯留構造物の立地選定に当たっては、目標とする廃棄物埋

立容量の確保が可能な地形条件に加え、貯留構造物基礎岩盤（地盤）の『地耐力』『弱

層の性状と分布状況』『変位・変動・変形の有無』『遮水性』等の地質条件が良好、あ

るいは問題点の克服が工学的かつ経済的に実現可能か否かがポイントとなる。 
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●基礎地盤（岩盤）の地耐力、変位・変形 

重力式コンクリートダム形式の貯留構造物はそれ自体の比重が大きいことから、基礎

地盤（または岩盤）への単位面積当たりの荷重が、盛土ダム（アースダム）形式などと

比べて大きくなる。また、盛土ダムと異なり、コンクリート製の堤体は基礎地盤（岩

盤）の変形に対して追随せず、堤体のひび割れやジョイント部の分離など、堤体自体が

破損するおそれがある。したがって、貯留構造物の規模が大きくなるほど、その基礎地

盤（または岩盤）に求められる地盤強度も、より強固で安定したものが求められる。特

に、高さ 15m を越えるハイダムに相当するものについては、河川法（第四十四条～第五

十一条）における「ダムに関する特則」に準拠した、厳しい基準をクリアせねばならな

い。 

また、重力式コンクリートダム形式の貯留構造物に対して、変位や不同沈下等の悪影

響を及ぼす要素としては、基礎地盤（または岩盤）中の断層破砕帯（活断層が存在する

場合は設置不可）、あるいは熱水変質帯や強風化帯などの地質的弱層の存在が指摘され

る。よって、これら地質的弱層の性状や分布状況を事前の地質調査で詳細に把握し、設

計・施工段階で適切な対策を計画・実施することが重要となる。 

さらに、堤体基礎地盤（または岩盤）中、あるいは周辺の地山に、地すべりや岩すべ

り、岩盤クリープ帯などの重力による地盤変動・変形の有無についても、事前の地質調

査時に十分な調査を実施して的確に把握し、必要に応じて対策を講ずる必要がある。 

●基礎地盤（岩盤）の透水性・遮水性 

自然の谷地形を利用して建設される重力式コンクリートダム形式の貯留構造物では、

天然の地質バリア（基礎岩盤（地盤）の遮水性（難透水性））を活用することで、底面

遮水シート無しで浸出水の漏洩防止を行う。この場合、貯留構造物の基礎岩盤（地盤）

にカーテングラウチングによる鉛直遮水工を構築し、貯留構造物下位地盤（岩盤）中の

透水ゾーンを遮水することで、浸出水の漏洩を防止する。このとき、遮水シートに代わ

って浸出水の漏洩防止を担うカーテングラウチング工に対しては、貯水量に対してある

程度の漏水を許容することができる貯水ダムとは異なり、高度な遮水性（透水性改良目

標値：ルジオン値＜１）が求められる。よって、これら透水ゾーンの性状や分布状況

を、事前の現場透水試験（ルジオン試験等）を伴う地質調査で詳細に把握し、設計・施

工段階で適切な遮水対策を計画・実施することが重要となる。 

 

② 盛土ダム形式 

●基礎地盤（岩盤）の地耐力、変位・変形 

盛土ダム形式の貯留構造物は、土質材料で堰堤を構築することから、重力式コンクリ

ートダム形式の貯留構造物よりも自重が軽いため、基礎地盤（岩盤）に求められる地耐

力は、比較的小さいもの（悪条件）であっても設置可能となる。つまり、盛土ダム形式

の貯留構造物は、断層破砕帯、熱水変質帯、強風化帯などの地質的弱層が存在しても、

あるいは未固結堆積層の地盤であっても建設可能となる。ただし、基礎地盤中に沖積粘

土層などの軟弱地盤が伏在する場合には、盛土ダムによる貯留構造物の構築や、廃棄物

埋立による上載荷重の増加で地盤沈下（不同沈下）を誘発する場合がある。このような

事態に陥った場合、底面遮水シートの破損や、地下水集排水路・浸出水集排水路等の埋

設管路の破損等の問題が生じる。このため、軟弱地盤の分布域は予め選定候補から除外

するか、あるいは事前の地質調査結果に基づき、軟弱地盤の掘削除去や地盤改良等の地

盤沈下対策を適宜実施する必要がある。同様に、貯留構造物の下位、あるいは周辺地盤

中における、地すべりや円弧スベリ等の地盤の変位・変形に対しては、事前の地質調

査・解析により、それらの地質リスクをあらかじめ把握するとともに、適切な対策工を

計画・実施する必要がある。 

●基礎地盤（岩盤）の透水性・遮水性 
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盛土ダム形式では、遮水工は遮水シート等による底面遮水工の設置が前提となるた

め、盛土ダムの堤体自体に遮水性（遮水機能）は求められない。したがって、盛土ダム

形式の貯留構造物は、重力式コンクリートダム形式よりも、地形・地質条件に関する適

用範囲が広く、しかも比較的簡便で安価に施工できるため、立地条件が限定される重力

式コンクリート形式の貯留構造物に比べて適用可能な場所が多く、管理型処分場で採用

されている。 

 
なお、貯留構造物の設計基準については、各構造物の形式によって、下記の設計基準に

準拠する必要がある。 

【重力式コンクリートダム】 

◆ 建設省河川局監修：建設省河川砂防技術基準（案）同解説設計編〔Ⅰ〕（1997.10） 

【盛土ダム】 

◆ 農林水産省農村振興局：土地改良事業計画設計基準 設計「ダム」技術書

〔フィルダム編〕(2003.4) 
【擁壁】 

◆ 日本道路協会：道路土工 擁壁工指針（1999.3） 

◆ 建設省制定：土木構造物標準設計 第２巻 解説書（擁壁類）（2000.9） 
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２－１－３. 最終処分場の維持管理の検討 
 

 最終処分場管理の最終目的は埋め立てた廃棄物を安全に貯留保管し、廃棄物層を安定化

させたのちに生活環境保全上支障のないことを確認したうえで早期に廃止させることであ

る。そのためには、受け入れる廃棄物の量と質の管理を行う「搬入管理」、受け入れた廃棄

物を安全に貯留保管させ、かつ早期に安定化させる「埋立作業管理」、最終処分場を構成す

る施設を機能させるための「施設管理」および「環境管理」が適切に行わなければならな

い。 

 

 

 

 

最終処分場の維持管理基準の概要 

 

 
  

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令
（昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号）

※文中下線部は改正部分を指す。○従来より適用、◎平成10年6月17日改正により適用、×適用無し

安定 管理 遮断
１) 埋立地外に廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずるこ

と。
○ ○ ○ ○

２) 最終処分場外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。 ○ ○ ○ ○
３) 火災発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その

他の消火設備を備えておくこと。
○ ○ ○ ○

４) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように薬剤
の散布 その他必要な措置を講ずること。

○ ○ ○ ○

囲いは、みだりに人が立ち入るのを防止することができるようにしておく
こと。

○ ○ ○ ○

閉鎖された埋立地を埋め立て処分以外の用に供する場合においては、埋立
地の範囲を明らかにしておくこと）

◎ ◎ ◎ ×

６) 立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべ
き事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を
講ずること。

○ ○ ○ ○

７) 擁壁等を定期的に点検し、損壊するおそれがあると認められる場合に
は、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。

○ ○ ○ ×

8 廃棄物を埋め立てる前に遮水工を砂その他のものにより覆うこと。 ◎ × ◎ ×
９) 遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認

められる場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ず
ること。

○ × ○ ×

最終処分場の周縁の２箇所以上の場所から採取した地下水又は地下水集
排水 設備より採取した水の水質検査を次により行うこと。

◎＊ ◎ ◎

ロ.埋立開始後、地下水等検査項目を１年に１回以上測定・記録すること。 ◎ ◎ ◎ ◎
ハ.埋立開始後、電気伝導率又は塩化物イオン濃度を１月に１回以上測定・
記録すること。

◎ × ◎ ◎

ニ.電気伝導率又は塩化物イオン濃度に異状が認められた場合には、速やか
に 再 度測定・記録するとともに地下水等検査項目についても測定・記録す
ること。

◎ × ◎ ◎

11) 地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化（その原因が当該
最終処 分場以外にあることが明らかな場合を除く）が認められる場合は、そ
の原因 の 調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

◎ ◎ ◎ ◎

12) 雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地については、埋立地に
雨水が入らないように必要な措置を講ずること。

○ × ○ ○

13) 調整池を定期的に点検し、損壊するおそれがあると認められる場合には、速
やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。

◎ × ◎ ×

10)

イ.埋立開始前に地下水等検査項目、電気伝導率及び塩化物イオン濃度を
測定・記録すること。

◎
*：電気伝導率、塩化物イオン除

基準の内容 一廃
産 廃

５)
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浸出液処理設備の維持管理は次により行うこと。
イ.放流水の水質が排水基準等に適合することとなるように維持管理するこ
と。

◎ × ◎ ×

ロ.浸出液処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異状を認めた場合には
速やかに必要な措置を講ずること。

○ × ○ ×

ハ.放流水の水質検査を次により行うこと。
(1)排水基準等に係る項目について１年に１回以上測定・記録すること。
(2)水素イオン濃度、BOD、COD、SS、窒素について１月に１回以上測定・記
録すること。

15) 開渠その他の設備の機能を維持するため、開渠に堆積した土砂等の速やか
な 除去その他の必要な措置を講ずること。

○ × ○ ○

通気装置を設けて埋立地から発生するガスを排除すること。
（ ただし、ガスを発生するおそれのない廃棄物のみを埋め立てる場合
を除く。）
埋立処分が終了した埋立地は、厚さがおおむね50cm以上の土砂等の
覆いによ り開口部を閉鎖すること。
（ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地について
は、遮水工と同等以上の効力を有する覆いにより閉鎖すること。）

18) 閉鎖した埋立地については、覆いの損壊を防止するために必要な措置を講
ずること。

◎ × ◎ ×

19) 埋め立てられた廃棄物の種類、数量及び最終処分場の維持管理に当たって
行 った点検、検査その他の措置の記録を作成し、廃止までの間保存するこ
と。

◎ ◎ ◎ ◎

20) 埋立地のたまり水は、埋立開始前に排除すること。 × × × ○
21) 外周仕切設備及び内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損

壊又は 保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やか
に新たな廃棄物の 搬入及び埋立処分を中止させるとともに、設備の損
壊又は保有水の浸出を防止 するために必要な措置を講ずること。

× × × ○

22) 埋立処分が終了した埋立地は、速やかに外周仕切設備と同等の覆い
により閉 鎖すること。

× × × ◎

23) 閉鎖した埋立地については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は
保有水 の浸出のおそれがある場合には、速やかに覆いの損壊又は保
有水の浸出を防止 するために必要な措置を講ずること。

× × × ○

24) 廃棄物を埋め立てる前に、展開検査を行い、安定型産業廃棄物以外の廃棄
物 の付着又は混入が認められる場合には廃棄物を埋め立てないこと。

× ◎ × ×

25) 浸透水について地下水等検査項目を１年１回以上、BOD又はCODを１
月に１回（埋立終了後は３月に１回）以上、水質を測定・記録すること。

× ◎ × ×

次に掲げる場合には、速やかに、廃棄物の搬入及び埋立処分を中止すると
ともに、生活環境保全上必要な措置を講ずること。
(1)浸透水に係る地下水等検査項目の水質検査の結果基準に適合していな
い場合。
(2)BOD又はCODの水質検査の結果、BODが20mg/l又はCODが40mg/lを
超えている場合。

27) 埋立処分が終了した埋立地を、埋立処分以外の用に供する場合は、厚
さがお おむね50cm以上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。

× ◎ × ×

28） 27）により閉鎖した埋立地については、覆いの損壊を防止するために必要な
措 置を講ずること。

× ◎ × ×

26) × ◎ × ×

16) ○ × ◎ ×

17) ◎ × ◎ ×

14)

◎ × ◎ ×
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（単位：mg/L）

放流水基準 保有水基準

埋立
開始前

埋立開始
～廃止

埋立開始
～廃止

廃止時（廃止

前2年間）

埋立
開始前

埋立開始
～廃止

廃止時
埋立開始
～廃止

廃止時
埋立
開始前

埋立開始
～廃止

廃止時

1回3) 1回/年 － － 1回 1回/年 基準※1 1回/年 基準※1 1回 1回/年 基準※1

－ 1回/月 － － － － － － － － 1回/月 －

1回 － － － － － － － － 1回 － －

－ － － － － － － 1回/月 基準※2 － － －

－ － 1回/月 1回/3か月 － － － － － － － －

－ － 1回/年 1回/6か月 － － － － － － － －

1回 1回/年 1回/年 － － － － － － － － －

維持管

理基準１） 廃止基準
１） 維持管

理基準
廃止基準 廃止基準

1 不検出

2 0.0005

3 0.003

4 0.01

5 -

6 0.05

7 0.01

8 不検出
9 不検出

10 0.01
11 0.01
12 0.02
13 0.002
14 0.004
15 0.1
16 -
16 0.04
17 1
18 0.006
19 0.002
20 0.006
21 0.003
22 0.02

23 0.01

24 0.01

25 0.05

26 0.002

海域以外
海域

海域以外

海域

29 -

海域以外
海域

31 20 20 -

32 40 - -

33 -
鉱油
動植物油脂

35 -
36 -

37 -

38 -
39 -
40 -

41 -

42 -

43 -

44 -ダイオキシン類 1pg―TEQ／L 13） １0pg―TEQ／L 2） 1pg―TEQ／L - 1pg―TEQ／L

燐含有量１２） - 16（8） - - -

窒素含有量１１） - 120（60） - - -

大腸菌群数 - （3,000個／mL）10) - - -

クロム含有量 - 2 - - -
溶解性マンガン含有量 - 10 - - -
溶解性鉄含有量 - 10 - - -

亜鉛含有量 - 2※3 - - -

銅含有量 - 3 - - -

-
30

フェノール類含有量 - 5 - - -

-

34
ノルマルヘキサン
抽出物質含有量

-
5

- - -

化学的酸素要求量９） - 90 - -

浮遊物質量 - 60 - -

- -
5.0～9.0

生物化学的酸素要求量９） - 60 - -

30 水素イオン濃度 -
5.8～8.6

- -

-
15

アンモニア、アンモニウム化合物、亜

硝酸化合物、硝酸化合物８） - 2007) - - -

- -
230

28 フッ素及びその化合物 -
157)

- - -

27 ホウ素及びその化合物 - 507)

- -

塩化ビニルモノマー【クロロエチレン
（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノ
マー）】

0.002 0.002 0.002 0.002

一・四―ジオキサン 0.05 0.5 0.05 0.05 0.05

セレン及びその化合物
（地下水：セレン）

0.01 0.1 0.01 0.01 0.01

ベンゼン 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01

チオベンカルブ 0.02 0.2 0.02 0.02 0.02
シマジン 0.003 0.03 0.003 0.003 0.003
チウラム 0.006 0.06 0.006 0.006 0.006
１，３―ジクロロプロペン 0.002 0.02 0.002 0.002 0.002
１，１，２―トリクロロエタン 0.006 0.06 0.006 0.006 0.006
１，１，１―トリクロロエタン 1 3 1 1 1
１，２―ジクロロエチレン 0.04 - 0.04 0.04 0.04
シス―１，２―ジクロロエチレン - 0.4 - - -
１，１―ジクロロエチレン 0.1 0.2 0.1 0.02 0.1
１，２―ジクロロエタン 0.004 0.04 0.004 0.004 0.004
四塩化炭素 0.002 0.02 0.002 0.002 0.002
ジクロロメタン 0.02 0.2 0.02 0.02 0.02
テトラクロロエチレン 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01
トリクロロエチレン 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01
ポリ塩化ビフェニル 不検出 0.003 不検出 不検出 不検出
シアン化合物 不検出 1 不検出 不検出 不検出

砒素及びその化合物
（地下水：砒素）

0.01 0.1 0.01 0.01 0.01

六価クロム化合物
（地下水：六価クロム）

0.05 0.5 0.05 0.05 0.05

有機燐化合物６） - 1 - - -

鉛及びその化合物 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01

カドミウム及びその化合物
（地下水：カドミウム）

0.003 0.03 0.003 0.003 0.003

水銀及びアルキル水銀その他
の水銀化合物（地下水：総水銀）

0.0005 0.005 0.0005 0.0005 0.0005

排水基準項目（○：地下水等検査項目） 環境基準４）  環境基準 環境基準

アルキル水銀化合物
（地下水：アルキル水銀）

不検出5) 不検出 不検出 不検出 不検出

測
定
頻
度

地下水等検査項目１）

電気伝導率又は塩化物イオン１）

電気伝導率及び塩化物イオン１）

BOD又はCOD１）

＊pH、BOD、COD、SS、N１）

＊の項目を除く排水基準項目１）

ダイオキシン類２）

対象試料 地下水基準 （全処分場共通） 地下水基準 （全処分場共通） 浸透水基準 地下水基準 （全処分場共通）

対象期間

廃棄物埋立地の維持管理に関する放流水等の水質の規制
（一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 （昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号））

処分場 管理型最終処分場 安定型最終処分場 遮断型最終処分場
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※１ 環境基準に適合していること。       

※２ BOD：20mg／L 以下   

※３ 平成 18 年 12 月 11 日現在、設置許可を受けている者又は許可の申請をしている者等は、１２月１１日から６月

間、基準値は５mg／Lが適用される 

注）   

１）一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（最終処分省令：昭和５２

年３月総・厚令１号）による。 

２）ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令（平成１２年１月・厚

２号）による。 

３）測定頻度の欄における回数は～以上を意味する。 

４）地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成９年３月環告１０号） 

５）「一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法」（平成１０年６月環・厚告１号）に

より検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。 

６）パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN（エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイ

ト）に限る。 

７）平成１７年４月１日から当分の間適用される。 

８）１Lにつきアンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素の合計量  

９）海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放

流水については化学的酸素要求量を除く。 

１０）「日間平均：（ ）」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

１１）窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼とし

て環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素

イオン含有量が１L につき 9,000mg を超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流

入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

１２）燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環

境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域

及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

１３）ダイオキシン類による大気汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準（平成 11 年 12 月環告第 68 号） 
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２－１－４. 最終処分場の廃止後の検討 
(1) 最終処分場の廃止と応用地質学的諸条件との関係 

整備要領 3)によれば、最終処分場の廃止に当たって下表の廃止確認申請を行うよう定めら

れている。この表に示された項目のうち、応用地質学的諸条件（地形条件・地質条件・地盤

条件・水文条件等）と密接な関係があり、それらの諸条件の影響を強く受けるものについて

は、右端の欄でその関係性の有無について示した。 
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 跡地利用において、地下に廃棄物が埋め立てられている土地の形質変更を行う場合に

は、『最終処分場跡地形質変更に係る施工ガイドライン 4) （以下、形質変更ガイドライ

ン）』に準拠する必要がある。土地の形質変更に当たっては、放流水に関するモニタリン

グと環境保全対策は不可欠であり、必要に応じて、廃棄物の飛散、流出、露出、悪臭・有

毒ガスの人体への曝露、可燃ガスによる発火・爆発事故の誘発などを未然に防止する対策

を実施する必要がある。また、周縁地下水の水質モニタリング、地盤。構造物の変位等に

ついても、そのモニタリングと環境保全対策を行う必要がある。 

 

 
 

（２－１節：山中稔・和田卓也・八村智明） 
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表-   最終処分場の廃止基準の概要 

 

 

 

最終処分場の廃止基準の概要

安定型処分場 管理型処分場 しゃ断型処分場
（昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号）

○適用、×適用無し

安定 管理 遮断
１） 廃棄物最終処分場が囲い、立て札、調整池、浸出液処理設備を除き構造基準 に適

合していないと認められないこと。
○ × ○ ×

２）
最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。 ○ ○ ○ ○

３） 火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。 ○ ○ ○ ○

４） ねずみが生息し、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講 じ られてい
ること。

○ ○ ○ ○

地下水等の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。ただし、水質の悪
化が認められない場合においてはこの限りでない。

イ 現に地下水質が基準に適合していないこと

ロ 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること

保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が、次に掲げる項目・頻度 で
２年以上にわたり行った水質検査の結果、排水基準等に適合していると認められるこ
と。

(1)排水基準等 ６月に１回以上

(2)BOD,COD,SS ３月に１回以上

７） 埋立地からガスの発生がほとんど認められない、又はガスの発生量の増加が２年以
上にわたり認められないこと。

○ ○ ○ ×

８） 埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温になっていないこと。 ○ ○ ○ ×

９） おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。 ○ ○ ○ ×

10） 雨水が入らず、腐敗せず保有水が生じない廃棄物のみを埋め立てる処分場の覆いに
ついては、沈下、亀裂その他の変形が認められないこと。

○ × ○ ×

11） 現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。 ○ ○ ○ ○

12） 地滑り、沈下防止工及び外周仕切設備が構造基準に適合していないと認められない
こと。

× × × ○

13） 外周仕切設備と同等の効力を有する覆いにより閉鎖されていること。 × × × ○

14） 埋め立てられた廃棄物又は外周仕切設備について、環境庁長官及び厚生大臣の定
める措置が講じられていること。

× × × ○

15） 地滑り、沈下防止工、雨水等排出設備について、構造基準に適合していないと認めら
れないこと。

× ○ × ×

浸透水の水質が次の要件を満たすこと。

・地下水等検査項目：基準に適合

・BOD：20mg/l以下

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令

×× ○

基準の内容 一廃

○○○

産 廃

16）

× ○ ×

５）

６）

○

○

15.地滑り、沈下防止工、雨水排水
設備について構造基準に適合して
いないと認められないこと。

7.埋立地からのガスの発生がほとんど認められない、又はガス発生量の
増加が２年以上にわたり認められないこと。

8.埋立地の内部8.おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されて
いること。が周辺の地中温度に対して異常な高温になっていないこと。

9.おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。

6.保有水等集排水設備により集め
られた保有水等の水質が次に掲げ
る項目・頻度で２年以上にわたり
行った水質検査の結果､排水基準
等に適合していると認められるこ
と。
(1)排水基準等：6 月に1 回以上
(2)BOD,COD,SS: 3 月に1 回以上

16.浸出水が次の要件を満たすこ
と。
(1)地下水等検査項目：適合
(2)BOD：20mg/L 以下

1.囲い、立て札、調整池、浸出液処
理設備を除き構造基準に適合して
いないとは認められないこと。

12.地滑り、沈下防止工及び外周仕
切設備が構造基準に適合していな
いと認められないこと。

共
通
基
準

個
別
基
準

10.雨水が入らず、腐敗せず保有水
が生じない廃棄物のみを埋め立て
る処分場の覆いについては、沈
下、亀裂その他の変形が認められ
ないこと。

14.埋め立てられた廃棄物又は外
周仕切設備について、環境大臣の
定める措置が講じられていること。

×

13.外周仕切設備と同等の効力を
有する覆いにより閉鎖されているこ
と。

─

2.最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。

3.火災発生を防止するためにひつような措置が講じられていること。

4.ねずみが生息し、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。

5.地下水等の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。ただし、水質の悪化が認められない場
合においてはこの限りでない。
イ 現に地下水質が基準に適合していないこと
ロ 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること

11.現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。
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 ２－２．最終処分場の力学的安定性に関する検討 

最終処分場の構造基準において力学的安定性を主に求められているのは、現状、最終処分

場とその周辺の地すべり及び沈下、貯留構造物（最終処分場の構造基準での表現で「擁壁等」）

とその基礎地盤についてである。 

 

 

２－２－１．設置時の力学的安定性の検討 

（１）地すべり及び沈下の地盤状況 

最終処分場の力学的安定性を見たとき、地すべりへの対応と沈下への対応は重要なこと

であり、その点の検討が必要であることは構造基準にも述べられており、適当な地滑り防止

工又は沈下防止工を設けることで対応できるものである。実際に、最終処分場において地す

べり対策としてアンカー工などの設置が試みられた例もある。 

 

（２）貯留構造物とその基礎地盤 

 最終処分場の構造基準では、貯留構造物は「自重、土圧、波力、地震力等に対して構造耐

力上安全であること」とされている。これに従い、「(社)全国都市清掃会議：廃棄物最終処分

場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版（以下、最終処分場の設計要領と呼ぶ）」では、

貯留構造物とその基礎地盤の安定性の検討を行うべきことが述べられている。最終処分場

の貯留構造物の多くは、盛土ダムであり、この場合には、「農林水産省農村振興局：土地改

良事業計画設計基準 設計「ダム」技術書［フィルダム編］（以下、土地改良基準と呼ぶ）」

に準拠した内容の検討をすべきことが最終処分場の設計要領に述べられている。 

 先に示した最終処分場の設計要領では、貯留構造物の安定解析において、盛土ダムの場合、

下式のスライス法を用いて検討することが示されている。 
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〇スライス法 

 

 

 この式は、「建設省河川砂防技術基準(案) 同解説 設計編[Ⅰ] ダムの設計 フィルダ

ムの設計（以下、河川砂防技術基準と呼ぶ）」や「土地改良事業基準」に示される安定計

算式であり、貯水構造物であるフィルダムの堤体及び基礎地盤の安定性についての検討の

ための方法である。多くの貯留構造物も、河川砂防基準等の示すフィルダムと同じような

表面遮水壁型フィルダムである。 

 さらに、最終処分場の設計要領の中で、貯留構造物・基礎地盤の安定を、次の 4 種類のケ

ースについて確認することが望ましいとされている。 

 ケース１：完成直後・空虚時 

 貯留構造物上流には廃棄物は埋立てておらず、空虚な状態を想定したもの。設計震度

は 100%とする。安全率は 1.2 以上とする。 

 ケース２：埋立中・洪水時 

 埋立中であるが、貯留構造物直上流には廃棄物が埋め立てられておらず、洪水が貯水

されている状態を想定したもの。貯水状態は、満水状態で考え、設計震度は 50%とす

る。安全率は 1.2 以上とする。 

 ケース３：埋立終了・洪水時 
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 埋立が終了し、貯留構造物上流には廃棄物が埋め立てられている。廃棄物は埋立面ま

で地下水で満たされた飽和状態を想定したもの。設計震度は 50%とする。安全率は 1.2

以上とする。 

 ケース４：埋立終了・地震時 

 埋立が終了し、構造物上流には廃棄物が埋め立てられており、廃棄物は浸出水集排

水施設等により地下水がほとんどない状態を想定したもの。設計震度は 100%とす

る。安全率は 1.2 以上とする。 

以上のことをまとめると、以下の 4ケースについて検討することとなる。 

 

＜えん堤・基礎地盤の検討で用いる解析ケース＞ 

 
設計震度 廃棄物層 

廃棄物層内 

地下水 

空虚部の 

水位 

要求安全

率 

ケース１ 100% 無し － ０ｍ（無） 1.2 以上 

ケース２ 50% 埋立中 飽和状態 満水位 1.2 以上 

ケース３ 50% 埋立終了 飽和状態 空虚部無 1.2 以上 

ケース４ 100% 埋立終了 
集排水施設の性能

により異なる 
空虚部無 1.2 以上 

 

 ここで、地震力については、一般に、図 2-2-1-1 に示すような考え方をするが、これは、

「建設省河川砂防技術基準（案）」に示される考え方である。 
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図 2-2-1-1 設計水平震度の地域区分と設計水平震度 

（「(社)全国都市清掃会議：廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版」より） 
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（３）立地にあたって考慮すべきこと 

 構造基準には具体的には記されていないが、「最終処分場の設計要領」では、山間最終処

分場、平地最終処分場について、以下のことを考慮すべきことが述べられている。 

（１） 山間最終処分場 

① 活断層（第四紀断層） 

② 地質断層（活断層でないもの） 

③ 地下水の賦存状況（被圧水を含む） 

④ 地質的な弱線－特に「水みち」となる弱線 

⑤ 地すべり、崩壊地、軟弱地盤 

（２） 平地最終処分場 

① 深部地層の活断層 

② 土層構成およびそれぞれの力学的性質 

③ 周辺地下水の水位、透水性及びその流況（帯水層の把握） 

④ 「水みち」と見なしうるような高透水性ゾーンの位置 

 この中で、力学的な安定性で問題となるのは、山間最終処分場の①活断層、②地質断層、

⑤地すべり、崩壊地、軟弱地盤、平地最終処分場の①深部地層の活断層、②土層構成および

それぞれの力学的性質である。 

 これらのことを考慮して基本的には、「最終処分場の設計要領 p48」に述べられているよ

うに「最終処分場は、可能な限り不透水性地盤上に建設すると同時に、軟弱地盤や地盤沈下

のおそれのある場所、断層を避け、支持力および安全性が十分期待できる地質の場所を選定

することが工事費、工期および維持管理の面からも望ましい。」 

 しかし、昨今は、最終処分場の建設が難しいうえに、既存の最終処分場は逼迫しており、

大規模な最終処分場の建設が望まれていることを考えると、地質条件の悪い場にも建設す

ることが必要となってきている。 

 こうしたことは、農業用ダムでも同様である。すなわち、農業用ダムは、従来小規模ダム

の建設が多く、建設可能な基盤条件の許容範囲が広かったが、近年の水の需要量の増大に対

応した貯水量の確保、効果的な貯水に適したダム地点の逼迫から、ダムの堤体規模の増大が

はかられ、従来の経験になかった地質条件下での計画が進められるようになってきている

（長谷川(2003)）。 

 現状の最終処分場も、この農業用ダムと同じような状況であり、これまで不適切と思われ

ていた場所でも適切な最終処分場を計画するべき状況にあると考えられる。 

 

＜参考文献＞ 

長谷川高士(2003)：農業用ダムの現状と課題，平成 15 年度農業土木学会地方講習会テキスト－土地改良事

業計画設計基準・計画「ダム」改訂の解説と環境との調和に配慮した事業実施のための「調査計画・

設計」解説，平成 15 年 10 月，pp.1-10．   
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２－２－２．埋立終了後の廃棄物層を含めた力学的安定性の検討 

貯留構造物及びその基礎地盤の検討においては、先述のスライス法による安定解析を用

いるとされており、この検討方法で貯留構造物としては十分に安定な構造物が構築できる。 

しかし、埋立が終了し、廃棄物層が高く盛られた状態では、安定性の検討の仕方が異なる

と思われる。貯留構造物及びその基礎地盤の安定性は、フィルダムの考え方であり、ダム背

面に水を貯水させた場合の考え方である。最終処分場においてもそのような貯水状態を示

す場合もあるので（集排水施設が不備となった時に豪雨があった場合や貯留構造物背面を

調整池として利用している場合など）、こうしたフィルダムの観点の検討が必要な場合も想

定される。 

 しかしながら、廃棄物層が埋立てられた後は、最終処分場の機能の一つである土地還元が

求められる。土地還元として最終処分場をみると、土地造成による盛土に相当する。最終処

分場を宅地として利用している例があることを考えると、より安全をみた場合、道路土工－

盛土工指針よりは宅地造成として捉えるのが妥当であろう。宅地造成においては「[第二次

改訂版]宅地防災マニュアルの解説（以下、宅地防災マニュアルと呼ぶ）」において、宅地盛

土の安定性の検討方法が示されている。 

 宅地防災マニュアルでは、盛土の安定性は、下記に示す簡便式によることを標準としてお

り、埋立終了後の廃棄物層の安定性の検討については、この簡便式を用いるのが妥当ではな

いかと考えられる。 

 

〇簡便式 
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 簡便式には有効応力法と全応力法があり、その使い分けとしては、施工後、長期間経過し

た盛土の安定は、有効応力法によって計算し、細粒土で急速に盛土する場合、施行中及び施

工直後の安定性などについては全応力法によって計算するのが一般的である。最終処分場

は、廃棄物層の埋立後長期にわたり廃棄物が安定化するのを待つこと、この間に強い地震に

見舞われる可能性もあることを考えると、その安定性の検討には、有効応力法による方法が

妥当であろう。ただし、埋立中は全応力となろう。 

 この簡便式を用いて、「宅地防災マニュアル」では、盛土の安定性の検討において、図 2-

2-2-1 のような流れで検討することが示されている。 

 この図に示されるように、まずは「盛土自体の条件がよいか」を検討しなければならない。

これが NO となる盛土自体の条件とは、 

a) 盛土高が標準値を超える場合 

b) 盛土材料の含水比が高く、特にせん断強さが小さい土 

c) 盛土材料の含水比が高く、間隙水圧が増加しやすい土からなる場合 

 最終処分場の廃棄物層の盛土高は 15m 以上であることが多く、これは標準値を超える値

である。以上のことから、一般的には NO となる場合が多いと思われる。 

次に、「盛土の崩壊による影響が大きいか」ということに対しては、次の基準のいずれか

を満たしている場合とされている。 

a) 万一崩壊すると隣接物に重大な損害を与える場合 

b) 万一崩壊すると復旧に長期間を要し、道路機能を著しく阻害する場合 

一般的には、最終処分場の廃棄物層等が崩壊しても隣接物（住居等）は近傍にはなく、住

居等に重大な損害を与えることはほとんどない。一方、崩壊物が道路（公道）等を覆うよう

なことも考えにくい。したがって、「盛土の崩壊による影響は大きいか」ということに対し

ては、NO ということになる。このように考えた場合には、最終処分場では、常時の安定の

検討を行うだけで良いこととなる。 

しかし、最終処分場は、貯留構造物下流に調整池や水処理施設などがあり、それらが複合

したシステムとして、処分場からの有害物質の漏洩等を防いでいるので、これらの構造物

（隣接物）に重大な損害を与えることは避けなければならない。したがって、ここでは、よ

り安全のため、万一崩壊すると隣接物に重大な損害を与える場合に相当すると考え、「盛土

の崩壊による影響は大きいか」ということに対しては、YES と考えるべきと思われる。 

以上のことから、「常時の安定の検討」と「地震時の安定の検討」を行うべきと思われる。 
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なお、宅地防災マニュアルでは、常時の盛土法面の安定に必要な安全率を 1.5 以上として

いる。これに対して、地震時では、大地震時に安全率 1.0 以上とすることとなっている。な

お、大規模地震時の標準設計水平震度 k0 は 0.25 としており、これに地域別補正係数 Cz（建

築基準法施行令第 88 条第 1 項に規定する Z の数値）を掛けて設計水平震度を設定すること

となっている。例えば、図 2-2-2-2 に示すように新潟県の場合は、Z＝0.9 である。したがっ

て、新潟県では設計水平震度は 0.25×0.9＝0.225 で計算することとなる。 

 

 

図 2-2-2-2 建築基準法施行令第 88 条第 1 項に規定する Z の数値（東北大学 HP

「http://www.archi.tohoku.ac.jp/labs-

pages/rehabi/class/Sustainable/ApSeismicCode.pdf」より） 
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さらに、宅地防災マニュアルでは、常時の安定の検討では、以下の 2 つの場合について行

うこととなっている。 

 

a) 盛土施工直後 

盛土施工直後には施工による間隙水圧が残留している場合があるので、間隙水圧

が残留しているとして安定性を検討する。 

このことを最終処分場に当てはめた場合は、以下のように考えることができるの

ではないかと思われる。 

埋立てた廃棄物層中に間隙水圧が残留することは、長期間にわたって埋め立てら

れることから一般的には考えにくい。しかし、廃棄物層の間隙水圧を考慮すること

はより危険側を想定することであり、ここでは、より安全側をみて、間隙水圧が残

留していると仮定することとする。また、地下水位は、浸出水集排水施設などによ

り低下しているので、性能指針にあるように、処分場底盤より 0.5m 程度以下とする

のが妥当であろう（この性能指針が適用できない場合は別である）。 

b) 盛土施工後長期間経過後に降雨及び山地よりの浸透水のある場合 

盛土施工による間隙水圧が消散した後においても、降雨及び山地より浸透水を想

定した安定の検討が必要である。 

このことを最終処分場に当てはめた場合は、以下のように考えることができるの

ではないかと思われる。 

これから新設される最終処分場の多くは、管理型最終処分場であると考えられる

ので、雨水集排水施設や浸出水集排水施設により埋立地内の地下水の上昇はあまり

大きくならないように設計される。また、遮水工と地下水集水施設により周辺から

の地下水も流入しない構造となっている。さらに、覆土により埋立地表面への雨水

は浸透しにくい構造であれば、降水及び山地よりの浸透水は想定しにくい。また、

これら施設の不備が生じた場合でも、埋立終了後も施設の維持管理は処分場の廃止

基準に達するまで継続されているので、その都度補修がなされることとなる。仮

に、その補修終了後までに豪雨が生じた場合を想定しても、土えん堤の高さまでの

地下水位上昇程度であると考えられる（盛土高の 1/2 程度）。したがって、この場

合に想定される状況とは、発生確率は極めて小さいが、施設の不備の補修終了前の

豪雨を想定した地下水位上昇として土えん堤の高さ（盛土高の 1/2 程度）までのも

のを想定すれば充分ではなかろうか。 
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 一方、地震時の想定については、宅地防災マニュアルで、地震と豪雨が重なることは少な

いので、地震時には豪雨による浸透水を考慮しなくてよい※とされており、他の「道路土工

－盛土工指針」などでもこうした想定が一般的である。したがって、以下のような場合が想

定される。 

 

c) 盛土施工後長期間経過後に大規模地震が発生した場合 

地震時の安定解析では、有効応力法で解析する場合には地震時に土中に発生する

間隙水圧を考慮する。 

最終処分場においても、廃棄物層の間隙水圧を考慮するとともに、地下水位は、

常時の施工直後の地下水位と同程度の処分場底盤より 0.5m 程度以下とするのが妥当

であろう。 

  

以上のことから、最終処分場では、以下に示すような内容の解析を行うのが良いと考えられ

る。 

 

＜最終処分場の検討で用いる解析ケース＞ 

 設計震度 廃棄物層 廃棄物層内地下水 空虚部の水位 要求安全率 

ケース１ Kh=0.00 埋立終了 底盤より 0.5m 空虚部無 1.5 以上 

ケース２ Kh=0.00 埋立終了 えん堤高さ（盛土

高 1/2 程度） 

空虚部無 1.5 以上 

ケース３ Kh=0.25 埋立終了 底盤より 0.5m 空虚部無 1.0 以上 

備考）ケース 3 は、レベル 2 地震動の場合であり、安全率 1.0 以上としたのは、後述するよ

うに性能２の要求性能で良いと考えられるためである。性能１の性能が要求されるレベル 1

地震動の場合には、Kh=0.2 で、安全率 1.5 以上とすべきと思われる。 

 

 

 

  

                                                  
※ この「豪雨と地震が重なることは少ない」との考え方が一般的であるが、最近の気候変

動の影響で、地震と豪雨が重なる確率がどうなっていくのかも今後検討していく必要があ

ろう。 
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（１）土木工学におけるフィルダムの地震力の考え方 

神谷(1971a)が言うように、フィルダムやアースダムにとって最も危険なのは、クラック

の発生である。パイピングもこれから発達し、大きな漏水路にもなる。さらには、これがパ

イピング破壊や浸透破壊に結び付く。また、高瀬(1965)が述べるように、フィルダムが地震

によって、クラックを生じた例は数多くあるが、地震動が直接に堤体を破壊にいたらしめた

例はほとんどない。むしろ、クラックからの漏水がパイピングを誘発したために、ついには

ダムの決壊に至る場合が恐ろしいので、地震後にすみやかに落水させてクラックの補修を

行うことが大切である。地震時においては、堤体ではなく、貯水池周辺の地すべりや、貯水

の振動に起因する堤頂越流が危険であり、過去の地震でも満水時に近いダムほど大きい被

害を受けている。 

 

 フィルダムの地震被害のアメリカの事例をまとめると、以下のようになる（神谷(1971b)）。 

① 強い地震による被害は、堤頂の軸方向クラックと沈下である。沈下は、そのため貯

水が越流してダムを破壊するほどである。 

② 転圧アースダムで完全に破壊された例はアメリカ・ロサンゼルスの Sheffield ダムだ

けである。これは下流部の土がルーズで飽和し流動化したためである。 

③ ダムの被害は堤軸に直角方向の地震動の水平成分によるものである。おそらく、堤

体の振幅と加速度が基礎のそれより大であれば、堤体の最も薄い頂部に縦のクラッ

クができる。 

④ 地震のショックで、たとえ締固めが弱かったとしても、そのために斜面が滑動した

例はそれほど多くはない。 

 

 土地改良基準等のフィルダムの設計では、地震力を震度法で考えることが、1957 年の基

準から謳われるようになり（松本(2003)）、これが今の基準でも適用されている。これは、

松本(2003)も述べているように、我が国では震度法により計算したフィルダムが建設され

ているが、フィルダムが地震で決壊していない実績があるからである。さらに、松本(2003)

は、震度法は、震度の大きさをレベル１地震動相当に設定し、これに対する耐震性能がほと

んど無被害（地震による永久変形が小さい）な設計法として位置付けられると述べている。

すなわち、現行のフィルダムの安定検討は、地震動によるクラックの発生という永久変形が

発生しないような設定法であるということである。これは、クラックからの漏水がパイピン

グを誘発したために、ついにはダムの決壊に至る場合を防ぐ考え方である。 

 そして、この考え方に基づき水平設計震度を設定しているものと考えられる。 

 ただし、松本(2003)は、レベル 2 地震動に対しては、こうした安定計算とは別に、時刻歴

応答解析による永久変形量や亀裂の程度を予測し、安全性を確かめるべきであるとしてい

る。 
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（２）土木工学におけるフィルダムの不同沈下の影響の考え方 

 アースダムにとって最も危険なのはクラックの発生であり、パイピングのような浸透破

壊もこれから発達する。不同沈下によるクラックはダム内部の張力によって発展する。ク

ラックの方向はダム軸に平行または直角に口をあけ、垂直、水平またはその中間の方向の面

をつくる。なかでも危険なのは、コアを貫く横方向のクラックで、浸潤水の集まる水みちと

なる。堤軸方向のクラックは危険というわけではないが、発生の機会は多い。この縦方向の

クラックが危険になるのは堤体内部に隠れた横方向のクラックと連結する時である。多く

の築堤の研究によると、クラックは最適含水比より 5%またはそれ以上低い含水量で施行さ

れたものに多く、中でも危険なクラックは過度に乾燥した締固め不十分なところに発生す

る（神谷(1971a)）。 

 こうしたことから、1966 年の土地改良基準からは、フィルダムにおける軟弱地盤とは、

N 値 20 以下のものを言うようになっている。ダムにおいては、軟弱地盤による不同沈下や

斜面すべりが、重大な災害を下流に及ぼすという特徴からであろう（高瀬(1966)）。また、

高瀬(1966)も述べているように、こうした不同沈下により貯水の越流が生じ、それによって、

ダムの決壊につながる可能性も出てくる。 

  

（３）土木工学におけるフィルダムの貯水影響の考え方 

 高瀬(1966)によれば、フィルダムの事故及び機能障害の統計をみると、「第 1 位：漏水に

よるもの 40%以上」であり、堤体の滑動・沈下によるものは 15%程度にとどまっており、

パイピングや締固め不十分などに起因する漏水事故の方がはるかに大きい。また、アース

ダムの安定解析において、貯水位がその安全率に大きく影響することはフィルダムの破壊

の事例研究からも明らかである（河上(1975)）。 

 神谷(1971a)によれば、貯水による安定性の影響には、①貯水時の下流斜面の滑動、②貯

水位低下による上流斜面の滑動がある。こうした事例を踏まえて、土地改良基準や河川砂防

基準では、貯水時及び貯水位低下時の安定検討を行うことが示されている。 

この他に、神谷(1971b)では、貯水池の波浪による侵食が挙げられている。波浪による侵

食は継続時間が短く、完全な破壊に結びつくことはまれであるので、修復が大切である。し

かし、余裕高が不十分、上流斜面があまり急なダムでは波浪による破壊の危険がある。な

お、この波浪による影響は、河川砂防技術基準などでは、ダムの基本形状等の検討のときに

行い、力学的安定性の検討のときには考慮していない。 
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（４）最終処分場の貯留構造物 

「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版，p200」でも「種類・構造

形式が類似した構造物の指針や基準に準拠して行うものとする」とされているが、ただしと

して、「これらに示されるダムの基準などは、貯水を目的としたものであり、その適用に際

しては、廃棄物の貯留構造物と貯水構造物との違いを考慮することが、過大設計を防ぎ、安

全な構造物を設計する上で重要となる。」と述べている。 

このことは極めて重要なことを述べているように思われる。最終処分場の貯留構造物は、

貯水構造物であるダムとは異なり、以下のようなことから過大設計に結び付く可能性が考

えられる。 

 

① 貯水による影響と類似した考えを貯留構造物に考慮することの適否 

構造物としての構造は、貯水構造物であるダムと類似する。しかし、フィルダム

で考えられているような貯水の影響により滑動することは考えにくい。すなわち、

次のような点を適切に検討しておく必要がある。 

(ア)埋立中に、貯留構造物上流に貯水される状況が作り出されるようなことは、浸

出水集排水施設などがあり考えにくいのが一般的である。施設の不備のときも

考えられるが、設計段階でそのようなことを考えるのは不合理であり、維持管

理上の問題と思われる。 

(イ)埋立終了後に、廃棄物層を飽和状態とし、地震力を 50%掛けた上で、安全率

1.2 以上を要求するのは、過大設計につながる可能性がある。この考えは、貯

水構造物のフィルダムの満水時の考え方をそのまま利用しているように思わ

れ、そうだとすると、堤体にクラックが生じただけで決壊につながるダムと、

クラックが生じても決壊することはなく、維持管理上の補修で済む比較的安全

な貯留構造物とでは、異なる考え方を採るべきと思われる。 

(ウ)上記(イ)と関連するが、埋立終了後の設計段階で考えるものとして、廃棄物層

を全量飽和状態とするのは現実的にはあり得ない。埋立廃棄物層内に、堤体頂

部付近につながる地下水面が形成されるのが一般的であろう。一方、宙水が形

成され、地下水位が高くなり、それが不安定化に結びつくことなどが考えられ

るが、設計段階で考えることではなく、維持管理上の問題である。 

 

② 地震時における「安全率 1.2 以上」の適否 

フィルダムでは、地震慣性力を全てのケースで組み入れ、安全率 1.2 以上として

いるが、これはフィルダムにおいて地震力によりクラックが生じ、それが浸透崩壊

に結び付く恐れがあるため、無被害とすることを設計思想としている。しかし、貯

留構造物では、こうした浸透破壊は考えにくい。地震時の検討は、通常の宅地防災

マニュアルで考えているような安全率 1.0 以上で良いと思われる。なお、盛土工指
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針と同じように、貯留構造物の要求性能が性能２の時と性能１※の時の地震の想定を

吟味する必要がある。これについては、次に示す。 

 

③ 要求性能とレベル 1・2地震動の区別の必要性 

近年、設計水平震度を 0.25 以上など過大に条例等で設定する場合が見られる。

「宅地防災マニュアル」での設計水平震度 0.25 は、大規模地震の場合であり、いわ

ゆるレベル 2地震動への対応である。「宅地防災マニュアル」では、中規模地震で

は設計水平震度は 0.2 で考えられており、こちらがレベル 1地震動への対応とな

る。 

「道路土工・盛土工指針」の盛土の要求性能でも、下表のように、レベル２地震

動の時は、重要度１の場合でも要求性能は性能２である。この地震動別に対する構

造物の性能の考え方は、ダムや橋梁なども同じで、橋梁であれば落橋しない程度の

損壊であれば許容される。 

このように考えると、最終処分場も例外ではなく、レベル２地震動であれば盛土

工指針の性能２で良いと思われる。 

 

    

     

 

なお、参考までに、盛土工指針では、レベル２地震動に対して性能２を重要度１

の盛土に要求するにあたり、「一般に盛土は橋梁・トンネル等の他の道路構造物と

比較して修復性に優れている」と述べ、盛土の被害程度を「早期の復旧が可能とな

る範囲の損傷」としている。このことは、耐震性能がほとんど無被害というレベル

                                                  
※ 性能１＆２とは、以下のような性能のこと 

性能１：想定する作用によって構造物としての健全性が損なわな機能 
 性能２：想定する作用による損傷が限定的なものにとどまり、構造物としての機能の回

復が速やかに行い得る性能 



36 
 

ではなく、大きな盛土崩壊にはならないが、部分的な亀裂の発生等は許される性能

が性能２である、と位置付けている。 

以上のことから、貯留構造物における性能２の状態を具体的に検討する必要があ

る。 

 

 そのためには、性能２の状態がどの程度であるのか、ニューマーク法等により変位量等

を推定し、それが震度法の安定解析の安全率でどの程度を示すものなのかを比較検討する

必要がある。 

 

 

④ 異常降雨等による変状・崩壊 

 「道路土工－盛土工指針」に示されるように、集中豪雨のような異常降雨時の変状・崩壊

や地下水浸透による変状・崩壊として、以下の 6 つが挙げられる。 

(a) 雨水による表面侵食 

(b) 雨水の浸透による表層すべり 

(c) 表面水が法面に流れ出すことによる洗掘、崩壊 

(d) 雨水浸透による地盤と盛土との境界面に沿った崩壊（急勾配斜面での盛土） 

(e) 河川増水等による擁壁・基礎の洗掘、あるいは裏込め土の吸い出しによる盛土の

沈下・流出（盛土の前面に河川等がある場合） 

(f) 間隙水圧の作用による盛土の崩壊 

 これらについて、貯留構造物や埋立廃棄物層に生じる可能性について検討していく必要

がある。最終処分場において、現時点で推定される変状・崩壊は、以下の通り。 
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変状・崩壊の種類 貯留構造物 埋立廃棄物層 

雨水による表面侵食 

 

△：表面遮水があるので

考えにくい。 

〇：覆土の浸食も考えら

れる。 

雨水の浸透による表層すべり 

 

△：表面遮水があるので

考えにくい。 

〇：締固めの不均質並び

に不十分な部分がある

場合に検討 

表面水が法面に流れ出すことに

よる洗掘、崩壊 

△：雨水集排水施設が適

切な場合は考えにくい。

△：雨水集排水施設が適

切な場合は考えにくい。

雨水浸透による地盤と盛土との

境界面に沿った崩壊（急勾配斜面

での盛土） 

×：平坦部に盛土される

ことが多い 

△：急勾配斜面が存在す

る場合がある。 

河川増水等による擁壁・基礎の洗

掘、あるいは裏込め土の吸い出し

による盛土の沈下・流出（盛土の

前面に河川等がある場合） 

△：貯留構造物の前面に

河川や海岸があること

は少ない 

×：河川増水等、生じる

ことはほとんどない。 

間隙水圧の作用による盛土の崩

壊 

×：貯留構造物で地下水

が豊富になることは想

定しにくい。 

△：各種集排水施設の不

備などによる状況が想

定できる。 

 

以上示したように、貯留構造物の安定より、埋立廃棄物の安定性が問題となろう。 
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河上房義(1975)：フィルダム安定解析の流れ，土と基礎，第 23 巻，第 5 号，pp.5-10． 
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２－２－３．最終処分場の力学的安定性に関する課題 

 

陸上最終処分場の貯留構造物の設計では、地震時慣性力などは考慮されるものの、一般

的には津波や活断層は考慮されていない。「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要

領 2010 改訂版」でも、「完成直後・空虚時」「埋立中・洪水時」「埋立終了・洪水時」「埋

立終了・地震時」の 4 ケースを最低考慮するよう述べられているだけである。ここで、図

2-2-3-1 に陸上処分場と海面処分場の特徴を示した。 

図 2-2-3-1 をみると、海面最終処分場は、遮水護岸により構成されているが、この護岸の

要求性能は、港湾の施設の技術上の基準を定める省令によれば、防潮堤の要求性能を準用し

ている．「管理型廃棄物埋立護岸設計・施工・管理マニュアル(改訂版) 2)」でも、波浪や潮位

の他に津波についても設計条件として示されている．さらに、同マニュアルでは、こうした

外力に対する安定性を早期に高めるために、護岸周辺の埋立を先行させるべきことが述べ

られている． 

 

図 2-2-3-1 陸上処分場と海面処分場の特徴 2）を参考として作成 

 

東日本大震災では、堤防等を越流した津波が裏法面を侵食し堤体機能が損傷することが

注目を集めた 3)．津波が貯留構造物にまで達した最終処分場では、津波は越流せず、裏法面

の侵食等による貯留構造物の損傷は生じなかったが、より沿岸に近く直接津波を受けるよ

うな場合には貯留構造物の損傷が懸念される． 

河川津波対策検討会(2011)4)は、最大クラスの津波と施設計画上の津波の 2 つのレベルの

津波を想定することを示している．発生頻度は極めて低いものの発生すれば甚大な被害を

もたらす最大クラスの津波は、施設対応を超過する事象として扱い、防災街づくり等と一

体となって減災を目指す事象と考えるべきとしている．それに対して、施設計画上の津波

は、河川管理における施設の諸元等を定める津波で、このレベルの津波災害は防御する必

要があるとしている． 

施設計画上の津波で、河川沿いに安全に津波を遡上させたとき、場合によってはその上流

に陸上最終処分場があり、津波の影響を受けることも考えられる． 
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陸上最終処分場においても、海面最終処分場と同様に津波による影響を場合によっては

考慮していく必要があると思われるが、当面は、海面最終処分場のように貯留構造物周辺の

埋立を先行させるといった工夫をして対処していくのが良い（図 2-2-3-2）． 
 

 
図2-2-3-2 埋立手順に配慮することにより管理型廃棄物埋立護岸の安定性を確保する例2

）
 

 

 以上は、前節で示せなかった津波に対する考え方であるが、この他にも、最終処分場に

おいて力学的な観点から検討しなければならない点は数多くある。 

  これら現状の知見をまとめると、表 2-2-3-1 に示すように、貯留構造物の設計が一部

過大設計となっている可能性がある一方、維持管理まで含めると、各種集排水設備等が破

壊・損傷する恐れが懸念され、過小設計になっている場合が考えられる。 

このように、最終処分場についても、ダムなどの他の構造物と同様に、最終処分場用の

適切な設計思想の基での安定性の検討が必要であると考えられる。 

 

（２－２節：磯部有作・大野博之・山中稔） 
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表 2-2-3-1 最終処分場の各種設備とその力学的安定性の検討評価の現状と課題 

最終処分場の構造物
過大な評価になりやすい

部分 

過小あるいは人為ミスに

なりやすい部分 
備考 

貯留構造物（擁壁等）

及び埋立地 

最終処分場は、擁壁等の背

面に水が溜まらないシス

テムであるにもかかわら

ず、埋立地の空虚時には満

水で水平設計震度 50%を

かける設計が設計要領に

示されており、過大設計に

繋がらないか。 

埋立終了後に大規模な盛

土の宅地造成に類似した

ものとなる処分場であっ

ても、水平設計震度が小さ

く、維持管理上問題となり

得ることが懸念される。 

安定型・管理型共 

遮水工 現状知見からは特になし 

現状の埋立廃棄物量の増

大に対して、十分な強度面

での設計が行われている

かが疑問。 

管理型のみ 

地下水集排水設備 現状知見からは特になし 

現状の埋立廃棄物量の増

大に対して、十分な強度面

での設計が行われている

かが疑問。 

管理型のみでなく、

安定型でも地下水が

埋立地内に流入する

ような場合には、設

置が必要。 

保有水等集排水設備 現状知見からは特になし 

埋立中及び埋立終了後に

おいて、十分な集排水とな

っているのかが疑問。 

⇒（対応）宅地防災のよう

な縦排水も取り入れるこ

とで埋立廃棄物層の力学

的に安定性も担保できる

可能性がある。 

安定型：擁壁等の安

定性のため設置が必

要な場合がある。 

管理型：保有水等の

速やかな排水のため

設置しなければなら

ない。 

通気装置 現状知見からは特になし 

現状の埋立廃棄物量の増

大に対して、十分な強度面

での設計が行われている

かが疑問。 

管理型のみ 

雨水等集排水設備 現状知見からは特になし 

十分な集排水処理量が確

保されているのかが疑問。

また、今後の気候変動にど

う対応するのかが課題。 

安定型・管理型共 

調整池 現状知見からは特になし 

調整池の湛水及び水位変

化に対する周辺の地盤の

安定性。 

管理型のみ 

浸出液処理設備 現状知見からは特になし 
安定した地盤に設置され

ているのかが疑問 
管理型のみ 

注）集排水施設で十分な排水が行われていることが、埋立地及び周辺の地盤の力学的安定性を保てること

から、表記のように集排水能力も取り上げた。 
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３．最終処分場の周辺環境に関する調査・解析手法の検討 

  

 ３－１．最終処分場の周辺環境に関する調査・解析手法の検討 

 稲垣・中村・大野(2011)1が示すように、廃棄物の最終処分場などの施設は、その力学的安

定性（すなわち、災害に強い処理・処分施設）や周辺環境への影響（地下水の水質などへの

影響）の観点から、信頼性の向上が強く求められている。そのために、近年は応用地質学的

な観点に立った調査・モニタリング・解析・評価手法の確立が必要な段階にきている。 

 ここでは、こうした背景の基、周辺環境の保全の観点からの調査・解析手法について述べ

る。1 項では、環境省令などの基準や全国都市清掃会議の示した要領などの内容を網羅し、

2 項ではそれを受けて、既往の調査法に関わる内容をレビューし、3 項で今後の課題につい

て述べる。 

 

３－１－１．基準・要領等からみた周辺環境の保全 

（１）最終処分場の基準省令 

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省

令（昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号）」（以降〔基準省令〕）の第 1条 1項 

（一般廃棄物最終処分場の構造基準）や第 1条２項（一般廃棄物最終処分場の維持管理基

準）で、周辺環境の保全に関わる基準が、以下のように規定されている。なお、条文の“た

だし条項”はすべて削除してあるので、詳細については巻末を参照されたい。 

 

第一条１項（構造基準） 

五号  埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に

掲げる措置が講じられていること。 

イ 埋立地には、一般廃棄物の投入のための開口部及びニに規定する保有水等集排水

設備の部分を除き、一般廃棄物の保有水及び雨水等の埋立地からの浸出を防止す

るため、次の要件を備えた遮水工又はこれと同等以上の遮水の効力を有する遮水

工を設けること。 

（１）次のいずれかの要件を備えた遮水層又はこれらと同等以上の効力を有する遮

水層を有すること。 

（イ）厚さが五十センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒十ナノメ

ートル以下である粘土その他の材料の層の表面に遮水シートが敷設されて

いること。 

                                                  
1 稲垣秀輝・中村裕昭・大野博之(2011)：6-2-3 廃棄物の処理・処分，6-2 地域環境，第 6
章環境地質学；日本応用地質学会：原典からみる応用地質学－その論理と実用，古今書

院，pp.185-188． 
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（ロ）厚さが五センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒一ナノメー

トル以下であるアスファルト・コンクリートの層の表面に遮水シートが敷

設されていること。 

（ハ）不織布その他の物の表面に二重の遮水シートが敷設されていること。 

（２）基礎地盤は、埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷による遮水

層の損傷を防止するために必要な強度を有し、かつ、遮水層の損傷を防止するこ

とができる平らな状態であること。 

（３）遮水層の表面を、日射によるその劣化を防止するために必要な遮光の効力を

有する不織布又はこれと同等以上の遮光の効力及び耐久力を有する物で覆うこ

と。 

ロ 埋立地（地下の全面に不透水性地層があるものに限る。以下ロにおいて同じ。）

には、保有水等の埋立地からの浸出を防止するため、開口部を除き、次のいずれ

かの要件を備えた遮水工又はこれらと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を

設けること。 

（１）薬剤等の注入により、当該不透水性地層までの埋立地の周囲の地盤が、ル

ジオン値が一以下となるまで固化されていること。 

（２）厚さが五十センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒十ナノメー

トル以下である壁が埋立地の周囲に当該不透水性地層まで設けられていること。 

（３）鋼矢板（他の鋼矢板と接続する部分からの保有水等の浸出を防止するため

の措置が講じられるものに限る。）が埋立地の周囲に当該不透水性地層まで設け

られていること。 

（４）イ（１）から（３）までに掲げる要件 

ハ 地下水により遮水工が損傷するおそれがある場合には、地下水を有効に集め、

排出することができる堅固で耐久力を有する管渠その他の集排水設備を設ける

こと。 

ニ 埋立地には、保有水等を有効に集め、速やかに排出することができる堅固で耐

久力を有する構造の管渠その他の集排水設備を設けること。 

ホ 保有水等集排水設備により集められ、ヘに規定する浸出液処理設備に流入する

保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池を設けるこ

と。 

ヘ 保有水等集排水設備により集められた保有水等に係る放流水の水質を別表第

一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準及び法第八条第二項

第七号 に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質

について達成することとした数値が定められている場合における当該数値並び

にダイオキシン類対策特別措置法施行規則 （平成十一年総理府令第六十七号）

別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させることができる
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浸出液処理設備を設けること。 

ト ヘに規定する浸出液処理設備に保有水等集排水設備により集められた保有水

等を流入させるために設ける導水管又は当該浸出液処理設備の配管の凍結によ

る損壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置が講じられていること。 

  

第一条２項（維持管理基準） 

八号  埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷により、前項第五号イ又は

ロ（（１）から（３）までを除く。）の規定により設けられた遮水工が損傷するお

それがあると認められる場合には、一般廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面を砂

その他の物により覆うこと。 

九号  前項第五号イ又はロの規定により設けられた遮水工を定期的に点検し、その遮

水効果が低下するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを回復するた

めに必要な措置を講ずること。 

十号  埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を

判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排

出された地下水の水質検査を次により行うこと。 

イ 埋立処分開始前に別表第二の上欄に掲げる項目、電気伝導率及び塩化物イオ

ンについて測定し、かつ、記録すること。 

ロ 埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回以上測定し、かつ、

記録すること。 

ハ 埋立処分開始後、電気伝導率又は塩化物イオンについて一月に一回以上測定

し、かつ、記録すること。 

ニ ハの規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認めら

れた場合には、速やかに、地下水等検査項目について測定し、かつ、記録する

こと。 

十一号  前号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水

質の悪化が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な

措置を講ずること。 

 

 このように、周辺環境の保全として重要なのは浸出液による公共の水域及び地下水の汚

染を防止することである。そのために設置される施設として、遮水工（表面遮水工（第１条

１項５号イ）、鉛直遮水工（第１条１項５号ロ））、地下水集排水設備（第１条１項５号ハ）、

保有水等集排水設備（第１条１項５号ニ）、調整池（第１条１項５号ホ）、浸出液処理設備（第

１条１項５号へ）、導水管等（第１条１項５号ト）があり、これらが総合的なシステムとし

て作用することにより、周辺環境の保全が可能となるようなものとなっている。そして、維

持管理基準では、これら設備等が埋立から最終処分場の廃止に至るまで適切に機能するよ
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う“必要な措置を講ずる”よう求めている。 

 なお、これらの基準を満たすための具体的な方法等は、規定されていないので、次に示す

「最終処分場の計画・設計・管理要領」に依拠することとなる。 
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（２）最終処分場の計画・設計・管理要領 

 「全国都市清掃会議(2010)：廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領－2010 改訂

版，689p．（以降、〔最終処分場の計画・設計・管理要領〕）」では、先の基準省令に沿って最

終処分場の設備等について、以下のような目的で、適切に設計・管理すべきことが謳われて

いる。なお、設備等の用語は、基準省令に従っており、（ ）内は最終処分場の計画・設計・

管理要領の用語である。 

 

１）遮水工（遮水工） 

埋立地への降水は廃棄物層に浸み込み保有水等となり、やがて底部に敷設された保有水

等集排水設備を通して浸出水処理施設に集まる。この保有水等による地下水質汚染防止を

目的として遮水工を設置する。この目的を達成するために、a)遮水機能、b)損傷防止機能、

c)漏水通過時間確保機能・汚染軽減機能（万一の地下水汚染に対し、その程度を軽減させる

機能：図 3-1-1-1 のような方法で計算できる）、d)損傷モニタリング機能、e)修復機能が考

えられる。これらの機能は、全てを兼ね備えるべきということではなく、それぞれの埋立地

の条件により重要性の度合いやいくつかの機能の組み合わせを検討することとなる。特に、

dや eの機能は、費用対効果や修復方法までを含めた検討が必要である。 

 

 

図 3-1-1-1 漏水通過モデルとダルシー則に基づく算定式 

（「最終処分場の計画・設計・管理要領」より） 

 

 こうした遮水工においては、「最終処分場の計画・設計・管理要領」の中で、地形・地質

による観点から、次のような点に留意すべきことが述べられている（一部加筆修正した）。 
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① 表面遮水工と鉛直遮水工のいずれの遮水工を選定するかは、地形・水文地質条件によ

る。すなわち、不透水性地層（透水係数 100nm/sec 以下の地層）が埋立地下部に連続

して存在することが鉛直遮水工を採用する上での必要条件である。 

② 表面遮水工の遮水材料の選定にあたっては、最終処分場の立地条件により異なるので、

“地形や地盤の成形しやすさ”“地盤の強度、沈下量”“地下水の賦存形態と量”に

留意した検討が必要である。 

③ 表面遮水工の下地（基礎地盤）は、廃棄物の重量を支える地盤であると共に、遮水工

を破損から守る保護地盤でもあり、下地の整地は遮水性能に大きな影響を与える重要

な要素である。また、下地は、埋立作業に必要なトラフィカビリティも確保しなけれ

ばならない。下地整地にあたっては、基礎地盤の状態を十分考慮し、廃棄物埋立時の

作業性が良く、施工時及び将来にわたり遮水シートを破損から守るように計画・施工

しなければならない。特に、地下水、湧出水による揚圧力に対しては、地下水集排水

設備を設置し遮水シートの浮き上がりを防がなければならない。 

④ 鉛直遮水工の設計にあたっては、図 3-1-1-2 のような手順で行う。ここで、地質調査

が重要となる。ここでの地質調査は、難透水層の平面的及び断面的な状態の把握が主

体となる水文地質調査である。この調査では、同時に地下水の流れを把握する。そし

て、鉛直遮水工を設けることで、地下水の流れがどのように変わるのかを予測し、対

策工を含めた設計を行う。 

⑤ 鉛直遮水工の選定にあたっては、地質的に以下のような点に留意しなければならない。 

a) 岩盤の場合：我が国の地質構造は極めて変化に富んでおり、均一な地盤が連続して

分布することは少ない。このため、鉛直遮水工の適用性が高い地質条件は限定され

る。このような条件下で透水層の存在を確認するには、綿密な地質調査が必要で

ある。また、複雑な地質構造を解明するには、地質構造および水文地質構造を大局

的に見ることも必要である。岩盤の遮水性はボーリング孔を用いた透水試験を行

うことになる。調査位置や数量などについては、地質構造を考慮して設定する必要

がある。 

b) 土質の場合：沖積平地の場合、地層の連続性を確認することは岩盤の場合に比較

して容易である。しかしながら、堆積条件が変化しているケースが多く、均一の

粘性土地盤が深度方向に連続することは少なく、粘性土と砂質土との互層の形態

をとることが多い。このような場合には、地質層序を検討し、地層の連続性を確

認することが必要である。 

c) 腐植土層の場合：沖積平地周辺部の開析谷には、腐植土層が厚く堆積した「谷

地」地形が多く存在し、最終処分場として利用される機会も多い。このような腐

植土層の透水係数は低く、その連続性も確認しやすいことから、鉛直遮水工を適

用する条件にある。しかしながら、腐植土層は著しく含水比が高く地耐力が不足
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する。このため、一般的には、地盤改良により支持力を得るが、地盤改良の工法

によっては地盤の透水性を高めることがあるので注意する必要がある。 

 

 

全体的に、応用地質学的検討が重要となる。 

図 3-1-1-2 鉛直遮水工の設計手順（「最終処分場の計画・設計・管理要領」より） 

 

  



49 
 

２）地下水集排水設備（地下水集排水施設） 

 地下水集排水設備は、基準省令にもあるように、遮水工の地下水による損傷防止のために

設けられる設備である。また、「最終処分場の計画・設計・管理要領」では、表面遮水工を

設置した埋立地では、遮水工下部の地下水や湧水の排除を適切に行わないと地下水や湧水

あるいは土中で発生する土壌ガスなどによって揚圧力が働いて遮水工を破損することがあ

るだけでなく、埋立地周辺の地下水位が上昇すると、埋立地の地質・土質によっては、地山

がゆるみ、崩落やすべりを誘発する原因ともなるので、これらの悪影響を防止するため地下

水などを速やかに排除するために地下水集排水設備を設置することが述べられている。 

 そのうえで、“地下水集排水設備は、地形や地質、気象などの条件を十分に考慮に入れて、

埋立期間や廃止後までを含めた長期間を対象として判断する必要がある”ことが述べられ、

図 3-1-1-3 のような配置例が示されている。また、これら集排水設備の枝線については、

“一般的には枝線の間隔は 20m 程度を目途に、埋立地の地形、地質、土質ならびに地下水集

排水区域の面積などを勘案し遮水工に働く揚圧力を効果的にカットできるよう決定”すべ

きことが述べられている。 

 しかし、このためにどのような調査・解析が必要であるのかについてまでは述べられてい

ない。図 3-1-1-3 は、埋立地及びその周辺の地盤が、比較的均質な透水性地盤に対する配置

例と考えられ、より複雑な水文地質構造を示す我が国においては、適切な水文地質構造を

把握したうえで、適切な配置を設定しなければ、有効な集排水はできない場合が多いと考

えられる。 

 このため、地下水集排水設備の設置のために、水文地質構造の把握のための調査・解析が

重要である。 

 

 

 

図 3-1-1-3 最終処分場の地下水集排水設備の配置例 

（「最終処分場の計画・設計・管理要領」より） 
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３）保有水等集排水設備（浸出水集排水施設） 

 保有水等集排水設備は、埋立層内の保有水や浸入した雨水等の保有水等を速やかに浸出

液処理施設に送るために設けられる。埋立地で発生する保有水等の水量をできる限り抑制

し、これを速やかに浸出液処理施設へ送ることができれば、埋立地内には保有水等は滞留し

ないと考えられるので、遮水工や擁壁等（貯留構造物）に及ぼす水圧は減少する。このよう

に保有水等集排水設備は、貯留構造物、遮水工および浸出液処理施設などの各設備との関連

が深く、これらの設備は「埋立地の保有水等を速やかに排水する」ということを原則として

構成する必要がある。また、廃棄物層内を嫌気的な環境にせず生化学的な安定化を促進する

ことも目的の一つである。 

 この設備の設置にあたっては、降水量などの水文学的検討を考慮した設計がなされる（詳

細については、「最終処分場の計画・設計・管理要領」を参照されたい）。保有水等集排水

設備は、図 3-1-1-4 のような配置で設置される。このうち、底部集排水管は、多くの管理型

最終処分場で設置されており、自然流下による排水ができるように勾配をつけて敷設され

る（写真 3-1-1-1(a)）。これに対して、法面集排水管や竪形集排水管は、管理型最終処分場

によっては設置されない例もある（写真 3-1-1-1(b)）。 

 

 

図 3-1-1-4 最終処分場の保有水等集排水設備の配置概念図（「最終処分場の計画・設計・

管理要領」より） 
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(a) 底部集排水管の設置例（埋立前（左）と埋立中（右）） 

  

(b) 竪形集排水管の設置例（左）と設置されていない例(右) 

写真 3-1-1-1 管理型最終処分場の保有水等集排水設備の設置例 

 

 竪形配管は、よく埋立ガスの集排出の機能として捉えられがちである。しかし、「最終処

分場の計画・設計・管理要領」にも述べられているように、法面集排水管や竪形集排水管は、

埋立ガス処理施設としての機能も持っているが、中間覆土などによって妨げられがちな鉛

直方向の保有水等の集排水を行う機能を持っている。 

 この法面集排水管や竪形集排水管の考え方は、最終処分場の埋立廃棄物と同じような形

態を示す宅地盛土などでも同様に縦排水工などとして設置されている。これは、盛土の力学

的安定性の確保の観点から設けられている。最終処分場でも、写真 3-1-1-2 のように廃棄物

による埋立盛土が表層崩壊を起こした事例がいくつかあり、適切な保有水等の集排水は、嫌

気的な環境をつくらないための設備であることと合わせ、埋立廃棄物の法面の力学的な安

定性の観点からも必要な設備である。 
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設計・管理要領」では、“埋設管の設計基準には、「道路土工排水工指針」（（社）日本道

路協会、1987）や「土地改良事業計画設計基準設計パイプライン基準書・技術喜」（（社）

農業土木学会、1998）などがあるが、これらの基準は、浸出水集排水管の場合と異なり、土

被りが比較的浅い場合に適用するものが多い。また、側方士圧（横方向地盤反力係数）の評

価が各基準により異なっている。したがって、浸出水集排水管の強度計算においては、浸出

水集排水管の特徴に留意しながら、関連基準を参考に総合的に検討しなければならない“と

述べられている。こうしたことから考えた場合、保有水等集排水設備においても水文地質学

的観点からだけでなく、力学的観点からの調査・解析が重要となると考えられる。そして、

それが引いては周辺環境の保全につながる。 

 

 

４）調整池（浸出水調整設備） 

 「最終処分場の計画・設計・管理要領」では、以下に示す調整池（浸出水調整設備）、浸

出液処理設備（浸出水処理設備）、導水管等（浸出水導水設備）の他、浸出水取水設備（基

準省令に用語無）、処理水放流設備（基準省令に用語無）を含めて、“浸出水処理施設”と呼

んでいる。 

 これらの設備の構成例としては、図 3-1-1-5 のようなものが想定されている。 

 浸出水処理施設の目的は、埋立地内で集められた保有水等を放流先の公共の水域及び地

下水を汚染しないよう処理することである。しかし、保有水等の水量や水質は、降雨や埋立

廃棄物質、埋立作業などにより変動するので、a)適切な浸出水処理プロセスの選定、b)水量

の変動への対応、c)水質の変動への対応が重要となる。 
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図 3-1-1-5 浸出水処理施設の構成例（「最終処分場の計画・設計・管理要領」より） 

 

 この浸出水処理施設のうち、調整池（浸出水調整設備）は、浸出液処理設備（浸出水処理

設備）の安定稼働のために必要な設備である。すなわち、浸出液処理設備の能力は一定であ

るが、浸出水量は降雨等により変動するため、その中間に差分量を調整するための設備を設

けることが浸出液処理設備の安定稼働に必要となるために設けられるもので、周辺環境を

汚染しないためにも重要な設備であるといえる。このため、基準省令第 1 条１項 5 号ホで

も“耐水構造の調整池を設けること”となっており、基準省令第 1 条 2 項 13 号では“調整

池を定期的に点検し、調整池が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれ

を防止するために必要な措置を講ずること”となっている。この調整池は、前述の差分量の

調整の他に、浸出水の水質の急激な変動を緩和し、必要に応じて予備ばっ気などの前処理を

行う機能を持たせた設備が必要となる。 

 調整池は、こうしたことから、a)水量変動の調整、b)保有水等の水質の均質化、c)浸出液

処理設備の休止時の保有水等の貯水、d)浸出液処理設備の前処理機能、などが求められ、表

面遮水工を施した掘り込み池やダム、コンクリート製の調整槽の構造をとる事例が多い。 

 この調整池の規模等の設計については、「最終処分場の計画・設計・管理要領」に詳細な

記述がなされており、浸出水量を適切に予測することが必要とされている。一方で、基準省
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令第 1 条 2 項 13 号に示されるような調整池が損傷するおそれがあるか否かの応用地質学的

な調査・解析についての具体的な記述はない。 

 調整池（浸出水調整設備）のトラブルの事例も、「最終処分場の計画・設計・管理要

領」によれば、調整設備の容量不足、水質悪化や悪臭発生などが主であった。このような

ことから、地質工学的な観点からの調査・解析には余り触れられてこなかったものと考え

られるが、近年の気候変動等による豪雨の頻発、地震の頻発などを鑑みると、これまでと

は異なり、調整池周辺の地すべりなどの問題も生じるリスクが高まってきている。このた

め、地質工学的観点からの調査・解析も必要となると考えられる。 

 

 

５）浸出液処理設備（浸出水処理設備） 

 「最終処分場の計画・設計・管理要領」では、浸出液処理設備の設計において、その処理

水量と水質の観点が重要視された記述となっており、埋立地から集排水した保有水等の処

理を安定的に行い、公共の水域及び地下水を汚染しないような設備の設計がなされる。 

 浸出水処理施設に集排水された保有水等は、降水量によって大きく変動する。こうした観

点を考慮し、いわゆる水文学的な検討にしたがって、保有水等の集排水量（浸出水量）が算

出される。これらの算出方法の詳細は、「最終処分場の計画・設計・管理要領」に示されて

おりそちらを参照していただきたい。なお、こうした浸出水量の算出の考え方は、「宅地防

災マニュアルの解説」等にも示されており、一般的な検討方法である。 

 一方、「最終処分場の計画・設計・管理要領」では浸出水処理施設のトラブルの内容とし

て、“浸出水調整設備容量不足”が挙げられているが、その詳細な原因までは示されていな

い。筆者らの経験上、水処理量が合わない既設の最終処分場では、これまで以下の原因等が

しばしば考えられる。 

 

a)地形的要因１－最終処分場内の埋立状況の変化 

最終処分場では、本来の計画的埋立て行為に加え、一時的対応（例えば災害廃棄物の緊急

埋立て等）を行う事がしばしばある。この際、本来は覆土を行った部分から順次、閉鎖区間

を作ることで、降雨の場内流入を極力抑える計画であったものが、一時的に放棄され、覆土

を行わずに埋め立てを続行し、そこに通常の降雨が降れば、計画水量を越える場合がある。 

また、緊急対策工事等の必要に迫られた場合、仮設搬入道路を介し、直接的に周辺降雨が

埋立地内に流入する事もある。さらに、この際には周辺水路の堆積土砂の排除等の管理が不

十分で、周辺地表水が流入する場合もある。 

このような災害時などには、最終的に不衛生な廃棄物を分断することが早期かつ優先的

な対応となるため、廃棄物埋立層内に入る雨水対策は後回しにされることがしばしばある。

また、雨水対策がなされる前に、継続的に埋立てを行った場合には、水処理量が増えてしま

う結果となる。 
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また、各自治体のほとんどではこれらの排水対応を行っているが、地震災害や豪雨災害が

頻発した地域の場合、これらの緊急避難行為が常時となるため、当初設計との大幅な差が生

じることにもつながりかねない。 

さらに、これらの緊急対応には相応な経費の捻出が必要であり、災害が頻発するような場

合、排水計画等の対応を立ててもすぐに別の災害が起こり、この排水計画が無に帰すことも

多い。近年の社会的傾向として、これらの繰り返される経費発生を無駄と見る向きもある。

このため、管理者は管理経費の増額を要求することが徐々に困難になりつつあることも考

えられる。 

 以上のように廃棄物最終処分場における排水管理は徐々に難しさを増す一方であること

も雨水流入の一因を作っている可能性がある。 

 このような課題を解決するには、問題となる最終処分場の埋立て履歴や運営管理記録を

再度整理し、最終処分場内及び周辺地域における地下水の性状（水位や水質）を把握するボ

ーリング調査や埋立地内の廃棄物の組成調査や埋立構造調査（物理探査など）を行うことが

有効である。 

 

b)地形的要因２－天候の大幅な変遷に伴う確率降雨量の見込み違い 

豪雨が頻発する現在の傾向は著しく、当初設計を上回る豪雨を起こすことが多くなって

きている。このような豪雨が処分場内に直接降ることになれば、当然のことながら、水処理

量は増すこととなる。このため、豪雨による水処理が十分行えるような豪雨対応型の最終処

分場の建設も近年は検討されてはいるが、その構造的問題や経費の問題等課題が山積して

いる。 

しかしながら、反面、気象庁の近年のデータからは年間降雨量に大きな差が無いことが分

かっている。よって、年間処理計画に乗せることも可能であるとの判断もできることになる。

しかしながら、この豪雨による保有水等を一時的に受け入れる調整池は十分な規模を有さ

ない場合がある。 

経済性を考慮して、年間降雨量から設計をする考え方は、工学的な設計においては妥当な

判断であるが、設置後の維持管理では、当初計画・設計とは大幅に異なる降雨規模となった

場合、調整池の拡充など新たな対応を行うことも工学的な対処法の一つとなる。このような

場合、豪雨の発生履歴等、気象庁が保有するアメダスデータ等を収集し、新たに雨量解析を

行い、工学的に妥当な浸出水処理施設規模への改良、防災用の調整池の新設・増設等を検討

することが有効である。 

 

c)地形的要因３－当初予想されなかった周辺地形の大幅な改変 

最終処分場は搬入建設を伴うことが多い。このため、旧来は人跡未踏の地であった地域も

徐々にこの交通網の発展によって、開発が進むことがしばしば見受けられる。 

また、これらの道路網が発達すれば、必然的に山地部の開発（道路開発等）も進み、当初
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は山林として流域を評価していたものが、市街地や造成地となり、流出係数等を変えてしま

う場合もある。この場合、山地に十分浸透するはずの降雨が浸透を阻害され、地表水として

一度に流れ出してしまうこととなり、洪水流量に大幅な影響を与え、最終処分場の有する水

処理能力を超える場合もある。 

以上のように上流域の地形改変の状況は処分場に流入する水量を大幅に変更する場合が

あるので、十分留意する必要がある。 

現地植生（植林等）の変遷も大規模な場合は流域内の流出係数を変更させ、樹林の成長に

よっては土壌水分の吸い上げ効果の低減もある。これらの事象も、地表水の増加原因を予測

する付随的な要因となりうる。 

以上のような地形変遷に基づく流量変化（増加原因）を追求するには、昭和 20 年代ごろ

からの経年の空中写真判読や明治時代からの地形図判読等を行うことが有効である。 

 

d)地質的要因１－水収支計算に乗らない地下水の存在 

地下水には岩盤内の割れ目に分布するとされる「裂罅（れっか）水（被圧地下水）」の存

在も知られている。この裂罅水は地質構造や分布する地質の浸透性等に影響を受け分布し

ている。 

現地調査の際には、地下水の湧水地点の分布位置や湧水量の把握はもちろんのこと、分布

する地質や地質構造（活断層、地質断層、地質的な弱線－特に「水みち」となる弱線等を含

む）を把握し、水収支に与える影響の度合いや流量そのものを算定する根拠としなければな

らない。 

また、大規模な活断層の分布地においては、大規模な活断層に付随する小規模な断層帯の

把握も必要であり、従来行う「地表地質調査」のみでは、判断できないこともあり、総合的

な地質調査が必要となる。 

なお、水みちとなる弱線など、留意すべき地質状況として、「最終処分場の計画・設計・

管理要領」では、山間最終処分場の場合、以下のことが述べられている。 

① 埋立地を横断する断層 

断層の性状あるいは周辺の岩盤状況によっては、浸出水の漏出経路となる可能性

がある。 

② 主要構造物（貯留構造物、防災調整池、浸出水調整設備、浸出水処理設備など）に

かかる断層 

断層が幅広い粘土・角磯化帯を伴う場合は、構造物基礎の支持力、せん断強度が

問題となる。また、断層に隣接する岩盤に、破砕作用の影響で割れ目が密に発達す

る場合には透水性が問題となる場合が多く、場合によっては支持力、勢断強度も問

題となる。 

広域地質図に示されるような断層は、比較的規模が大きいことが予想される。断

層の規模・性状によっては、強度あるいは透水性・遮水性改良の面から、構造物の



58 
 

構築自体が困難になることもあり、あるいはそれほどの問題にならないまでも、断

層置換などの特殊な基礎処理が必要となる可能性もある。 

③ 「水みち」となるような地質的弱線 

形成された時代の異なる地層、岩体が相接する境界である不連続面は、その時間

的ギャップに応じた風化帯が形成されていたり、地下水の流動による風化・変質を

受けやすい条件下にあるので、「水みち」が形成されている可能性がある。 

形成過程・機構の異なる岩体、地層が接する境界、例えば堆積岩とそれに貫入す

る火成岩との境界では、破砕や変質を被り劣化していたり、火成岩においては急冷

周縁相が形成されクラッキーな状況にあるのが一般的である。また、そのような状

況から、境界沿いに風化が深部まで及んでいたりする場合がある。以上から、異種

岩体の境界には、「水みち」が形成されている可能性が高いと考えられる。 

こうしたことから、地表水の水収支だけでは適切な水処理量が算出できない場合がある。

このような場合には、総合的な地質調査が重要となる。 

 

e)地質的要因２－特殊な地質による水収支の相違 

特殊な地層と地形の組み合わせによる流入水の増加の可能性も考えられる。例えば、周辺

に地すべり地や崩壊跡地が多く分布するような場合、これらに賦存する地下水が最終処分

場に与える影響も考えられる。 

なお、賦存する地下水は、「最終処分場の計画・設計・管理要領」にも示されるように、

埋立地周辺の地下水の高まりを形成する場合もあり、こうした地下水の高まりは、埋立地か

らの保有水等の漏出に対するバリアとして有効にもなるという側面もある。 

したがって、賦存する地下水は水収支における浸出水処理施設の水処理量の相違をもた

らすデメリットともなり得るが、メリットとして上記の漏出バリア効果もあるので、詳細な

水文地質構造の調査・解析が重要となる。 
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６）導水管等（浸出水導水設備） 

 「最終処分場の計画・設計・管理要領」では、導水管等に関する記述は極めて少ない。基

準省令でも凍結等への措置を行うことは謳われるようになったが、それ以外の記述はない。

このことは、逆に言えば、これまでの最終処分場で導水管等が凍結等以外で問題となったこ

とはないことを示したものと考えられる。 

 実際、2016 年熊本地震に見舞われた阿蘇地域の一般廃棄物最終処分場の導水管等に損傷

等による機能低下はなく、調整池に適切に保有水等が導水管等より放流されていた（写真 3-

1-1-3）。このように、貯留構造物直下に調整池があり、導水管等の長さも短く表層の埋設管

程度であれば、大規模地震による被害もほとんどないようである。 

 しかし、調整池の設置場所の関係で、導水管等を長距離に地下を通すようなことを考えな

ければならない場合には、ダムの導水路などと同様な観点から、地質工学的な調査・解析に

よる工学的な判断が必要となると考えられる。ただし、そうした導水管等の設置の事例はま

だない。 

 

 

写真 3-1-1-3 2016 年熊本地震後の導水管等からの保有水等の放流状況 
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（３）「廃棄物最終処分場のための現地調査法」について 

 前述したように「最終処分場の計画・設計・管理要領」では、“周辺環境への影響”の調

査・解析の具体的な方法までは示されていない場合も多い。 

一方、「山田正人・関東処分組(2016)：廃棄物最終処分場のための現地調査法－現場屋が

つくった現地調査法，サムハウパブリッシング，194p」では、「6 章 処分場周辺環境の評

価」の中で、地形・地質・地下水が取り上げられている。そこでは、「6.2.2 処分場の立地

場の把握」、「6.2.3 環境汚染を監視するための観測井の設置」と「6.2.4 地下水水質のモ

ニタリング」が示されている。以下、これらの概略を示す。 

 

１）処分場の立地場の把握 

 ここでは、低地や台地・丘陵に設置した場合の例が示されている。 

 さらに、現地調査として、地質調査、ボーリング調査及び物理探査の手法が概略述べられ、

これらの調査より断面図等を作成し、水文地質構造図を基に観測井の検討を行うことが示

されている。 

 

２）観測井の設置 

 ここでは、観測井の水位標高から水位の標高コンターを作成し、地下水の流動方向を決定

すべきことが述べられている。この時に留意しなければならない点として、地下水流動方向

を見定める必要があるため、少なくとも 1 年間は定期的に水位測定を行うべきことが示さ

れている。 

 また、地下水集排水設備は、遮水工の破損を的確に捉えられる場合が多く、観測井の代わ

りにすることができることも述べられている。 

 

３）水質モニタリング 

 この中では、調査時期と調査項目が示され、モニタリングのための試料採取方法と運搬・

保管方法も示されている。特に、焼却残さを埋立てる最終処分場では、地下水等の塩化物イ

オン濃度又は電気伝導率が長期間な変動を見るうえで有効な指標であることが示されてい

る。 

 

 

  



61 
 

（４）まとめ 

 以上示したように、“周辺環境への影響”を調査するための調査・解析手法、特に、環境

地質学的手法については、これまで示された「最終処分場の計画・設計・管理要領」や「現

地調査法」には具体的な記述に乏しい。このためもあってと考えられるが、現状では、こう

した調査・解析は、担当技術者の力量に負うところが大きく、適切な調査・解析の基、的確

な地質工学的判断が示されているとは限らない場合もある。 

 次項ではこうしたことを踏まえ、現状の調査・解析手法について検討する。 
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３－１－２．現況の調査・解析手法に関する検討 

 最終処分場の周辺環境への影響としては、基準省令にも示される“埋立地からの浸出液に

よる公共の水域及び地下水の汚染を防止すること”となっており、これにより周辺環境の保

全を行うことが目的である。すなわち、埋立地から有害物質等を含む保有水等が漏洩し、周

辺の地下水や表流水が汚染されないようにすることである（最終処分場のしゃ断機能）。 

 このようなことから、最終処分場の周辺環境への影響の調査・解析では、最終処分場内と

その周辺の地下水及び表流水の流れを適切に把握し、その基で各種の的確な工学的判断を

示すことが重要な目的となる。この他にも、埋立地から発生するガス（硫化水素やメタンな

ど）や廃棄物等の飛散なども周辺環境への影響として挙げられるが、ここでは、環境地質学

的観点から、地下水・表流水の汚染防止の問題だけに絞ることとする。 

 最終処分場の地下水問題としては、前述したしゃ断機能の他に、施設建設に伴う地下水阻

害の問題もある。 

 しゃ断機能については、一般廃棄物最終処分場あるいは産業廃棄物管理型最終処分場で

は、少なくとも基準省令で示される構造基準（基準省令第 1条）を遵守する必要がある。こ

のためには、基準省令のいう不透水性地層の分布状況や透水性を捉えることなどが必要で

ある。把握方法としては、地表地質踏査に加え、ボーリング調査（各種試験含む）や比抵抗

電気探査などの物理探査を用い、数値シミュレーションなどを通して、透水性に関係した地

質構造を把握していく。これは、前述の基準省令の目的を果たすためのもの（機能）である。 

 これに対して、地下水阻害2に関わる問題は、基準省令には示されていないものの、トン

ネルやダムなどの構造物を設置において一般的に問題となる事項であり、最終処分場の設

置においても検討すべき事項である。地下水阻害に関わる問題に対しては、周辺の地下水等

の利用状況により対応が異なってくるので、広域の地下水挙動を把握し、施設設置の影響を

検討・判断することが重要となる。このための水文地質学的な観点での調査・解析が必要で

あり、資料調査、地形調査、地質調査、数値解析等による予測調査、総合評価・対策検討を

実施することとなる。 

 ここでは、これらのしゃ断機能及び地下水阻害に関する調査・解析の現状を示し、次項の

の課題に結び付ける。 

 

  

                                                  
2 構造物の設置による地下水位の低下あるいは上昇により生じる周辺の水・地下水利用に

影響を及ぼすような場合の被害を、地下水阻害と呼ぶ。 
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（１）しゃ断機能に関わる調査・解析手法 

 最終処分場では、そのしゃ断機能を発揮し、周辺環境に悪影響を及ぼさないようにするた

めに、遮水工等の遮水性が求められる。すなわち、地盤の透水性と周辺の流動状況の把握が

周辺環境の保全につながる。したがって、調査・解析は地下水流れの把握を目的としたもの

であり、透水試験、地下水流動試験、物理探査などが挙げられる。以下、これらについて検

討する。 

 

１）透水試験 

透水試験方法は「地盤工学会編(2013)：地盤調査の方法と解説（以降、〔地盤工学会の青

本〕）」に示されている基準がある。最終処分場においては、地盤中の地下水の問題は基本事

項であり、透水試験によって求める透水係数などのパラメータは、数値シミュレーションな

どのパラメータとしても重要で、それを適切に求めることが必要となる。 

飽和した自然地盤の透水特性を求めるための透水試験方法の代表的なものとして、「単孔

を利用した透水試験方法」が広く普及している。この他に、ダムなどで多用される「ルジオ

ン試験方法」も挙げられ、複数孔を利用する「揚水試験方法」「孔内水位回復法による岩盤

の透水試験方法」「注水による岩盤の透水試験方法」などもある（いずれも JGS基準の用語）。 

試験方法の詳細は、「地盤工学会の青本」を参照してもらいたいが、ここでは、最終処分

場の調査で用いられることの多い、「単孔を利用した透水試験方法（非定常法）」と「ルジオ

ン試験方法」を取り上げる。 

 

a）単孔を利用した透水試験方法（非定常法） 

 １つのボーリング孔あるいは井戸を用いて行う試験方法である。孔内水位を変化させ、そ

の水位変化を計測する。試験の最初に、孔内の地下水をくみ上げる、あるいは水を注入する

ことで水位を大きく変化させ、水位の回復を捉えることで、透水特性を把握する手法である。 

 非定常法では、透水係数の大きな砂礫層などでは、水位変化が速く、計測誤差が大きくな

るのでやや不適切であり、場合によっては定常法を利用する方が良いが、必ずしもそうした

点に留意されていないようにも見受けられる。非定常法は、砂層などの滞水層や難透水層な

どを把握する時などに実施される。 

 非定常法においては、「透水係数」と場合によって「比貯留係数」が推定可能である。 

 透水係数は、直線勾配法や曲線一致法により水位の時間変化より求め、比貯留係数は、曲

線一致法により求める。非定常法では、水位の時間変化で直線が得られない場合があるが、

貯留性の影響以外の乱流や平衡水位の設定等も考慮しその適用性を判断する必要がある。 

 

b）ルジオン試験方法 

 ダムの遮水性を把握する時に広く用いられる試験方法である。試験区間をパッカーで区

切り、その区間に水を注入し、その水圧と流量を計測し、飽和地盤の透水特性を把握する。 
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 ルジオン試験は透水係数 10-8m/s 程度以上の地盤・岩盤に用いることができる。特に多孔

質媒体としては扱いにくい割れ目系岩盤の透水性を把握するのに適している一方、未固結

の地盤等では大きな水圧がかけられないのでやや不適切となることがある。しかし、低圧で

水圧を設定するルジオン試験方法もあり、比較的対象地盤は広い。 

 水圧p と流量q の関係をプロットし、0.98MPa の時の流量をルジオン値Luとして算出

する。0.98MPa 未満で限界圧力に達してしまうような地盤では、 p-q曲線を直線的に延

ばし、換算ルジオン値Lu’として表す。 

 ルジオン試験は基本的にダルシー則に従うことを前提としているため、乱流となるよう

な低圧での流量増大では層流におけるルジオン値 Lu とは扱いが異なるので、この換算ルジ

オン値 Lu’の意味は大きい。 

ルジオン値は、その定義の通り、「有効注水圧力水頭 100m の時の試験区間長 1m 当た

りの注水流量」であり、この定義と試験の標準寸法（長さ 5m、孔径 66mm）から、1Lu

＝1.3×10-7m/sec となる。これによって透水係数に換算することができ、最終処分場の基

準省令にもルジオン値が透水係数と共に併記されている。 

 

２）地下水流動状況試験 

前述した透水試験は地盤・岩盤の透水係数（あるいはルジオン値）を求める試験であるが、

ここで述べるのは、地下水流動の状況を捉える調査であり、把握しようとするものが異なる

ことに留意してほしい。 

 地下水流動試験は、局所的なものと広域的なものとがある。それぞれいくつかもの試験方

法があり、詳細は「地盤工学会の青本」の試験方法を参照されたい。 

 地下水流動の状況を適切に捉えることは、安全で経済的かつ水環境への負荷をできるだ

け軽減した工事、災害対策、水質汚染対策などの実施が可能となるばかりでなく、水収支の

バランスを維持する健全な水利用にも資するため、今後、重要な調査・解析となると考えら

れる。 

 地下水は、多孔質媒体であっても滞水層全体を均等に流れているわけではなく、水みちと

して一定の範囲を選択的に流れていることが多い（選択的に流れるのは表流水も同じであ

り、流れやすい場を選択するのが水の性質である）。また、一層の流動層によって構成され

ているわけではなく、複数の流動層で構成されている場合が多い。すなわち、地下水流動は

透水係数を把握できれば理解できるわけではなく、水みちや流動層の把握が重要であり、地

下水流動の調査は、その点に調査の意義がある。 

 なお、ここで留意しておかなければならない点は、一つの地下水流動状況調査だけでは適

切な地下水流動を把握しきれないことが多く、複数の調査を組合わせることが必要となる

点である。特に、数値シミュレーションとのクロスチェックは重要である。 

 ここでは、最終処分場の地下水流動状況調査で用いられることの多い調査として、局所的

な調査の内「孔内微流速測定」を、広域的な調査の内「水質又は同位体分析による調査方法」
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について述べ、最後に、「数値シミュレーションによる境界値問題として解く方法」につい

て触れる。 

 

a）孔内微流速測定 

 主に局所的な地下水流動を把握する調査としては、トレーサー試験（単孔式：JGS基

準）、トレーサー試験（単孔式を除く）、孔内流向流速測定、孔内微流速測定、地下水温・

地温測定などが挙げられる。 

孔内微流速測定は、滞水層における深さ方向の流動状況を調査する孔内検層の一種であ

る。単一のボーリング孔に微流速計を設置し、深度毎の流速を測定する。 

 設置深度毎に得られる微流速に基づき、湧水箇所や逸水箇所の把握、特定区間の透水係数

を捉えることができる。ただし、場合によっては、キャリパー検層による孔径の確認による

補正が必要である。 

 

b）水質又は同位体分析による調査方法 

 主に広域的な地下水流動を把握する調査としては、ポテンシャル分布の直接測定による

方法、水質又は同位体分析による方法、数値シミュレーションによる境界値問題として解く

方法が挙げられる。このうち、ここでは、水質又は同位体分析による方法について述べる。 

地下水に溶解している物質（水質）、あるいは水自体及び溶解している物質の同位体は、

地下水の涵養時の状態や地下水が流れてきた地層及び時間などの情報を反映している。 

 水質分析の場合には、キーダイアグラムやシュティフダイアグラム（ヘキサダイアグラム）

による地下水の性質の把握が可能であり、同位体分析の場合には、安定同位体のデルタ（δ）

ダイアグラムによる起源の評価や放射性同位体による滞留時間の評価などが可能である。 

 例えば、地下水の溶存イオン分布を計測することも地下水の流動状況を捉えるのに有効

である。基本的に、地下水において、降水により供給された水は、Na,Cl イオンが少なく、

海水が混ざるほど両者が多くなる。Na，HCO3イオンは、岩石との長期接触をした地下水に多

く見られる。すなわち、深部に滞留したか、深い部分を長い間動いた水がそれにあたると考

えられる。石灰岩地域では、Ca，HCO3イオンが多くなる。また、HCO3イオンが多いものは、

降水起源と考えられる。 





67 
 

 図 3-1-2-2 に示されるように、最近の数値シミュレーションの発展は、複雑な三次元地形

形状と地質をモデル化した数値解析を行うことが可能となっている。さらに、図 3-1-2-3 に

示すような気液二相流の解析を行い、埋立廃棄物内の保有水等の移動を数値シミュレーシ

ョンできるまでになってきている。また、陸上だけでなく海面最終処分場の保有水等集排水

設備の効果についての検討なども数値シミュレーションによりなされる（図 3-1-2-4 参照）

など、各種の検討が数値シミュレーションにより検討できるまでになっている。 

こうした数値シミュレーションは、各種の検討が行えるようになり、地下水挙動をより詳

細に把握する道具として有効なものとなってきているが、必ずしも現地の状況と整合する

結果を得られるわけではない。若井(2011)3も指摘しているように、決定根拠が十分でない

入力パラメータ（透水係数、拡散係数、ひいては水文地質モデル）を解析に採用せざるを得

ない場合、予測された結果の信頼度の評価の仕方が課題となる。こうした現状を説明できる

適切な地下水流動モデルやパラメータの設定の難しさは、今に始まったことではないもの

の、未だ十分な解決策が得られていない状況といっても良い。 

この意味でも、地下水流動を把握するためには、水質又は同位体分析による調査などの結

果と整合の取れる数値シミュレーションをクロスチェックし、水文地質モデルを修正しな

がら全体として整合の取れた内容としていくことが肝要である。 

 なお、最終処分場の設置に伴う生活環境影響調査として、地下水調査を実施することが

「環境省：廃棄物処理施設生活環境影響調査指針，平成 18 年 9 月」に示されているが、そ

の中で、数値シミュレーションは“地形・地質や地下水の状況が複雑な特徴を有している場

合や、下流側に重要な利水施設が存在する場合など、手計算では予測することが困難な場合

に適用する”ものとして位置づけられている。この時のシミュレーション方法として、表 3-

1-2-1 が示されている。 

 

  

                                                  
3 若井明彦(2011)：無理して“結果”をあわせないこと－信頼性を意識した数値解析へ，

地盤工学会誌，第 59 巻，第 3 号，pp.1-3． 
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図 3-1-2-2 最終処分場の数値シミュレーションモデルの例 

（水藤寛・堀川靖夫・諸泉利嗣・小野芳朗(2006)：最終処分場周辺における地下水流動シム

レーション，第 55 回理論応用力学講演会講演論文集） 

 

 

図 3-1-2-3 気液二相流の解析による保有水等の埋立地内移動のシミュレーション事例 

（鈴木和将・水藤寛(2016)：廃棄物最終処分場における埋立層間隙内の気液二相流数値解

析，第 27 回廃棄物資源循環学会研究発表会，D4-P11，pp.451-452） 
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図 3-1-2-4 海面最終処分場の保有水等集排水設備の設置効果の数値シミュレーションによ

る検討事例（細野賢一・大野博之・永岡修一・八村智明・宮原哲也・松本謙二・飛田靖

之・富田洋平(2011)：海面最終処分場の廃棄物層内の水質浄化の処理機能に関する検討，

平成 23 年度日本応用地質学会研究発表会講演論文集，pp.75-76．） 
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表 3-1-2-1 地下水シミュレーションモデルの説明（環境省：廃棄物処理施設生活環境影

響調査指針より） 

 

 

３）物理探査による調査 

物理探査には、屈折法弾性波探査、反射法弾性波探査、比抵抗電気探査、電磁探査など各

種の方法があるが、最終処分場において地下水の流れを捉える探査法としては比抵抗電気

探査が有効となる。 

例えば、図 3-1-2-5 に示すような 3 次元的な比抵抗分布を把握することで、含水量の多

い箇所を特定するなどにより、水みちとなりうるような水文地質構造の検討を行うことが
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※表面波探査で求められた S 波速度が遅いのに対して、P 波速度が比較的速い部分は、廃

棄物がやや緩い状態で粘土質で高含水な状態である可能性がある。複数の物理探査の組み

合わせでより的確な判断が下せる可能性がある。 

 

図 3-1-2-7 屈折法弾性波探査により求められた P 波速度分布断面図の事例（「遠藤和人

(2014)：最終処分場機能の健全性の検査手法と回復技術に関する研究，平成 25 年度環境

研究総合推進費補助金研究事業総合研究報告書，平成 26 年 3 月」を基に著者改変） 
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（２）地下水阻害に対する調査 

最終処分場に限らず、施設の建設にあたっては、施設建設に伴い地下水位の低下あるいは

上昇が生じ、地下水阻害を周辺地域に及ぼす恐れがある。地下水阻害の調査としては、地形・

地質調査の一環でもある資料収集調査が重要である。雨水流出の多い地域や用水の水源、取

水位置が直下流にある地域は避けるべきであり、地下水についても水脈、水位および利水状

況などを調査し、悪影響がある場合は避ける。そのための検討には、土地利用の状況や地表

水・地下水の利用状況などのデータを収集整理し、不足する情報は実際に改めて調査するの

が良い。 

 土地利用については、国土調査の内、土地分類調査によって得られた土地分類基本図や土

地分類基本調査（垂直調査）図などをはじめ、都道府県水調査や水基本調査のデータベース、

地下水マップなども収集整理することで、地下水による阻害の可能性を事前に検討し、それ

に基づいて、実際の阻害の可能性を現地調査により判断する。 

 

 

 

図 3-1-2-8 土地分類基本図(上)と土地分類基本調査(垂直調査)図(下)の例（「地盤工学会

(2015)：防災・環境・維持管理と地形地質，丸善出版，pp191-196」より） 
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さらに、数値シミュレーションなどにより、施設設置の影響を事前に予測・評価すること

も重要である。この時は、より広域の地下水阻害を予測・評価するために、図 3-1-2-9 のよ

うな広域水文地質モデルを構築して検討していくのが良い。 

 

 

 
図 3-1-2-9 広域的な地表水・地下水流動の検討のための数値シミュレーションの例（「登坂

博行(2006)：地圏水環境の数理－流域水環境の解析法，東京大学出版会，342p．」より） 
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３－１－３．今後の調査・解析手法に関わる課題 

（１）透水試験における課題 

 基準省令第 1 条五イで“透水係数が毎秒百ナノメートル（岩盤にあっては、ルジオン値が

一）以下である地層”を“不透水性地層”と呼んでいることから、透水試験として「ルジオ

ン試験方法」が用いられることも多い。 

 しかし、ルジオン試験は、ダムの湛水を考えた、注入圧力 0.98Pa（有効水頭 100m）も

の圧力を掛ける透水試験である。ダムの場合には、えん堤高 100m を超えるような大ダム

も建設され、水頭が 100m を超えるような水圧も貯水池内地盤に掛かることが想定される

が、最終処分場の場合、水頭差 100m を超えるような水圧が掛かる場合は極めて少ないと

思われる。最終処分場の場合の貯留構造物の高さは、その多くが十 m～数十 m であり、貯

留構造物の影響で埋立地に水が湛水しても、その水頭は十 m～数十 m であろう。 

 例えば、ある最終処分場でのルジオン試験の結果を詳細にみると、10kgf/cm2（0.98MPa）

に達しない段階で限界圧となり、適正なルジオン値 Lu とは言えず、換算ルジオン値 Lu’の

値が示されている場合が多い。これは、岩盤中の割れ目を充填する細粒分が流れたり、割れ

目等が広がったりすることにより生じる現象で、岩盤の透水性を過大に評価している可能

性が高い。 

 また、1Lu＝1.3×10-7m/sec＝130nm/sec とする換算値は、ルジオン試験の定義と試験の

標準寸法から、割れ目の少ない多孔質媒体の井戸公式より計算された値である。すなわち、

割れ目の多い岩盤では多孔質媒体での井戸公式は直接適用できないなど、換算上の仮定が

成り立たない場合には、ルジオン値を透水係数に直接換算するべきではない。 

 したがって、最終処分場の貯留構造物の規模にもよるが、通常の最終処分場の貯留構造物

程度であれば、「ルジオン試験方法（JGS1323）」を実施するのではなく、「注水による岩盤

の透水試験方法（JGS1322-2012）」などを用いて、過大な水圧を掛けない方法を用いるべ

きではないかと考えられる。ただし、この「注水による岩盤の透水試験方法（JGS1322-2012）」

は、通常飽和した岩盤の試験方法であり、不飽和岩盤にはそのまま適用しにくい。 

 したがって、飽和・不飽和な岩盤における最終処分場のための透水試験方法の開発も必

要ではないかと考えられる。 
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（２）地下水流動試験における課題 

 地下水の流動層は複数あり、水質等分析により推定された地下水流動の適切さを見極め

ることが難しい場合がある。さらに、地下水流動モデルのための基礎となる水文地質データ

を充分に得ることも難しいことが多い。このため、数値シミュレーションの結果とのクロス

チェックを適切に行う必要がある。 

 地下水流動を把握すること、特に広域流動を把握し汚染等の広がりを捉えるときには、水

みちとなるような弱線を捉えることが重要となるが、現在の調査技術では限界もある。この

ため、水みちを捉えるための調査技術の開発が必要であると共に、地質の不確実性を踏まえ

た地下水流動の工学的な評価の考え方を確立していくことも重要である。 

 

 

図 3-1-3-1 水文地質調査から得られた地下水位断面の事例 

露頭情報などに限られ、調査結果には不確実性が伴う。こうしたデータの工学的な評価の考

え方の確立が望まれる。 
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（３）物理探査における課題 

 物理探査は、非破壊で地盤の状況を捉えられるという大きな利点はあるが、探査時点の地

盤状況を捉えているに過ぎない。したがって、地下水流動は季節的な変動など、様々な要因

で変化するため、一つの時点で得られた物理探査結果が必ずしも現場の適切な状況を示し

ているとは限らない。 

このため、時間的な変化を捉えた適切な探査も重要である。こうした時系列の物理探査結

果を手軽に得ることができれば、保有水等の集排水状況をモニタリングすることも可能と

なり、最終処分場の維持管理時の“見える化”ができるようになる。 

 また、最終処分場の廃止後も含め埋立終了後の保有水等の分布状況を捉えることは、廃棄

物層の早期安定化や埋立法面の力学的安定性の評価に資するデータとなる。このため、埋立

終了後の最終処分場においても、保有水等の集排水状況を把握するために、物理探査等に

よる定期的なモニタリングが必要であると考えられる。 
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（４）地下水阻害調査における課題 

「日本学術会議地球惑星科学委員会(2013)：提言－地質地盤情報の共有化に向けて－安

全・安心な社会構築のための地質地盤情報に関する法整備－」が指摘するように、大地を構

成する岩石・鉱物・地層・地盤等に関わる全ての情報である「地質・地盤情報」は、膨大な

情報が存在するものの、その多くが有効に活用されていない。 

このため、データの整備と GIS 利用が進められつつあり（図 3-1-3-3）、地形・地質など

の各種の情報が Web 上に公開されるようになってきた。こうした情報の利活用が今後は重

要となろう。特に、最終処分場の計画時は、地下水阻害の問題だけでなく、周辺の生活環境

の保全や処分場の安定性確保の観点からも、現在整備されつつある各種の情報の利用が有

効となる。 

さらには、今後は、可能な範囲で民間の情報（産業廃棄物最終処分場の水文・地質情報等

を含む）が一般に公開され、そうした情報を含めた地質工学的な総合評価により、適切な地

下水阻害の判断（過大・過小にならない評価・判断）を行うことが課題となろう。 

 

図 3-1-3-3 GIS の利用例 
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（５）応用地質学的調査・解析の重要性 

 「日本道路協会：道路土工－盛土工指針（以降、〔盛土工指針〕）」においては、“排水施設

を計画、設計するための排水の調査は、表面排水処理、浸透水処理、凍上対策等を合理的、

機能的、経済的に行うとともに、施工性及び維持管理に必要な情報を得るために、表面水、

地下水、凍上等に関する調査を実施する。”と述べられている。これは、法面の崩壊の原因

には、地表水あるいは浸透水等の水の作用が原因となっている事例が極めて多く、十分な機

能を持った排水施設を設置することが法面の安全性を高めるためである。 

 最終処分場における生活環境の保全のための施設（地下水集排水設備、保有水等集排水設

備、浸出水処理施設など）は、実質的に、埋立廃棄物により形成される法面の力学的安定性

をも確保するための施設である。したがって、「盛土工指針」が示すように、埋立廃棄物に

よる法面の崩壊を防止するためにも“表面水、地下水、凍上等に関する調査を実施する”必

要がある。 

 「最終処分場の計画・設計・管理要領」でも“最終処分場の施設配置計画、遮水システム、

地すべりなどの災害防除を検討するためには、複雑な地質構造を事前に的確に把握するこ

とが重要である。そのための調査手法としては、地表地質調査、ボーリング調査、物理探査

などがある。このうちで全体の地質構造を把握するといった観点から、地表地質調査が最も

基本的かつ重要なものであり、その結果を基本としボーリング調査、物理探査を的確に行う

ことにより、最終処分場の地質構造が三次元的に明らかになり、適切な施設計画の基礎資料

として用いることが可能となる。”ことが述べられている。しかし、不適正な最終処分場が

発覚する現状を鑑みると、必ずしも十分な調査・解析が実施されているとは言えない。 

 今後は、最終処分場の計画、設計段階はもちろんのこと、維持管理段階でも的確な地形・

地質情報を基に、応用地質学的な検討・判断が必要である。この時に必要となるのが、的確

な地質リスク判断である。地質リスクは、地質・地盤情報の持つ不確実性から生じるもので

あり、地下の情報の基本的な不可視性（物理探査などによりある程度の可視化は可能である

が、十分ではない）に起因しており、それは地下の情報が、不均一性（異方性）、多様性（多

面性）、不可逆性、突発性、非再現性を持っているからに他ならない。このため、十分な技

術・経験を持った技術者によって調査・解析が実施されたとしても、その結果には予見でき

ない地質条件のズレやブレが含まれてくる。一部に、調査・解析は十分でなくてもよいとす

る意見もあるが、地質リスクが大きい状況では、施工や維持管理の段階で大きな損失（コス

ト）が生じることとなる場合が多く、そのためにも地質リスクを低くするための調査・解析

は極めて重要である。特に、最終処分場は点構造物であり、道路などの線構造物とは異なり

地質リスクは比較的小さくすることができる。 

 “我が国の自然条件は特殊である”という視点に立った時、どんなに詳細な調査・解析で

あっても完全ということはできないので、計画・設計段階における調査・解析だけでなく、

建設段階や維持管理段階においても適切なモニタリングを行うなどの調査・解析が重要と

なる。また、設計段階においては、“フェールセーフ”“フォールトアボイダンス”“フォー
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ルトトレイランス”の思想に基づく設計を行い、それが機能するのかどうかをモニタリング

しながら維持管理していくことも重要である。 

 このため、応用地質学的な調査・解析は、計画・設計段階から建設・維持管理段階までの

長期間、モニタリングなどを通して比較的長期に調査・解析を行っていくことが肝要である。 

 

 

（６）総合的な調査の重要性と課題 

 個々の調査・解析手法が発達してきたとしても、それだけでは得られる結果は限られてく

る（例えば、比抵抗電気探査であれば、得られる情報はあくまでも比抵抗分布のみである）

うえ、地質工学的な判断には結びつかない場合も考えられる。地質工学的には、得られる最

善の情報・知見から、コストに配慮し、適切な工学的判断を行わなければならない。このた

めには、オーソドックスな手法ではあるが、資料調査、地形調査、地表地質踏査、物理探査、

数値シミュレーション等を実施し、これらの結果を総合的に評価・判断していくことが重要

である。そして、こうしたことが適切にできる技術者の人材育成が重要な課題である。 

 

 

（７）周辺環境の保全のための設備の在り方における課題と提案 

 埋立廃棄物層内では、宙水状に保有水等が残留するなど、十分集排水されないことも多い。

埋立終了後の最終処分場において、こうした残留保有水等の排除を目的として、写真 3-1-3-

1 に示すような集水井工を設けた事例もある。 

埋立地内の保有水等の多さは、廃棄物層内を嫌気的な環境にし、廃棄物の生化学的な安定

化を遅らせ、環境リスクを高める。特に大規模な埋立の場合、底面の集排水設備だけでは不

十分となりやすく、そのリスクはより一層高まる。また、これと共に、力学的な不安定化も

懸念される。「最終処分場の設計要領」にも底面集排水設備だけでなく、竪集排水設備も重

要であることが述べられているが、竪集排水設備が設置されていない最終処分場もみられ

る。 

 このための対応として、集排水設備を宅地盛土などと同様に設けることが考えられる。 

こうした集排水により、廃棄物層の早期の生化学的安定化と廃棄物法面の力学的安定化

につながるものと考えられる。 
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写真 3-1-3-1 埋立地内に設けられた集水井工の事例 

 

 

 

 

 

 

（３－１節：登坂博行・大野博之・八村智明） 
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３－２．処分場の跡地利用等における応用地質学的課題 

 

最終処分場は埋立終了（閉鎖）後、一定期間を経て廃棄物等の安定化が進行する。さらに、

国の定める廃止基準（平成 10 年改正命令）例えば、浸出水の BOD 等が廃止基準を 2 年間

満たす、ガス発生が認められない、地下水モニタリングにより濃度上昇が認められないなど、

複数の項目について、知事（都道府県等）が認めて廃止となる。最終処分場の跡地利用は、

廃止後に行われるだけでなく、閉鎖後に維持管理を継続しながら実施される（暫定利用・恒

久利用）こともある。 

 本節では、処分場の跡地利用の例を提示し、応用地質学的課題を整理した。 

 

３－２－１．跡地利用の手続き 

 最終処分場の跡地利用について、最終処分場の廃止後の場合と、廃止前の場合については、

手続きが異なることから概要を紹介する。 

 最終処分場の廃止後の跡地利用は、環境省「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドラ

イン」などに準拠し行われる。廃止された最終処分場は、安定的な状態ではあるが、土地の

形質変更により、生活環境保全上の支障を生ずる恐れがある。このため、「土地の形質の変

更に係る届出」を行うことが廃棄物処理法に定められている。なお、通常の管理行為や軽易

な行為は届出不要となっている。届出の概要は、事前情報収集、必要な場合試掘を伴う現地

調査、土壌利用計画、モニタリング計画など策定の後、届出を行う。またこの届出について

は、基準に適合しないと認められると計画の変更を命ぜられるものである。 

最終処分場の廃止前利用においては、利用の程度（表層利用、中層利用、深層利用）によ

り、廃棄物処理施設変更許可が必要である。例えば、埋立地上部に道路、橋脚などを設置す

る場合は、都道府県への申請が必要となる。手続きとして、変更許可申請、公告縦覧、関係

住民からの意見書提出、区市町村長などからの意見聴取、専門的知識を有する者の意見聴取

（2 回程度）といった流れで行われる（東京都の場合）。 

 跡地利用の具体例をいくつか紹介する。 
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３－２－２．跡地利用例 

比較的古くから行われている公園利用について、代表例として北海道札幌市（モエレ沼公

園）、福岡県福岡市（今津運動公園，市民農園）、東京都（東京ゲートブリッジ橋脚）につい

て示す。 

モエレ沼公園：一般廃棄物最終処分場の跡地につくられ、イサム・ノグチによるマスター

プランが有名である。1988 年に彫刻家イサム・ノグチが計画に参画し基本設計が策定され

た。浸出水処理など管理を継続しながら建設が進められた。「環状グリーンベルト構想」に

おける北東部の拠点公園でモエレ沼を含めた189haを公園区域として2005 年に開設した。

芸術的なモニュメント（ガラスのピラミッド，海の噴水，モエレ山など）が複数設置されて

いる。札幌市モエレ処分場は、2,141 千 m3の埋立容量(270 万トン)であり、1979 年（昭和

54 年）搬入開始、1990 年（平成 2 年）6 月埋立終了（閉鎖）している。閉鎖以降、維持管

理として、現在（2017.2）も浸出水処理を継続している。水質としては、放流水および周縁

河川水について月 1 回検査を行っている。また公園内のモエレ沼は一時雨水貯留池として

洪水対策となっている。 

 

 
 

参考：モエレ沼公園 HP http://moerenumapark.jp/ 

札幌市 HP 

http://www.city.sapporo.jp/seiso/toukei/gomi/syorijokyo/shisetsu/moere.html 

 

福岡市西部の今津埋立場には、1973～1992 年の期間に市内から排出された一般廃棄物を

埋め立てている（埋立廃棄物量 167 万トン）。一部の区画は、体育館、サッカー場、テニス

コートなどを持つ今津運動公園(1992 年開設)や市民リフレッシュ農園（1995 年開設）とし

て利用されている。また、同地区には、特別支援学校も設置されている。浸出水処理を継続

し、放流水および周辺地下水のモニタリングが行われている。 

今津運動公園：体育館、球技場（サッカー場）、野球場、テニスコート他。ガス対策等あり。 

今津リフレッシュ農園：市民農園、最終覆土上にさらに 2m 程度客土し農地として利用。ガ

ス対策等あり。 
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図 今津処分場跡地（Google earth） 

 

近年、暫定利用で太陽光発電所設置が行われている。大阪湾フェニックスでの尼崎沖・泉

大津沖処分場をはじめ、全国各地で実施されている。大規模事例として 2 例のみ紹介する。 

エコひょうご尼崎発電所（ひょうご環境創造協会）：尼崎沖フェニックス事業用地管理型

区画において、兵庫県から土地を借り受け実施している。出力 9.8MW 年間発電電力量

1100 万 kWh であり、2014 年（平成 26 年）12 月 1 日に運転開始した。管理型処分場の跡

地の有効利用を図るモデル事業であり、20 年程度実施される。 

ソフトバンク泉大津ソーラーパーク（SB エナジー，三井物産・京セラグループ）：泉大津

沖フェニックス事業用地管理型区画 25ヘクタールにおいて、実施されている。出力19.6MW、

年間発電電力量 2,068 万 kWh（一般家庭の約 5,700 世帯分）であり、2014 年（平成 26 年）

7 月 17 日に運転開始した。 
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３－２－３．廃棄物処分場跡地利用に伴う応用地質学的課題 

前述したように、廃棄物処分場の跡地利用を分類する尺度として、利用する地盤を層別に

分類して表層利用・中層利用・底層利用の 3 つに区分される。応用地質学および地盤工学上

の観点からみた埋立処分地の一般的な特徴としては、多種多様な廃棄物が不均一、不規則に

埋め立てられており、埋立物の物理的特性（土としての基本的な性質）、土質力学的特性（支

持力や変形特性等）、化学的特性（ガス，浸出水等）は埋立地ごとに異なる。土砂埋立てに

よる造成地とは異なり、有機物が含まれているのでガス、汚水、臭気の発生は長期にわたり、

また一般的に強度が小さいと考えら得る。有機物が長期にわたって分解するので埋立地盤

は長期にわたって沈下し、かつ不均一な埋立てが行われている場合が多いので不同沈下を

生じやすい。これらのことから、廃棄物埋立地盤の形質変更を行う際の課題として以下の項

目が挙げられる（花嶋正孝 (1992)：廃棄物埋立地盤の跡地利用、 廃棄物埋立地盤の適正管

理と有効利用講習会テキスト, pp.1-27.を参考）。 

 1) 地盤沈下：不同沈下 

 2) 地盤の支持力不足：構造物の設置 

3) ガス発生：メタン等、悪臭 

4) 浸出汚水の発生：地下水汚染 

5) 設置した構造物（金属・コンクリート）の腐食や劣化：耐用年数  

6) 植生：樹木の生育不良 

7) 粗大廃棄物の大きさ：杭構造物の設置 

8) 埋立廃棄物の物性（透水性）：土壌化、安定化 

 9) 掘削した廃棄物の処理：産業廃棄物扱い 

要約すると、ガス、浸出水、埋立廃棄物および腐食・劣化に関わる課題となる。さらに跡

地利用においては盛土や掘削、構造物の設置といった形質変更が伴うが、跡地利用における

形質変更に伴って生じる可能性がある具体的なリスク項目を表に示す（嘉門雅史・鳥崎麻

衣・乾 徹・勝見 武 (2006): 廃棄物最終処分場跡地の形質変更に伴うリスクと地盤改良技

術の適用, 第 7 回地盤改良シンポジウム論文集, 日本材料学会, pp.191-196.を加筆修正）。 
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表 形質変更によって生じることが予想されるリスク（嘉門ら(2006) を修正） 
形質変更の 

形態 
影響 生じるリスク 

盛土 

廃棄物層の沈下による高密度
化 

・埋立層の嫌気化による保有水質・ガス質の悪化，臭気の
発生 

載荷による保有水等浸透水集
排水設備，ガス抜き管，遮水工，
擁壁の損傷 

・埋立層の嫌気化による保有水質・ガス質の悪化，臭気の
発生 
・廃棄物の流出による土壌汚染 
・保有水の流出による地下水汚染 

地表面からの雨水の浸透状況
の変化 

・保有水の増加，水質の悪化
・埋立層の嫌気化による保有水質・ガス質の悪化，臭気の
発生 

覆土掘削 

掘削覆土の仮置き，搬出 ・粉塵の飛散，水質汚染，土壌汚染 
覆土厚の減少 ・可燃性ガス量の増大，臭気の発生 

流出防止設備，ガス抜き管の損
傷 

・水質汚濁
・埋立層の嫌気化による保有水質・ガス質の悪化，臭気の
発生 

雨水の浸透状況の変化 
・保有水の増加，水質の悪化
・埋立層の嫌気化による保有水質・ガス質の悪化，臭気の
発生 

廃棄物掘削 

掘削廃棄物の仮置き，搬出 ・粉塵の飛散，水質汚染，土壌汚染 

覆土の除去 
・可燃性ガス量の増大，臭気の発生 
・保有水量の増加 

流出防止設備，ガス抜き管の損
傷 

・水質汚濁
・埋立層の嫌気化による保有水質・ガス質の悪化，臭気の
発生 

雨水の浸透状況の変化 
・保有水の増加，水質の悪化
・埋立層の嫌気化による保有水質・ガス質の悪化，臭気の
発生 

遮水工，地下集排水設備の損傷
・保有水等の流出
・保有水位上昇に伴う埋立層の嫌気化，保有水質・ガス質

の悪化，臭気の発生 

基
礎
の
設
置 

布基礎・ 
べた基礎 

廃棄物層の高密度化 
・埋立層の嫌気化による保有水質・ガス質の悪化，臭気の
発生 

保有水等浸透水集排水設備，ガ
ス抜き管，遮水工，擁壁の損傷

・埋立層の嫌気化による保有水質・ガス質の悪化，臭気の
発生 
・廃棄物の流出による土壌汚染 
・保有水の流出による地下水汚染 

通気性の低下 ・臭気の発生，可燃性ガスの滞留

基礎地盤の沈下 
・遮水工の損傷
・保有水位の上昇 

杭基礎 
保有水・浸透水集排水設備，地
下水集排水設備，ガス抜き管，
遮水工の損傷 

・埋立層の嫌気化による保有水質・ガス質の悪化，臭気の
発生 
・保有水の流出による地下水汚染 

処分場設備の
変更 

擁壁等流出防止設備の改変 
・廃棄物の流出防止や汚濁水の溢水防止機能への影響
・水質汚濁，土壌汚染 

遮水工の改変 
・保有水の流失に伴う水質汚濁，土壌汚染 
・廃棄物の流出 

集排水設備（地下水，保有水，
浸透水），ガス抜き設備の改変

・埋立層の嫌気化による保有水質・ガス質の悪化，臭気の
発生 

 

実際の跡地利用に際しては、表に示したリスク項目を適切に管理する必要がある。嘉門ら 

(2006) は跡地利用形態別に、各リスク項目のリスクの程度を評価するための判断基準を管

理型処分場の跡地利用を例にとりまとめている。以下にその内容を概説する。 
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(1) 表層利用 

前述した「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン（以下、ガイドライン）」に

は、廃棄物層上部の土砂等の覆い又は廃棄物を掘削する場合は、掘削後に土砂等による覆い

を 50 cm 以上の厚さで実施しなければならないことが定められており、形質変更後であっ

ても健全な覆土が存在する状態での利用となる。したがって、表層利用に限定される場合に

は、構造物等が廃棄物や保有水と接触する機会がないことから、保有水の水質は排水基準を

判断基準とすることが妥当である。発生ガスに関しては、形質変更によってガス質が悪化す

る恐れがあり、表層利用であっても注意する必要がある。よって、可燃性ガスや有毒ガスに

よるリスクの判断目安としては、メタン、酸素、炭酸ガス、硫化水素の濃度とする。悪臭ガ

スに関しては、悪臭防止法に定められている濃度が判断基準となりうる。また、跡地利用時

においては、公園利用の場合などで植物の枯死するおそれがあるため、植生に異常が出ない

程度を目安とし、ガス濃度に留意する必要がある。廃棄物飛散に関しては、廃棄物種と飛散

との関係が現状では明らかにされていないため、ガイドラインに示されている、風速 5.5 m

を廃棄物の飛散が発生しうる風速として規定するに留めている。地盤沈下に関しては、表層

利用の場合には、公園等の不定期利用という人の利用レベルからして、極端な不同沈下が生

じない程度でよいものと考えられ、判断基準として、相対沈下量 4.0 cm 以下、最大沈下量

20 cm 以下を目安とすることができる。これらの値は、『建築基礎構造設計基準・同解説（日

本建築学会）』において、布基礎やべた基礎（鉄筋コンクリート造）を用いた場合の許容相

対沈下量と許容最大沈下量の最大値（若干の不同沈下による、大きいひび割れを許容）に相

当している。また、表層利用であっても、道路として利用される場合には、『道路土工 軟

弱地盤対策工指針』に示す、残留沈下量 10 cm 以下をリスクの判断基準とすることができ

る。 

支持力に関しては、上部構造物の程度によって異なるが、「埋立地安定化調査最終報告書

1994（日本廃棄物コンサルタント協会技術委員会）」にある「公園として利用する場合」の

判断基準の N 値 4～8、許容支持力 25～50 kN/m2を目安とすることができる。強熱減量が

15％以上の地盤において、支持力が経年的に不足する可能性があるため、強熱減量 15％の

値も、支持力に関する目安となりうる。また、地下水位の高い処分場や海面処分場では、埋

立廃棄物の状態によっては地震時に液状化するおそれがあるため、「港湾の施設の技術上の

基準・同解説（日本港湾協会）」にある、液状化の可能性のある土の粒度等を、液状化に対

する目安にできる。 
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沈下量 10 cm 以下、相対沈下量 2 cm 以下を判断基準とする。10 cm と 2 cm はそれぞれ、

布基礎やべた基礎（鉄筋コンクリート造）において、不同沈下による大きなひび割れの発生

の境界である時の最大沈下量と相対沈下量に相当する。底層利用では、杭基礎が基本とされ

るが、布基礎等も併用されると考えられることから、中層利用と同様の判断基準を適用する

ことが妥当である。支持力に関しては、中層利用と底層利用とでは建築される構造物の規模

が異なることが多く、求められる支持力は違ってくる。「埋立地安定化調査最終報告書 1994

（日本廃棄物コンサルタント協会技術委員会）」の中で示されている、工業団地流通センタ

ーとして利用する場合の判断基準である、N 値 8～15、許容支持力 50～100 kN/m2を中層

利用の支持力の目安としうる。底層利用の場合には、同報告者における、住宅団地として利

用する場合の判断基準、N 値 15～30、許容支持力 100～200 kN/m2を支持力の目安としう

る。N 値以外の項目については、中層利用・底層利用ともに表層利用の場合と同様である。

中・底層利用では、廃棄物層中に基礎工が設置されることから、コンクリートの劣化や鋼材

の腐食に対しても判断基準が必要となる。廃棄物による基礎の劣化に対しては、DIN4030

における土が示す浸食性の判定基準における、弱浸食性の値、すなわち、酸度 20 mmol/kg

以上、硫酸イオン 2000 mg/kg-dry soil 以下を基準の目安としうる。また、米国標準局が示

す、土の比抵抗と腐食速度の関係において腐食度が低いとされる土の比抵抗 6000 Ω cm 以

上を、鋼材の腐食に関する判断基準の目安としうる。 
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３－２－４．廃棄物処分場跡地利用に伴う調査・評価方法 

 

前節３－２－３で述べたように、廃棄物処分場の跡地利用においては廃棄物地盤の特性

を様々な観点から評価し、適正にリスク管理を行う必要がある。しかし、廃棄物地盤を通常

の地盤と比較とすると以下の特徴を有するといえる。 

1) 対象の埋め立てられた廃棄物の種類が多種多様であり、おおむね著しく不均一な地

盤である。 

2) 廃棄物の要素試験結果と地盤特性の関係が十分に解明されていない。 

3) 安定化メカニズムが未だ十分には解明されていない。特に、嫌気性から好気性に変

化した時の状態変化等が不明である。 

4) 土圧の大きさ、地震時の挙動、振動特性等が未解明である。 

5) 圧密特性が複雑であり、弾性的な沈下、クリープ的な沈下、腐敗分解による沈下を

把握することが至難である。 

このことから、廃棄物埋立地盤の評価にあたっては、通常の調査とは異なる評価が必要

であり、近年はいくつかの検討が行われている。 

 

（３－２節：宮脇健太郎・乾徹） 
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４．災害時に発生する災害がれき/廃棄物の仮置き等に関して 

 巨大災害（例えば、東日本大震災）と通常の災害とでは、災害廃棄物に対する取り組みが

異なる。 

 巨大災害：災害廃棄物への取り組み主体は国レベル。県や市町村は主体的対応が難しい。 

 通常の災害：地方自治体や広域連合が主体となる。あるいは、より広い地域での災害では

県が主体となることも考えられる。国は技術指導的な立場。 

 

（とりまとめ：宮原哲也、山中稔） 

 

４－１．2016年熊本地震における災害廃棄物について 

４－１－１．平成 28 年熊本地震の概要 

（１）地震の概要 

2016 年熊本地震では、4 月 14 日 21 時 26 分に熊本県熊本地方の深さ約 10km でマ

グニチュード(M) 6.5 の地震が発生し、4 月 16 日 01 時 25 分に同地方の深さ約 10km

で M 7.3 の地震が発生した。これらの地震により熊本県で最大震度７を観測し、被害が生

じた。また、その後も余震が頻発し、これから梅雨や豪雨を迎えることになり、土砂災害等

も懸念されるが、実際に、これまでの地震で、土砂崩壊が生じるなどの被害も出ている。 
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（３）一般廃棄物処理施設の被害 

 熊本県内の一般廃棄物処理施設のうち、ごみ焼却施設 4 施設、ごみ固形燃料化施設 1 施

設、し尿処理場 3施設が被災した。 

出典：環境省 HP、平成 28 年熊本地震における災害廃棄物対策について 
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a)東側の隣接道路の亀裂：奥の処分場埋立

地内に変位は見られない 

 

b)西側 100m 離れた道路の段差 

 

c)西側 200m 離れた道路の路肩部の小崩壊 

 

d)南側 450m 離れた道路の段差（10cm） 

 

e)南側 450m 離れた地点の斜面崩壊 

 
f)西側 300m 離れた地点の法面崩壊 

 
g)西側 550m 離れた地点の塀の倒壊 

写真 4-1-2-1 前述の図 4-1-2-1 に示される主な変状や崩壊の状況 
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a)側溝の変状なし 

 

b)埋立面に変状なし 

 

c)法面流下側溝に変状なし 

 

d)道路法面（写真左）に変状なし 

 

e)切替会所に変状なし 

 

f)シートに変状なし 

 

 

 

 

写真4-1-2-2 処分場内の状況：変状は見られない 
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    熊本県内一般廃棄物最終処分場の残余容量 
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（２）産業廃棄物安定型最終処分場 

 産業廃棄物の安定型最終処分場は、図 4-1-2-2 に示される処分場である。図中には、この

処分場の変状と周辺の変状の状況も示した。 

 処分場の東側には、人工の穴（窪地：廃棄物を埋める予定と考えられる）や沢の部分の造

成が行われている。 

 一方、処分場西側に見られる道路にはずれが生じ、それに連なる形で処分場内の盛土にも

亀裂が見られた。この部分は、道路の高盛土部の側壁に覆土用と考えられる土砂が一次仮置

きされている場所であり、盛り方も緩い状態であったと考えられる。道路の高盛土部が変状

を起こし、それに引きずられる形で、覆土用土砂の盛土部も亀裂が発生したものと考えられ

る。したがって、処分場全体に大きな影響を与えるものではなく、現状では崩壊に至るよう

なことはないと考えられる。 

 

 

図 4-1-2-2 産業廃棄物安定型最終処分場の位置と周辺の被災状況 
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a)処分場内の造成部 

 

b)人工凹地 

 

c)道路のずれと亀裂 

 

d)覆土に用いると思われる盛土に亀裂が見

られるが、崩壊に至るようなものではな

い。 

 

e)中央の電柱付近の法肩の亀裂 

 

f)法肩の斜面崩壊

写真 4-1-2-3 前述の図 4-1-2-2 の処分場の状況と周辺の変状状況 
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（３）最終処分場の安定性 

 前述したようにフィルダムやため池の安全性において最も大きく影響を及ぼすのは“水”

である。最終処分場と、フィルダムやため池とを比較したときの最大の特徴は、廃棄物の貯

留と水の貯水の違いである。土構造物は、水が関与したときに、安定性に大きな影響を及ぼ

すことが知られている。 

 「道路土工－盛土工指針」では、地震時の盛土の著しい被害として、次の 3 つの場合な

どを挙げている。 

・ 平地部の盛土で基礎地盤が液状化しやすい緩い砂質土で構成されている場合 

・ 山地部の沢地形を埋める盛土で浸透水が存在する場合 

・ 地山勾配やのり面勾配が急であったりする場合 

 そして、盛土の地震被害のメカニズムに大きな影響を与えるものは“水”であるとしてい

る。そこで、「十分な排水処理と入念な締固め」を前提として、地下水が関与しない場合の

すべり破壊について、図 4-1-2-3 のような関係を示している。 

 こうした事例を踏まえて、工学的判断として、レベル 2地震動に対して水平設計震度 0.2

程度で良いと盛土工指針では判断している。 

 

 

図 4-1-2-3 最大加速度と逆算（設計水平）震度との関係（「盛土工指針，p.307」より） 

 

 なお、図 4-1-2-3 に示されるように、逆算震度が 0.3～0.5 でも水の影響が無いと考えら

れる盛土地点では、無被害となっている。すなわち、水が関与しなければ、地震の影響は比
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較的大きくないことを示した事例とみることもできる。 

 一般廃棄物や産業廃棄物の管理型最終処分場では、廃棄物埋立地に浸出水集排水施設等

が設置されており、これが十分に機能していれば、埋立地内に水は関与しないと考えられる。

また、貯留構造物も通常は遮水工が表面に設けられ、雨水等は浸透しない構造となっており、

貯留構造物内部が飽和するようなことも考えにくく、ため池えん堤のような強度低下など

も起きにくい構造となっている。 

 今回調査した一般廃棄物最終処分場では、写真 4-1-2-4 に示されるように、集排水施設が

適切に設けられていた。この処分場では、こうした集排水施設が十分に機能していたために、

水の関与がなく、処分場内の埋立廃棄物及び貯留構造物への被害がなかったものと推察さ

れる。また、基礎地盤が溶結凝灰岩等であり、液状化の起きない基礎地盤であること、地山

勾配やのり面勾配も急ではなかったことが、被害が生じなかった要因として考えられる。 

 このことは逆に言えば、適切に集排水施設等を設け、充分な耐震性の検討を行い、かつ、

適正な施設の維持管理が行われる必要があることを意味している。 

  

浸出水集排水施設：やや白色の植生部    雨水集排水施設：維持管理の適切さ 

  

調整池：適切な調整池の設置と集水 

写真 4-1-2-4 一般廃棄物最終処分場内の集排水施設と調整池  
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４－１－３．災害廃棄物の状況 

 ここでは、日本応用地質学会の熊本地震調査報告書を抜粋して示す。 

 

（１）平成２８年６月時点までの被災状況 

 平成 28 年 6 月 4日までの災害廃棄物となりえるがれき等の状況について以下に示す。 

 4 月 23・24 日の状況は、写真 4-1-3-1 のとおりである。多くの家屋、道路等が被災し、

土砂崩壊も起きていることから、土砂に埋まった家屋も見られる。 

  

  

  

写真 4-1-3-1 益城町及びその周辺の被災状況（平成 28 年 4 月 23・24 日撮影） 
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 一方、災害発生後、2か月弱の 6月 1～4日の状況は、写真 4-1-3-2 のとおりである。 

 被災直後の 4 月 23・24 日の状況と 2 か月弱経過した 6 月 1～4 日の状況に大きな違いは

ない。一部の主要道路については、亀裂や段差を補修し、通行可能な状態にしているが、倒

壊家屋等は、被災地におかれたままの状況のものも多く、今後、多くの災害廃棄物が発生す

ることが予想され、二次仮置場の設置が重要となる。 

  

被災家屋は、そのままのところがまだまだ多く存在する。 

  
地方道路：補修は進んでいない      主要道路：亀裂・段差は補修済 

  

補修等に向けた作業中の土砂崩壊箇所も多く見られる。 

写真 4-1-3-2 益城町及びその周辺の被災状況（平成 28 年 6 月 1～4 日撮影） 
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(a) 混合ごみ     (b)コンクリートくず類     (c)冷蔵庫類 

 (d) 瓦類    (e) 石膏ボード・スレート類      (f)自転車類 

図 4-1-3-2 益城町仮置場での災害廃棄物の分類状況 

  

b）西原村（災害廃棄物仮置場）村民グラウンド 

西原村では、村民グラウンドを災害廃棄物の仮置場としており（図 4-1-3-3）、仮置場入

り口には見取図を設置して、搬入作業がスムーズにできるようにしているとともに、分別

の種類も細かく設 定されていた（図 4-1-3-4）。分別種類としては、①ガラス・茶わん・陶

器、②蛍光灯、③可燃物（生 ごみは除く）、④畳、⑤瓦（セメント）、⑥瓦（焼き・化

粧）、⑦コンクリート・セメント・ブロッ ク、⑧スレート、⑨石膏ボード、⑩サイディン

グ、⑪金属、⑫小家電（リサイクル家電や金属に含まない家電等）、⑬廃タイヤ、⑭木く

ず、⑮生木、⑯ばっ根、⑰家電（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・ エアコン・パソコン）であ

る 3)。 

こうした分別の違いは、過去の地震災害時にもあり、自治体の裁量に任されている。 
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２）６月時点の状況 

 一次仮置場については、平成 28 年 4 月 21 日現在で、約 49 ヶ所あったことが報告され

ている(図 4-1-3-6)。これまでの災害の多くでは、一次仮置場には雑然とがれき／災害廃棄

物が仮置きされていたが、今回の大きな特徴は、搬入時からなるべく数種類に分別して仮

置きしている点である。この点は 6 月現在でも随所にみられる。 

例えば、益城町では「被災した家屋の整理・清掃をされる際、さまざまなごみが発生

しますが、のちのちのごみ処理に支障がありますので、次のように分別されるようご

協力をお願いします。」との広報が 6 月現在でも示されている。 

 

 

図 4-1-3-6 4 月 21 日現在の仮置場の状況(吉岡・森口(2016)より) 

 

しかし、一次仮置場での廃棄物の受け入れも、悪天候の場合には、廃棄物の受け入れを

中止し、受け入れ時間も制限がなされている。また、各自治体の外から搬入される廃棄物

もあるため、許可証の発行をするなどの対応がとられ出されている。 

災害廃棄物以外の廃棄物も仮置場に搬入されることは、これまでの震災等でもあり、き

れいな破損のないブラウン管テレビが大量に持ち込まれた災害もあり、災害廃棄物として

の処理に自治体が苦慮した例が多くある。 

 一方、このような災害廃棄物を通常のごみとして出される場合があり、「ごみステーシ

ョンに災害がれきを出さないでください」といったような広報も熊本地震では行われてい

る。 
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 こうしたことは、平常時から、住民へ、災害廃棄物についての知識等を周知させること

も必要であることを示している。 

 なお、益城町では旧中央小学校グラウンド、西原村では村民グラウンドが仮置場となっ

ているが、大津町では、図 4-1-3-7 に示されるように、旧処分場を仮置場として利用しだ

している。仮置場として利用していた「矢護川仮置場」が満杯状態となっていたため 6 月

12 日に閉鎖し、新たな仮置場として旧処分場が 6 月 15 日より開設されている。 

 

 
図 4-1-3-7 旧処分場（旧杉水処分場）を仮置場にした例 

（大津町：http://www.town.ozu.kumamoto.jp/information/_10655.html） 

 

 現状においては、一次仮置場が設置され、随時稼働しているものの、それが不足気味であ

ることは、毎日新聞 2016 年 5 月 17 日の報道「熊本地震 廃棄物仮置き場不足 ３割が満杯

状態に」からもうかがえる。 

現状では、災害廃棄物の仮置きに右往左往している状況が伺え、一次仮置場の設置箇所を

事前に検討しておくことの重要性を示したものである。 

 

 

（４－１節：山中稔・大野博之・宮原哲也） 
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４－２．災害廃棄物の処分プロセスにおける応用地質学的検討 

 

４－２－１．仮置場の環境汚染リスク 

仮置場には、環境汚染リスクのある災害廃棄物等が一時保管されることから、仮置場の土

壌や地下水が汚染されるリスクがある。 

例えば、大量の津波堆積物を仮置きしたような場では、仮置場の土壌汚染が懸念される。

特に、砒素やふっ素などは津波堆積物等に多く含まれている可能性があり 5)、仮置場の表流

水などに環境基準値を超過するものが検出される懸念がある。実際、乾他 6)は、東日本大震

災の仮置場において、土壌溶出量が環境基準を超過した事例があることを報告している（42

カ所中 7 か所）。 

しかし、伊豆大島の土砂災害では、災害廃棄物等を 1 年以上仮置きしても仮置場の表層土

壌は汚染されていないことや三宅島の例のようにがれき（自動車類）が 7 年間放置されてい

ても土壌含有量の増加のみられない事例もある。 

仮置場における環境汚染リスクはゼロではないものの、そのリスクはケースバイケース

と考えて良い。災害廃棄物等からの溶出による有害物質は、濃度の高いものではなく、その

多くが表流水として流れ、仮置場の設置期間も数年と短い、といったようなことから仮置場

における環境汚染リスクはそれほど大きくないものと考えられる。 
 

表－1 災害がれき／廃棄物等の置かれた場のたまり水や表層土壌の化学分析結果 
 化学分析結果 基準 

2000年7月の

三宅島噴火

後の災害が

れの放置場 
（2007年7月
調査） 

たまり水

濃度 

Pb：0 08～0 23mg/L 
Cd：0 03mg/L 

Cr+6：0 06mg/L 

0 01mg/L 
0 003mg/L 
0 05mg/L 

表層土壌

含有量 

Pb：3～6mg/kg 
Cd：1～2mg/kg 

Cr+6：1～3mg/kg 

150mg/kg 
150mg/kg 
250mg/kg 

2013年10月
伊豆大島土

砂災害の二

次仮置場 
(2014年11月
調査)※ 

表層土壌

溶出量 

F：0 1～0 3mg/L 
Pb，Cd，Cr+6，As，Hg，
B：定量下限値未満 

0 8mg/L 
 
 

表層土壌

含有量 

F：5mg/kg未満 
Pb，Cd，Cr+6，As，Hg，
B：定量下限値未満 

4000mg/kg
 
 

伊豆大島

参考値 

F（溶岩の含有）：50mg/kg
1950/51年噴火後の天水 

F：2 6mg/L（火口茶屋） 
1986年噴火後の地下水 

Pb:0 02～0 03mg/L 
Hg：0 0029mg/L 
As：0 013mg/L 

 
 

0 8mg/L 
 

0 01mg/L 
0 0005mg/L

0 01mg/L 

※：土木学会地盤工学委員会斜面工学研究小委員会の調査。 
1950/51 年噴火は野口・後藤(1994)1)，1986 年噴火は高橋他(1990)2)より。基準は，水の場合は水質の環境基準，土壌はその溶出量基準と

含有量基準である。 
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４－２－２．仮置場の重要性と現状  

災害そのものによる環境汚染リスクは防ぎようがない部分もあるが、災害廃棄物等やそ

の仮置場の環境汚染リスクは、人為的に低減することが可能である。今後の災害では、1億

トン以上もの廃棄物発生が予想されている災害もあり、その災害廃棄物等の量が膨大にな

るほど、濃度が大きくなるリスクが高まる。 

災害廃棄物等の環境汚染リスクは、仮置場への早急な災害がれき/廃棄物等の運搬により、

被災現場での汚染リスクを大幅に低減できる。したがって、仮置場への早急な運搬が必要で、

災害後の運搬体制の確立が重要である。また、この段階では一次仮置き場の設置となるが、

短期で閉鎖することを前提とし、被災地近傍に設置することが望ましい。 

災害時には、写真-1 に示すように、廃棄物の中間処理施設が破損し、稼働できずに処理

が遅れることがある。また、稼働していても、通常の生活から発生する廃棄物の処理で、災

害廃棄物等を処理する余地がないことも多くある。広域の処理を考えた場合でも、その処理

量には限界がある。さらに、東日本大震災で表面化したように、災害がれきは貴重品や記念

写真など、個人の所有物も多く含まれ、告知後 6 か月しないと廃棄物とはならないことか

ら、その間の処理ができない。ひところ、山積みになった災害がれきの処理をしないことが

マスコミにより報じられたが、安易には処理できない理由の一つである。こうしたことから、

災害がれき/廃棄物等を一時保管する仮置場の設置が重要となる。 

しかし、前述したように仮置場に集積された災害廃棄物等は、長期にわたる仮置きにより

仮置場の土壌や表流水が汚染されるリスクが高まる。 

 
写真－1 中越沖地震における中間処理施設の破損事例（2007年9月8日撮影） 

 

そこで、東日本大震災では、国立環境研究所を中心とした「震災対応ネットワーク（DRNWW）」

などによる災害がれき・廃棄物の処理・仮置き等に関する留意事項等が多く発信された。 

例えば、2011 年 4 月 1 日には「仮置場の設置と留意事項（第一報）」が示されている。こ

れは一次仮置場の設置における留意点であり、主だったものとして以下のものが挙げられ
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る。 

 用地の選定：長期に渡って使用できる平坦な場所 

 仮置場での分別：集積後の処理や再利用を念頭においた分別を実施する。 

 注意点：木くずや可燃物は、発火と発熱防止の観点から、高さ 5 メートル以上積み上げ

を行わないようにする（図-1）。 

 

 
図－1 可燃性廃棄物の仮置きの留意点（DRNWWより） 

 

こうした一次仮置場の設置期間は比較的短く、過去の例では 1年程度である。この一次仮

置場に災害がれき/廃棄物等を一時保管し、可能であれば分別を行う。この間に、東日本大

震災のように災害廃棄物等が膨大であれば、本格的な分別と簡易的な処理（破砕処理など）

を行うスペースを兼ね備えた二次仮置場の設置を行う（図-2）。この二次仮置場では、災害

廃棄物等の種類毎に分別して仮置きされることとなる（写真-2 参照）。 

 

 
図－2 二次仮置場の設置例（日本応用地質学会7)より） 

 

 
(a) 一次仮置場の例（分別されずに仮置きされることが多い。2013年11月14日撮影） 
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(b)二次仮置場の例（分別ヤードが設置されている。2014年11月1日撮影） 

写真－2 2013年伊豆大島土砂災害の仮置場の例 

 

このように分別が進められることで、適切な処理が可能となる。そして、災害発生後数年

してから、仮置場は閉鎖されていくことになる。仮置き期間が長期間になるほど、また、量

が膨大であるほど災害廃棄物等による環境汚染のリスクは高まることが予想される。その

対応としては、簡易な水処理施設の設置、アスファルト舗装などが挙げられる。こうした二

次仮置場の設置等の留意点については日本応用地質学会 7)が取りまとめている。 

また、災害の怖い点は、災害廃棄物等の処理が終了していない段階で、再度別の災害に見

舞われることがある点である。この場合、二次仮置場の設置延長がなされる。例えば、中越

地震（平成 16 年 10 月発生）時に二次仮置場を 11 月下旬から準備・施行し、平成 19 年 3 月

末で解体以外の廃棄物等が 93%処理完了、解体廃棄物が 85%処理完了で、残り 2万トン弱と

なっていたものが、その後の中越沖地震（平成 19 年 7 月発生）後再び増加し、平成 20 年 3

月まで延期した仮置場がある。 

このように仮置場は、災害時のがれき/廃棄物等の一時保管になくてはならないものであ

る。しかし、その設置場所は土地利用等を考慮して適切な場に設置しなければ環境汚染リス

クが高まることとなる。 
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４－２－３．現行法の基での仮置場のあり方  
 

（１）ゼロリスクと受容すべきリスク 

自然環境はそもそも変化するものである。過去の気候変動や災害は、そのことを我々人

類に示している。現在、我々は、その変化する環境をどこまで受容するのか、が問われてい

る。 

人類はこれまでに様々な人工物を作ってきた。そうした人工物は、ある確率で発生する

外力（災害や事故等）に対して安全を確保するものであり、確率分布に基づく「しきい値」

を用いて人工物の強度や大きさなどの抵抗力を決定してきている。すなわち、ある程度の

リスクを含んだ設計を行い、それを受容してきた。こうした受容すべきリスクを取り入れ

ていくのが工学的対応であり、それが一般的なことである。 

災害廃棄物等やその仮置場に係る環境汚染や衛生環境の悪化も、こうした受容すべきリ

スクを考慮した対応が求められる。人間は生きている限りリスクをゼロにすることはでき

ない。技術者は、受容すべきリスクを理解させるために、定量的な説明を継続的に行い、そ

れを受けとめられる環境創造のための教育・啓蒙を行うことが必要である 8)。 

そこで、基準について考えてみる。表-2 に示されるように、水に溶けた同じ有害物質で

も対象によって異なる基準値となる。特にふっ素はその典型で、水質基準とミネラルウォ

ーター類の基準が 2 倍以上も異なる。そもそも、ふっ素は人間にとっての必須微量元素で

ある 9)。ふっ素の水質基準は、宇宮・津野 10)に「水質基準では、0.8mg/L 以下とされ、これ

はふっ素を 3mg/L 以上含む水を飲んでいるところでは、95%の人が斑状歯にかかり、1mg/L

では 15%、0.8mg/L ではみられないという統計値から求めたものである」とされ、厚生省の

基準根拠にも「斑状歯発生予防の観点から 0.8mg/L」と述べられている。しかし、幼児期の

虫歯予防には約 0.5～0.6mg/L のふっ素が有効とされ、基本的には大人の永久歯に大きな影

響を示すものではないとされている 10)。 



116 
 

このように、今後は、何を守りたい基準であるのかを吟味することが重要である。龍原

11)の言うように、限られた資金を有効に活用するために、リスクに応じた適正なレベルで

対策するという考え方を浸透させる必要がある。 

 

 

（２）受容すべきリスクの観点での仮置場のあり方 

中央環境審議会の議論 12)では、「土壌汚染対策法は、今まで以上にリスク管理という視点

を強調した改正が行われているが、必ずしもその改正の趣旨は周知されているとは思えな

い面があり、未だに、土壌汚染があればそれは大変だというような印象が強い」といった意

見が出されている。すなわち、ゼロリスクしか受容できないといった反応が根強いことが述

べられている。しかし、人は常にリスクを抱えながら生きており、ゼロリスクではなくても、

リスクをある程度低減させる方策をとれば良いはずである。土壌汚染対策法には、そのリス

クとリスク対策の考え方が示されている。そこでいうリスクとは、「地下水の飲用に対する

リスク」と「経口摂取のリスク」である。 

ここでは、これを「表流水や地下水の飲用に対するリスク」と「経口摂取のリスク」とし

て、そのリスクの観点から災害廃棄物等の仮置場のあり方を見ておきたい。 

① 表流水や地下水の飲用に対するリスク 

・ 地下水の利用状況と地下水流動を災害以前に把握することで、災害時のリスク低減

につなげる。 

 

表－2 各種の法律とその基準値 

法律・規則等名 
基準 

備考 
F Pb As Hg Cd Cr6+ 

環境基本法 平成5年法律第91号 
 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

土壌の汚染に係る環境基準 
水質汚濁に係る環境基準 

 
0 8mg/L 
0 8mg/L 
0 8mg/L 

 
0 01mg/L
0 01mg/L
0 01mg/L

 
0 01mg/L
0 01mg/L
0 01mg/L

 
0 0005mg/L
0 0005mg/L
0 0005mg/L

 
0 003mg/L
0 01mg/L
0 003mg/L

 
0 05mg/L
0 05mg/L
0 05mg/L

法律第16条による基準 
H3環境庁告示10，H26環告127 
H3環境庁告示46，H26環告44 
S46環境庁告示59，H26環告126

水道法 昭和32年法律第177号 
 水質基準 

 
0 8mg/L 

 
0 01mg/L

 
0 01mg/L

 
0 0005mg/L

 
0 003mg/L

 
0 05mg/L

法律第4条による 
H26厚労省令第15号 

食品衛生法 昭和22年法律第233号 
 清涼飲料水の規格基準 
 ミネラルウォーター類の成分規格 

 
2mg/L 
2mg/L 

 
0 05mg/L
0 05mg/L

 
0 05mg/L
0 05mg/L

 
0 0005mg/L
0 0005mg/L

 
0 003mg/L
0 003mg/L

 
0 05mg/L
0 05mg/L

 
S34厚生省告示370号 
H26厚労省令141号 

温泉法 昭和23年法律第125号 
 温泉の定義 
 飲用利用基準(1日当りの総摂取量) 

 
2mg/kg以上 
1 6mg未満 

 
－ 

0 2mg未満

 
－ 

0 1mg未満

 
－ 

0 002mg未満

 
－ 
－ 

 
－ 
－ 

 
 
H19年環自総発第071001002号 
大人(16歳以上)の場合 

水質汚濁防止法 昭和45年法律第138号 
 浄化基準 

 
0 8mg/L 

 
0 01mg/L

 
0 01mg/L

 
0 0005mg/L

 
0 003mg/L

 
0 05mg/L

施行規則（H26環境省令30号）

施行規則の第9条の3 
土壌汚染対策法 平成14年法律第51号 
 地下水基準 
 第二溶出基準 
 要件 

 
0 8mg/L 
24mg/L 

4000mg/kg 

 
0 01mg/L 
0 3mg/L 

150mg/kg 

 
0 01mg/L 
0 3mg/L 

150mg/kg 

 
0 0005mg/L
0 005mg/L
15mg/kg 

 
0 01mg/L 
0 3mg/L 

150mg/kg 

 
0 05mg/L 
1 5mg/L 

250mg/kg 

施行規則（H26環境省令29号）

施行規則の第7条第1項 
施行規則の第9条第1項第2号 
施行規則の第31条第2項 

廃棄物処理法 昭和45年法律第137号 
 基準 

 
－ 

 
1mg/L 

 
1mg/L 

 
0 05mg/L

 
1mg/L 

 
5mg/L 

施行規則（H26環境省令7号） 
施行規則の第1条の2 

注）基準は，特に記載がなければ「以下」を示す。備考中の H は平成，S は昭和。 



117 
 

・ 表流水の流れを災害以前に把握し、上水などに混入する経路があれば対策を講じる。 

② 経口摂取のリスク 

・ 仮置場の稼働時に、土壌や災害廃棄物等を直接自ら経口摂取することはあり得ない。 

このような観点で仮置場を設置すれば、ゼロリスクではないものの、環境汚染リスクを低

減することはできる。 

そこで、これらのリスクがもともと小さい場を考えたとき、次のような場が、仮置場とし

て適しているものと考えられる。 

・ 海岸埋立地 

 地下水等は塩水なので飲用はあり得ない。 

 通常、覆土やアスファルト舗装されているので、経口摂取はない。また、散水等に

より吸い込み等のリスクも低減できる。 

・ 最終処分場 

 管理型であれば保有水・雨水集排水施設と遮水工があり、処分場外への漏洩はない

と考えて良く、表流水や地下水を汚染することはない。 

 処分場内の土壌等を経口摂取することはあり得ない。また、散水等により吸い込み

等のリスクも低減できる。 

 以上示したような場がないような内陸部で、処分場のない地域もある。そうした地域につ

いても適切な仮置場の設置の議論も、今後は必要となろう。この時には、土壌汚染対策法は、

「必要以上の無駄な対策はしなくていいと言うことを制度的には強調している」12)法律で

あり、適切なレベルの対応をどのように行っていくのかの議論も必要である。 

 

 

（４－２節：大野博之） 
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５．わが国の現状を踏まえた新たな廃棄物処分場モデルについての多角的検討 

 

（とりまとめ：大山 WG3 長） 

 

５－１．産業廃棄物処理の現状 

 

 わが国の産業廃棄物量は、図-5.1 に示

すように平成 20 年以降は約 40,000 万

トン前後と推定され、全体の約 53％が

再生利用、約 44％が中間処理等での減

容化、約 3％が最終処分と推計されてい

る。 

 最終処分場の埋立処分量は、やや減少

傾向にあるが、平成 25 年度には 1,172

万トンと推定され、残余容量は、いくぶ

ん減少傾向にあるが、それでも最終処分

場の残余年数は、14.7 年程度である。 

 平成 26 年 4 月 1 日現在の産業廃棄物

処理施設の設置許可件数は、中間処理施設

が 18,691 施設、最終処分場が 1,880 施設

ある。 

中間処理施設の種類は、木くず又はがれ

き類の破砕施設が中間処理施設全体の

51％、汚泥の脱水施設が 16％で、最終処分

場は、安定型処分場が最終処分場全体の

60％である。 

 これらのことから、産業廃棄物の中間処

理等の減容化及び再生利用は、全体処理量

の約 97％までになったが、最終処分場の残余年数は、約 14 年程度しかなく、いづれ埋め立

て処分は困難になるものと考えられる。 

 

図-5.1 産業廃棄物量の推移 

図-5.2 最終処分場の残余容量、埋立処分量および

残余年数の推移 
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出所：環境省報道発表資料(平成 28 年 4 月 8日） 

図-5.3 産業廃棄物処理施設の種類別設置許可件数 

引用資料：公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターHP 「産廃知識 産業廃棄物処理の現状」 

http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/genjou.html 

 

（打木弘一） 
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５－２．再利用を前提とした循環資源保管場の提案 

５－２－１．災害廃棄物の処理と復興資材 

 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災・津波災害では、発生した災害廃棄物の分別・選別処理

技術の進展により、一部の廃棄物は焼却処分されたものの、多くは復興資材として再利用で

きるようになり、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法により、

分別・選別処理されたため、処理コストの課題は残るものの、従来の廃棄物でも適切に処理

すれば、資源として扱えるようになってきたものと考える。 

その後、2013 年 10 月 16 日未明に発生した伊豆大島の土砂災害や 2015 年 4 月 14 日以

降に発生した熊本震災でも災害廃棄物の分別・選別が一般的に行われるようになってきて

おり、廃棄物は資源として再生利用する指向が高まってきている。 

 

５－２－２．循環資源としての廃棄物 

 平成 12 年の循環型社会形成推進基本法では、廃棄物のみならず、中古品や副産物をも包

括した概念として「廃棄物等」を定義した上で同法の対象とし、その中の有用なものを「循

環資源」と定義した。 

 廃棄物を循環資源として扱えるか否かは、今後の再処理・再製品化技術の発展によるとこ

ろが大きいが、現在の廃棄物経済に比べ、将来の再生資源経済が成り立つような時代になれ

ば、現在の廃棄物は、将来の有用な「循環資源」となる可能性がある。 

 廃棄物は、将来的な循環資源として扱うことが必要であり、将来の処分コストの変動によ

り、その時代で未利用か再生利用が可能か経済的に決まるものと考える。 

 廃棄物処分コストの将来変化による再処理・資源化・再利用の可能性は、図-5.4 に示すよ

うに廃棄物の処分コストと有価物として再取出し・資源化コストとの関係について時系列

で整理してみると、将来的に最終処分場の建設・維持・管理コストが上がると廃棄物は循環

資源として再利用が可能となり、最終処分場の再利用も可能となる。 
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 また廃棄物資源の価値の将来変化による再処理・資源化・再利用の可能性は、図-5.5 に示

すように廃棄物の価値と有価物として再取出し・資源化コストとの関係について時系列で

整理してみると、将来的に廃棄物に含まれる循環資源の価値が上がっても、廃棄物は循環資

源として再利用が可能となる。 

 

 
 

  

図-5.4 廃棄物処分コストの将来変化による再処理・資源化・再利用の可能性 

高い

コスト

安い

現在 将来

最終処分場の建設コストが上がった場合

廃棄物の
再処理・資源化・再利用最終処理場からの再取り出し・資源化可能コスト

最終処分場の建設コストが変わらない場合

最終処分場の建設コストが下がった場合

→

→ 適地不足

処分場不足

最終処分場の
再利用が可能

→

図-5.5 廃棄物資源の価値の将来変化による再処理・資源化・再利用の可能性

高い

コスト

安い

現在 将来

最終処理場からの再取り出し・資源化可能コスト

廃棄物の価値が変わらない場合

廃棄物の価値が下がった場合

廃棄物の価値が上がった場合

埋め立て処分

廃棄物の
再処理・資源化・再利用

→

→

→

→

処分場不足

適地不足埋め立て処分
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５－２－３．最終処分場立地の課題 

 現在の最終処分場は、山間地や丘陵地の景観上、見えにくい沢地形的を有効に使って設置

することが多いが、このような処分場に適した沢部は、清涼な河川水や地下水の源であるこ

とが多く、また生態系ネットワークの重要な場でもある。さらに、このような沢部は、人間

の生活圏の上流側に位置することから、持続的な管理が十分でないと水汚染などの環境問

題等により、近隣住民の反対運動など社会科学的なリスクが発生し、新たな立地がますます

難しい状況にある。 

これらのことから、これからの最終処分場は、生態系を含め人類の生活環境に影響しや山

間地や丘陵地のいわゆる上流域の地表部は、望ましい設置場所ではなく、汚染の移動の最下

流域となる海域や地下水の移動速度が極めて遅い地下に設置することを検討しておくこと

は必要であると考える。 

新たな最終処分場の立地場所については、応用地形及び応用地質学的な観点から次章で

検討した。 
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５－２－４．最終処分場から循環資源保管場への転換 

 廃棄物は、循環資源であると位置づけると、最終処分場は適切な名称ではなく、「循環資

源保管場」として管理することになる。 

今後の廃棄物は、再生利用を前提とした分別・選別により、「再生資源原料」として、循

環資源保管場に安全に運搬・保管・管理・取り出しできることが求められ、効率的に扱える

保管容器を内部モニタリング可能なコンテナを検討することが必要となる。 

コンテナは、図-5.6 に示すような形状が想定され、内容物や設置場所によってコンテナの

材質・強度等を設計する。 

 循環資源保管場は、コンテナの集合体としてのユニット構造体として、管理できる単なる

保管場としての機能を持たせるだけでなく、循環資源のうち生ゴミ等の腐食しやすい有機

物は、バイオガスや排熱のエネルギー生産の利用と一体化した構造にすることも有用であ

る。 

循環資源の保管物は、破砕による減容化として、粒体、粉体及び液体化が考えられるが、

粉体は爆発しやすく、液体は変質しやすいため、粒体が取り扱いやすく、粒体として圧送・

吸引が可能となる。 

保管場への搬入・搬出方法は、コンテナ輸送（車両・鉄道・モノレール等）またはパイプ

ライン輸送（圧送・吸引輸送）などが想定される。 

循環資源の保管の管理は、密閉したコンテナ管理を基本とし、保管空間の形状に応じて効

率的に配置でき、任意の置き場所（番地）から取り出せることが再生利用やすくなる。 
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（打木弘一） 

 

  

図-5.6 保管コンテナの形状と適用する内容物の例 



125 
 

５－３．地形・地質を考慮した設置場所の検討 

 循環資源保管場の候補地は、表-5.1 に示すように地形・地質を区分し、それぞれについ

て、設置形態、設置の可能性、設置規模、有効利用の可否、法的な留意点、技術的な課題、

管理方法及び保全対象について検討した。 

 

５－３－１．想定される設置形態 

 

 
花嶋正孝・船津剛・小谷克巳(1988)：全天候跡地利用先行型処分場構想の提案，都市と廃棄物，Vol.18，No.10，pp.33-

37． 
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崖錐堆積地内の例 

トンネル内の例 

湖底・海底の例 
海底谷の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

山体内の例 

盛土内の例 
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表-5.1 地形・地質区分による循環資源保管場の候補地の検討結果 

 
（打木弘一） 

資源利用

熱 ガス 再取り出し

横断構造物 岩盤 ダム・堰堤の背面に封じ込め 有 現行の陸上最終処分場 数10,000㎥以下 可 可 可 特になし 特になし 保有水・排水・地下水の水質 渓流生態系の保全

河岸 砂礫 河岸に封じ込め 無 河岸侵食防止擁壁背面で可能 数100㎥ 可 可 可 河川法＋廃棄物処理法でＯＫか？ 土石流対策・破堤時の流出防止 保有水・地下水・河川水の水質 渓流生態系の保全

斜面 風化岩盤 風化防止吹付けモルタル等に混ぜ込む 無 材料としての処理が必要であるため有姿では可能性が低い 数10㎥ 不可 不可 不可 不織布等の有価物資材として利用する 強度低下防止 構造物劣化監視

砂礫 落石防止重力式擁壁内に封じ込め 無 可能性あり 数10㎥ 可 可 可 構造物劣化監視

砂礫 落石緩衝盛土内封じ込め 無 崩壊土石飛散防止盛土内 数100㎥ 可 可 可 盛土損傷時の流出防止 構造物侵食監視

砂礫 押さえ盛土内に封じ込め
有（意図的
ではない）

処分方法を限定（土壌化する循環資材等）すれば可能か？ 数100㎥ 可 可 不可
押え盛土材として有用な循環資材の利用
盛土損傷時の流出防止

変形・亀裂の有無 農耕地の保全

砂礫 地すべり防止鋼管杭内に封じ込め 無 可能性あり 数10㎥ 可 可 不可 内部腐食防止 杭の破断監視

崖錐堆積地 砂礫 掘削して封じ込め 無 侵食の場でなければ可能性あり 数10㎥ 可 可 可 今後の被り土厚の予測 被り土の監視

鉱山跡地 岩盤 封じ込め 不明 可能性あり 数1,000㎥ 可 可 可 坑道水の地表部への湧水箇所の把握 坑内排水・河川水・地下水の水質 渓流生態系の保全

トンネル 岩盤 封じ込め 有 可能性あり（自然由来汚染土石では実績あり） 数1,000㎥ 可 可 可 トンネル水の地表部への湧水箇所の把握 トンネル排水・河川水・地下水の水質 渓流生態系の保全

横断構造物 砂礫 堰堤の背面に封じ込め 有 現行の陸上最終処分場 数10,000㎥以下 可 可 可 特になし 特になし 保有水・排水・地下水の水質 里山生態系の保全

河岸 砂礫 掘削して封じ込め 有 侵食の場では不可 数1,000㎥ 可 可 可 河川法＋廃棄物処理法でＯＫか？ 河川水・地下水の水質 里山生態系の保全

斜面 砂礫・風化岩盤 風化防止吹付けモルタル等に混ぜ込む 無 材料としての処理が必要であるため有姿では可能性が低い 数10㎥ 不可 不可 不可 強度低下防止 構造物劣化監視

砂礫 落石防止重力式擁壁内に封じ込め 無 可能性あり 数10㎥ 可 可 可 構造物劣化監視

砂礫 盛土内封じ込め 無 崩壊土石堆積ポケット前面の飛散防止盛土内 数100㎥ 可 可 可 構造物侵食監視

砂礫 押さえ盛土内に封じ込め 無 変形可能な遮水性大型非腐蝕性土嚢 数100㎥ 不可 不可 不可
廃棄物処理法では、処分場の設置基準で地すべり地は認め
られていない。

変形・亀裂の有無 農耕地の保全

砂礫 地すべり防止鋼管杭内に封じ込め 無 可能性あり 数10㎥ 可 可 不可 内部腐食防止 杭の破断監視

崖錐堆積地 砂礫 掘削して封じ込め 無 小規模・分散 数10㎥ 可 可 可 被り土の監視

地下空洞 トンネル等 砂礫・風化岩盤 封じ込め 不明 可能性あり 数1,000㎥ 可 可 可

安定型産業廃棄物（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガ
ラスくず等、建設廃材並びにこれらの産業廃棄物に準ずるも
の）以外の廃棄物は地中にある空間を利用する処分を行っ
てはならないことが廃掃法施行令に示されている。政令(平
成4年政令第218号、以下「改正令」という。)の施行の日に現
に地中の空間を利用して埋立処分を行っている埋立地に
あっては、当該埋立地における埋立処分が終了するまでの
間は、引き続き埋立処分を行うことができる。地層処分と同じ
考え方はできないのか？

トンネル水の地表部への湧水箇所の把握 トンネル排水・河川水・地下水の水質 里山生態系の保全

河川敷 粘性土・砂 河川敷地下に封じ込め 有 侵食の場では不可 数1,000㎥ 可 可 可 河川法＋廃棄物処理法でＯＫか？

堤防 粘性土・砂 堤防内封じ込め 不明 数100㎥ 可 可 不可 河川法＋廃棄物処理法でＯＫか？ 破堤時の流出防止 河川水・地下水の水質 河川生態系の保全

道路 砂礫 盛土内に封じ込め 不明 数1,000㎥ 可 可 不可
構造物損傷の監視
浸出水・地下水の水質

公園 粘性土・砂 公園内封じ込め 有
現行の最終処分場の埋立後に公園となる例が多い。
汚染土壌の封じ込めあり

数100㎥ 可 可 可 保有水・排水・地下水の水質 公園生態系の保全

その他公共用地 粘性土・砂 有 現行の陸上最終処分場 数1,000㎥ 可 可 可 特になし 特になし 保有水・排水・地下水の水質 生活環境の保全

地上空間 高架橋下 粘性土・砂 封じ込め 不明 可能性あり 数1,000㎥ 可 可 可 構造物劣化監視 生活環境の保全

建物基礎地下 粘性土・砂 建物地下封じ込め 有？ 可能性あり 数100㎥ 可 可 不可 地下水の水質 地下水環境の保全

トンネル等 粘性土・砂 封じ込め 無 雨水地下貯留施設を想定すると可能性あり 数1,000㎥ 可 可 可 地下水の水質 地下水環境の保全

湖沼 湖底 水底 粘性土・砂 コンクリートボックス内封じ込め 無 可能性あり 数100㎥ 可 可 可 軟弱底質対策 湖沼水の水質 湖沼生態系の保全

磯浜 風化岩盤 海岸地下に封じ込め 無 放射性物質については沖ノ鳥島等で検討中 数1,000㎥ 可 可 可 塩害対策 海水の水質 海岸生態系の保全

砂浜 砂 海岸堤防構造物内に封じ込め 無 可能性あり 数100㎥ 可 可 可 塩害対策 海水の水質 海岸生態系の保全

海底谷 海底 粘性土・砂 コンクリートボックス内封じ込め 無 数1,000㎥ 可 可 可 軟弱底質対策 海水の水質 海域生態系の保全

海底台地 岩礁 風化岩盤 コンクリートボックス内封じ込め 無 数1,000㎥ 可 可 可 塩害対策 海水の水質 海域生態系の保全

大陸棚 海底 粘性土･砂礫 コンクリートボックス内封じ込め 無 可能性あり 数1,000㎥ 可 可 難 深海底での施工技術 海水の水質 深海域生態系の保全

地下空洞 トンネル等 岩盤 封じ込め 無 可能性あり 数1,000㎥ 可 可 可 法的に地中にある空間に当たるのか？ 海水の水質

周辺地質

東京湾横断道等を想定すると可能性あり

谷部

緩傾斜地

緩傾斜地

海底は国の土地？
海底利用の法規制は？
漁業権との調整

地すべり地

低 地

河川

人工盛土

急傾斜地
斜面下部

地すべり地

急傾斜地
斜面下部

既存事例 技術的な課題 管理方法

谷部

地下空洞

山岳地

環境保全対象 コスト

廃棄物処理法では、処分場の設置基準で地すべり地は認め
られていない。

設置規模
（箇所当り）

海 域

海 岸

設置の可能性
エネルギー利用

地形等区分 設置形態 法的な留意点

丘陵地・台地

安定型産業廃棄物（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガ
ラスくず等、建設廃材並びにこれらの産業廃棄物に準ずるも
の）以外の廃棄物は地中にある空間を利用する処分を行っ
てはならないことが廃掃法施行令に示されている。政令(平
成4年政令第218号、以下「改正令」という。)の施行の日に現
に地中の空間を利用して埋立処分を行っている埋立地に
あっては、当該埋立地における埋立処分が終了するまでの
間は、引き続き埋立処分を行うことができる。地層処分と同じ
考え方はできないのか？

安定型産業廃棄物（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガ
ラスくず等、建設廃材並びにこれらの産業廃棄物に準ずるも
の）以外の廃棄物は地中にある空間を利用する処分を行っ
てはならないことが廃掃法施行令に示されている。政令(平
成4年政令第218号、以下「改正令」という。)の施行の日に現
に地中の空間を利用して埋立処分を行っている埋立地に
あっては、当該埋立地における埋立処分が終了するまでの
間は、引き続き埋立処分を行うことができる。地層処分と同じ
考え方はできないのか？

過去に検討されている
花嶋正孝・船津剛・小谷克巳(1988)：全天候跡地利用先行型
処分場構想の提案，都市と廃棄物，Vol.18，No.10，pp.33-37．

地下空洞
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５－４．地下処分場の事例 

一般廃棄物の処分施設の立地サイトの拡大案の一つとして、地下空間利用の可能性が検

討されている。現在、地下空間の利用事例としては、石油やガスの燃料備蓄、地下発電所、

交通施設のトンネル等が多く建設されており、また、鉱山跡地が観光施設などで開発されて

いる事例もあるが、処分施設としての利用は限られる 1)。地下空間を利用した処分施設の事

例としては、有害廃棄物や放射性廃棄物の処分施設の検討が進められている。本章では、こ

のような事例を概観し、地下利用の事例を整理する。 

 

５－４－１．有害廃棄物の地下処分施設の事例 

有害廃棄物の地下空間への処分の事例としては、ヨーロッパなどでの検討が比較的進ん

でいる2)。特にドイツでは、岩塩鉱山跡への有害廃棄物の処分事例などが報告されている3)。

ドイツで操業されている岩塩サイトの事例を表5-4-1-1 にまとめた。 

 地下数百m に位置する岩塩層はルームアンドピラー方式で掘削され、その跡の空洞にド

ラム缶などに詰めた廃棄物が埋設されている(図5-4-1-1、5-4-1-2)。 

 岩塩は、透水性が小さく遮蔽性が優れているため、岩塩を資源として採掘した後の空洞の

有効利用として、処分場として活用が進んでいると考えられる。 

 

                      表 5-4-1-1 岩塩のサイトの事例 3) 

 

サイト ヘルファノイロード ヘイルブローン ツィーリッツ 

国 ドイツ(中部) ドイツ(南部) ドイツ 

(旧東ドイツ領域) 

母岩の岩相 岩塩(カリ)  

フッラット厚さ 300m 

上部に難透水粘土層 

岩塩(カリ)  

フッラット 

岩塩(カリ) フラット

300m の岩塩層中の厚さ

7m のカリ層 

上部に難透水の粘土層 

地表からの

深度 

700m 170-210m 450m 

空洞の形態 横向き坑道（岩塩採掘

跡）ルームアンドピラ

ー方式の掘削跡 

横向き坑道（岩塩採掘

跡） 

横向き坑道（岩塩採掘

跡） 

空洞の規模    

廃棄物 化学廃棄物 化学廃棄物 化学廃棄物 

操業 1972- 1987- 1995- 

特徴 4 万 t/y で処分されて

いる。30%は国外からの

廃棄物。 

5-8 万 t/y で処分されて

いる。 

1-7 万 t/y で処分されて

いる。 
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図 5-4-1-1 ヘルファノイロードの地質概要 3) 

 岩塩層中に狭在するカリ塩が採取され、その空洞に廃棄物が処分されている。周

囲は難透水性の岩塩が分布し、さらに岩塩の上部には難透水性の泥質堆積岩が被っ

ている。 

 
図 5-4-1-2 地下への廃棄物の輸送状況 3)  
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５－４－２．放射性廃棄物の地下処分の事例 

（１）日本の放射性廃棄物処分 

日本での放射性廃棄物の処分方法は、廃棄物の放射能レベルに応じて、①浅地中トレンチ処

分、②浅地中ピット処分、③余裕深度処分、④地層処分などに区分されている4)(図5-4-2-1)。 

 ① 浅地中トレンチ処分：中低レベルの放射性廃棄物を対象にした地上型の施設である5) (図

5-4-2-2)。 

 ② 浅地中ピット処分：地上から掘削した場所にコンクリートのピットを設け低レベル放射性

廃棄物を処分する方法で、現行の一般廃棄物の処分場の遮断型処分場に類似する形態である6) 

(図5-4-2-3)。 

 ③ 余裕深度処分：地下50-100m 程度の深さにトンネル型の坑道を掘削して、「低レベル放射

性廃棄物」のうち「放射能レベルの比較的高い廃棄物」を処分する方法で、現在検討が進めら

れている6) (図5-4-2-4)。この方式は、廃棄物が非発熱性であるため、比較的規模の大きいト

ンネルを利用した処分方法が検討されている。将来の一般廃棄物で想定される処分施設にも類

似した形式と考えられる。このタイプの処分施設はまだ日本ではないが、青森県の六ヶ所等で

研究が行われている7)。 

 ④ 地層処分：高レベル放射性廃棄物を対象としている4)(図5-4-2-5)。高レベル放射性廃棄

物は、発熱性のため小断面の処分空洞に廃棄体が分散されて処分される設計で、設置深度も

300m 以上の深度が想定されている。 
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図 5-4-2-1 放射性廃棄物の区分と処分方法 4) 

 

図 5-4-2-2 浅地中トレンチ処分 5) 
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図 5-4-2-3 浅地中ピット処分 6) 

 

 

図 5-4-2-4 余裕深度処分 6) 
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図 5-4-2-5 高レベル放射性廃棄物、ＴＲＵ廃棄物を対象とした地層処分 4) 

 高レベル放射性廃棄物は放射能レベルが高いため地下深部に、発熱量が多いため

間隔を開けて処分される。TRU 廃棄物は、放射能レベルが低く発熱量が少ないた

め、廃棄体パッケージにまとめて入れられ処分される。 
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（２）諸外国の事例 

  地下岩盤中にトンネルやサイロなどの空洞を設置し廃棄物処分を行っている事例を8)

および各サイトの文献情報を元に整理した。主に地下に大規模な空洞を設けて廃棄物を埋

設するタイプの施設である、非発熱性の中低レベル放射性廃棄物処分サイトの事例を収集

した。地質のタイプにより、結晶質岩、泥質岩、岩塩に分けて、概説する。 

・結晶質岩(表5-4-2-1) 

 主に北欧地域で、結晶質岩を用いた処分施設が検討されている。 

 結晶質岩の地帯では、地下50-100m 付近の深度に、トンネル型の空洞をもうけ、その中

にコンクリート壁のライニングを施し、ベントナイトの人工バリアを周辺に設置し、その

空洞に容器に入った中低レベル放射性廃棄物を処分する計画が進められている。スウェー

デンやフィンランドでその事例が認められる(図5-4-2-6、図5-4-2-7)。スウェーデンの事

例では沿岸域の海底下に設置されている。 

・泥質岩(表5-4-2-2) 

 泥質岩地域では、岩石の透水性が小さいために、施設からの漏洩等の影響を小さくでき

るため処分施設のサイトとして好まれている。 

 カナダのオンタリオ地域のDGR と呼ばれる処分施設では、地下680m の深度に横向き坑

道タイプの処分施設を設ける計画がある(図5-4-2-8)。施設周辺の岩石は頁岩で岩石の透

水性が小さいため、ベントナイトのような粘土質の人工バリア材料は用いられていない。

また、廃棄物と空洞の隙間の再充填も行われない点が特徴である。 

スイスのベレンベルグでは、頁岩を対象として、横向きの坑道タイプの処分施設が検討さ

れている(図5-4-2-9、予備候補地の一つとなっている)。この計画では施設標高が河床レ

ベルに設定されており、施設の建設や建設中の排水が容易な設計であるのが特徴である。 

 ドイツのコンラッドでは、鉄鉱山の近傍に地下800m の泥質岩を対象として中低レベル

の放射性廃棄物処分施設の建設計画が進められている(図5-4-2-10、 5-4-2-11)。空洞周

辺の頁岩は低透水性で坑道への浸出水が少ないのが特徴である。 

・岩塩(表5-4-2-3) 

 岩塩は、透水性が小さく自己シール性があるなど、廃棄物処分サイトとしての適正を持

つため早くから検討が進められている。ただし、日本には施設が立地できるような規模の

大きい岩塩層は分布していない。岩塩を対象とした事例では、ドイツのアッセIIやモルス

レーベンで中低レベルの放射性廃棄物の処分が実施されている(図5-4-2-12、5-4-2-13)。

ドイツ北部には岩塩ドームが多数分布し、岩塩の採掘空洞跡地に廃棄物が処分されてき

た。アッセII では施設への地下水の流入が認められたために処分施設からの廃棄物の再

取り出しが課題となっている。アメリカのWIPP では、平坦な広がりを持つ岩塩層を利用

した処分が行われている(図5-4-2-14)。 
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            表 5-4-2-1 結晶質岩のサイトの事例 

 

サイト SFR9,10) オルキルオト 11,12) ロヴィーサ 13) 

国 スウェーデン フィンランド フィンランド 

母岩の岩相 結晶質岩 結晶質岩 結晶質岩 

地表からの

深度 

海底下 5m 

海底から約 50m 

傾斜坑道でアクセス 

60-100m 

傾斜坑道でアクセス 

110m 

傾斜坑道でアクセス 

空洞の形態 縦型サイロ（高さ 50m）

横向き坑道（長さ 160m）

縦型サイロ(直径 24m 高

さ 34m)、低レベル、中レ

ベル放射性廃棄物用各

１つ 

横向き坑道(長さ 106m 

2 本、84m 1 本) 

空洞の規模 63000m3 15000m3x2 基 約 30000m3 

廃棄物 中低レベル放射性廃棄

物 

中低レベル放射性廃棄

物 

中低レベル放射性廃棄

物 

操業 1988- 1992- 1998 

特徴 処分サイロの周囲は粘

土質のバリア材料で囲

われている。 

発電所の廃止に伴う廃

棄物を処分するための

施設(200000m3)を拡張

する計画がある。 

中レベル用の処分サイ

ロには粘土質のバリア

材料で囲われている。 

発電所の廃止に伴う廃

棄物を処分するための

施設を拡張する計画が

ある。 

中レベル用の処分サイ

ロには粘土質のバリア

材料で囲われている。

発電所の廃止に伴う廃

棄物を処分するための

施設を拡張する計画が

ある。 

 

 

 

             表 5-4-2-2 泥質岩のサイトの事例 

 

サイト DGR オンタリオ 14,15) ベレンベルグ 16,17) コンラッド 18,19) 

国 カナダ スイス ドイツ 

母岩の岩相 堆積岩 

古生代の頁岩 

堆積岩 

中生代の頁岩 

堆積岩 

中生代の頁岩 鉄鉱山

地表からの

深度 

約 680m 

立坑でアクセス 

800m 

水平坑道でアクセス 

800m 

立坑でアクセス 

空洞の形態 横向き坑道(高さ 7m 幅

8m 長さ 250m31 本) 

横向き坑道 横向き坑道(高さ 6m 幅

7m 長さ) 

空洞の規模 200000m3 - 303000m3 

廃棄物 中低レベル放射性廃棄

物 

中低レベル放射性廃棄

物 

中低レベル放射性廃棄

物 

操業 計画中 予備的な候補サイトの

一つ 

建設中 

特徴 厚さ200m施設周辺の堆

積岩は低透水性 

坑道は河床レベルで、操

業中の排水が容易 

旧鉄鉱山の未利用地を

利用。厚さ 400m の粘土

質岩を利用。既設のシ

ャフトなどのインフラ

を活用 
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表 5-4-2-3 岩塩のサイトの事例 

 

サイト アッセ 20) モルスレーベン 21,22,23) ウイップ(WIPP)24,25,26) 

国 ドイツ ドイツ 

(旧東ドイツ領域) 

アメリカ 

ニューメキシコ州 

母岩の岩相 岩塩(カリ) ドーム状 岩塩（カリ）ドーム状 

 

岩塩 地層は平坦 

地表からの

深度 

500-750m 500m 約 655m 

立坑でアクセス 

空洞の形態 横向き坑道（岩塩採掘

跡） 

横向き坑道（岩塩採掘

跡） 

横向き坑道(高さ 4m 幅

10m 長さ 90m、櫛状) 

空洞の規模  520000m3 175000m3 

廃棄物 中低レベル放射性廃棄

物 

中低レベル放射性廃棄

物 

中低レベル放射性廃棄

物 

操業 1967-1977 1978-1998 閉鎖中 1999- 

特徴 地下水の流入が認めら

れ、廃棄物の再取り出

しが行われている。 

岩塩ドーム 

岩塩鉱山跡地を利用 

岩塩の変形シール性を

期待。 

バリア材料として MgOが

用いられる。 
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図 5-4-2-6 SFR (スウェーデン)10) 

 右側は現在の処分施設、左側は拡張計画 

 

図 5-4-2-7 オルキルオト(フィンランド)12) 
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図 5-4-2-8 ＤＧＲ(カナダ、オンタリオ) 14,15)  

堆積岩（古生代、頁岩、石灰岩） 

中・低レベル放射性廃棄物処分候補地 深度約 680m 頁岩がバリア、人工バリア

を用いない 
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図 5-4-2-10 コンラッド(ドイツ) 19)    図 5-4-2-11 坑道の処分空洞 19)   

  地質断面図              

 

図 5-4-2-9 ベレンベルグ(スイス) 16)  

 堆積岩（中生代、頁岩） 

中低レベル放射性廃棄物処分候補地の一つ。河床レベルに建設。工事、排水が容易
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図 5-4-2-12 アッセ(ドイツ) 岩塩の採掘跡の下段の空洞が利用された 20)  

 

 

図 5-4-2-13 モルスレーベン(ドイツ)  岩塩採掘跡の利用 22) 

 
図 5-4-2-14 WIPP(アメリカ) 坑道の概念図 26)  
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 3)まとめ 

 有害廃棄物処分、および、放射性廃棄物処分での地下利用に関して諸外国の事例を概観し

た。放射性廃棄物では特に非発熱性の中低レベル放射性廃棄物の処分では、横向きの坑道や

円筒形のサイロタイプの大断面の空洞を用いる方式が採用されている。地質は、それぞれの

国の地質状況により最適な地質が選択されている。北欧地域では結晶質岩が、泥質な堆積岩

が分布する地域では、泥質岩の地層の分布する深度を狙って処分空洞を設置する事例が認

められた。ドイツなど岩塩層が分布する地域では、岩塩の採掘跡が利用されていた。処分深

度や処分空洞の形状、形式については、地質の特性や処分される廃棄物の性質を考慮した方

法が考案されている。 

 今回の文献調査は、地下式処分施設の事例紹介の範囲であったが、今後、一般廃棄物等の

地下処分への応用を検討する際には、廃棄物の性質の違い（一般廃棄物は有機系のガス発生

が生じることがある）、地上施設との違い（地下では地下水の循環が遅く、希釈などが起こ

りにくい）、処分施設の評価期間（放射性廃棄物の放射線は時間とともに減衰するが、重金

属などの有害物質は減衰しない）、関連法規制、既設空洞の利用や新規空洞掘削に伴うコス

ト評価など多面的な検討が必要となる。 

 

（５－４節：大山隆弘） 
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５－５．応用地質学的な課題 

 地下空間を利用する際の今後の課題と展望として、以下のことが挙げられる。 

① 経済的側面：地下空間を新たに作りそこに安全性の高いシステムを作り上げようとする

とコスト高になる可能性が高い。コスト・ベネフィットの分析が必要となる。 

② 人的資源面：最終処分場としての地下空間利用はこれまでに例はなく、人材教育とその

確保が課題となる。 

③ 安全管理面：人が直接地下空間に入り込まないようなシステムにする必要がある。IoT 

を使った技術、遠隔操作技術やロボット化が今後の課題となる。こうしたことを実現し、廃

棄物の埋立から維持管理までを、一貫して直接人間が踏み込まないシステムにすることが

できれば、安全面が向上する。 

④ 情報管理面：維持管理上のモニタリング（情報取得）に IoT 技術を利用する。また、こ

れら情報を適切に公開していくことも重要。 

⑤ 環境管理面：応用地質学的な課題として、地下水阻害、地下水汚染の問題が生じる。発

熱やガスの発生もあるが、有効利用（地中熱利用やメタン等の資源エネルギーとしての利用）

をできるシステムにすれば、そこからの収入も得られ、経済的にペイするようになる可能性

もある。 

 

（５－５節：大野博之） 
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６．廃棄物関連法令等の変遷 

６－１．現行の最終処分場の技術上の基準 

廃棄物の処理は「廃棄物処理法」制定以前は「清掃法」（昭和 29 年制定）の規定に基づ

き、市街地における汚物の処理として実施され、住民の居住環境の防疫上の見地から清潔に

保つことによって公衆衛生の向上を図ることを主たる目的としていた。しかし、昭和 30 年

代から 40 年代の我が国は、経済活動の拡大にともない、大都市圏を中心に膨大な廃棄物が

排出されるようになり、これまでの法律では対応が難しくなった。このため、昭和 45 年の

第 64 回臨時国会（いわゆる「公害国会」）において、現状に即した廃棄物処理体系を整備

し、もって、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的に「清掃法」を全面改正し、

「廃棄物処理法」が制定された。 

「廃棄物処理法」施行され、廃棄物の処理体系が一応整備されたものの、特に産業廃棄物

に関しては不法投棄等の違法処分や無許可の処理業者が横行する等問題も多く、また事業

者処理責任の原則も徹底されなかった。さらに我が国では高度経済成長期以降も経済活動

は拡大し、物質面に極めて豊かな社会が実現したが、大量生産、大量消費、使い捨ての生活

が普遍的になり、廃棄物の増加や質の多様化が一層進むとともに、不法投棄の社会問題化、

深刻な中間処理施設や最終処分場の不足等、さまざまな廃棄物に関する問題が発生した。こ

れらの問題に対応して抜本的な対策を講じるため、平成３年に大幅な法改正が行われ、以降

政令、省令改正等を含め頻繁に改正が行われている。 
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表 6-1-1 廃棄物処理法の変遷  

法 【※( )は施行日】

施行令

施行規則

通知

目的 ・ 廃棄物の適正処理(43-1) ・ 廃棄物の発生抑制(232-1)

・ 生活環境、清潔 ・ 「再生」等を明示(232-1)

計画等 ・ 一廃：市町村
・ 多量排出事業者の処理計画の指示作成

(232-2,3)(233-1,2)
・

多量排出事業者の処理計画における減
量の視点の明確化(1112)(318-2) ・ 国：基本方針(1469) ・ 国：廃棄物処理施設整備計画 ・

産業廃棄物関係事務等を行う市の長に
係る改正（保健所設置市→政令で定め
る市）(01-1)

・ 多量排出者の処理計画の見直し(05-24)

・ 産廃：都道府県 ・ 一般廃棄物処理計画(232-2)(233-1) ・
都道府県：廃棄物処理計画(1469)(78-
1)

・ 産業廃棄物処理計画(43-3) ・ 産業廃棄物処理計画(232-3)(233-2) ・ 一廃：市町村

・
多量排出事業者の処理計画の策定の義
務づけと公表(1469)(78-2)

廃棄物の区分 ・ 廃棄物(43-1) 廃棄物(37-7) ・
特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃
棄物の新設(232-1)

・
PCB廃棄物を特管産廃に追加(PCB処理
基準、廃棄物処理施設技術基準)(780-
11)(37-9)

・ 指定有害廃棄物（硫酸ピッチ）(04-2) ・
特別管理産業廃棄物の範囲（廃石綿等
定義明確化）(02-4)

・ 一般廃棄物(43-1) ・
建設業の廃棄物定義の見直し（産廃）
(780-14)(37-15)

・
無害化処理認定制度の対象となる廃棄
物(03-2)

・ 産業廃棄物(43-1)

・ 有害な産廃

責務・制度 ・ 事業者の責務(43-1,3) ・ 再委託の禁止(196-2)(36-4) ・
国民、事業者、地方公共団体等の責務
(232-1)

・ 廃棄物の輸出(40-1)(41-1) ・
再生利用認定制度(1112)(318-2)(319-
2)

・ 不法焼却の禁止(1469)(78-12) ・ 国：責務の拡大(02) ・
国：産廃不適正事案に関し知事へ指示
(04-2)

・
PCB特別措置法に規定する事務を行う
市の長に係る改正(01-2)

・
無害化処理認定制度（石綿）(02-1)(03-
1)

・
土地所有者等の通報努力義務(04-
2)(05-1)

・ 地方公共団体の責務(43-1,3)
・ 産業廃棄物適正処理推進センター（廃棄

物処理センター）(232-4)(736-6)
・ 廃棄物の輸入(40-2)(41-2) ・ 産廃原状回復基金制度(780) ・ 都道府県の産業廃棄物の処理(1469) ・

事業者の（特別管理）一般廃棄物の処理
の委託に係る措置(02)(03-1)

・
廃棄物が地下にある土地の形質の変更
に係る改正（最終処分場跡地等形質変
更規制）(02-1)

・
行政不服審査法に規定する行政不服審
査(01-3)

・
石綿含有一般廃棄物等に関する情報の
伝達(ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ、埋立に記載）(02-5)

・
再生利用認定等の特例認定制度に係る
環境大臣の監督権限強化（再生利用、
広域処理）(04-8)(05-7)

・ 地域住民の義務(43-1) ・
廃棄物減量等推進審議会、推進員
(232-1)

・
産業廃棄物適正処理推進センター
(1112)(780-13)

・
廃棄物処理センター制度の見直し
(1469)(78-3)

・
廃棄物の広域的処理認定制度（制度変
更）(02)(03-3,6)

・
地方環境事務所（無害化処理認定制度
の事務）(02-6)(03-7)

・
廃棄物の輸入の許可の対象者の拡大
(04-14)(05-13)

・ 投棄禁止(43-4) ・ 廃棄物再生事業者(233-4)(232-5) ・
報告徴収及び立入検査に係る規定の拡
充（疑い物）(02)(03-4)

・ 無害化処理認定の効果(03-3) ・
報告及び立入検査の対象の拡大（土地
所有者等）(04-15)(05-14)

・ 報告の徴収、立入検査(43-4) ・
下水汚泥の扱い、許可不要者の追加
(233-5)

・
（無害化処理認定制度の）指導監督等
(03-6)

・ 措置命令の対象の拡大(04-16)(05-15)

・
一般廃棄物の処理手数料の徴収(232-
2)

・
廃石綿の埋立処分基準の強化(04-
20)(05-18)

・ 適正処理困難物(736-3) ・ 広域的処理認定制度の合理化(05-23)

・
産業廃棄物の処理に係る広域再生利用
指定制度の廃止(05-26)

・ 廃棄物処理業（許可）(43-3) ・
一般廃棄物処理業（許可制度整備）(36-
1)(37-1)

・
一般廃棄物処理業（収集運搬業と処分
業を区分け）(232-2)(233-1)

・
廃棄物処理業者（欠格要件追加、名義
貸し禁止）(1112)(318-3)(319-1)

・
廃棄物処理業の許可等の要件（許可取
消、違反ほう助）(1469)(78-4)

・
廃棄物処理業の設置の許可の手続の適
正化（有効期限、欠格要件）(02)(03-2)

・
産廃処理業者の優良性の判断に係る評
価制度の創設(02-2)

・
無許可営業罪等に係る法人重課規程の
創設(04-2)

・
処理基準に係る改正（石綿含有廃棄物
処理基準創設）(02-2)

・
処理業等の欠格要件の見直し（連鎖防
止）(04-3)(05-2)

・
産業廃棄物処理業（許可制度整備、再
委託禁止）(36-4)(37-4)

・
（特別管理）産業廃棄物処理業(232-
3)(233-2)

・
一般廃棄物収集運搬業、処分業の許可
更新期間の延長(318-3)

・
廃棄物処理基準の見直し（船舶収集運
搬、保管基準強化）(78-8)

・
指定有害廃棄物（硫酸ピッチ）（処理基
準、保管基準、収集運搬基準、処分再生
基準）(04-2)

・
産廃処理業者が産業廃棄物の処理を行
い、又は委託するときの適用関係の明確
化(04-2)

・
産業廃棄物処理業者による委託者への
通知義務付け(04-13)(05-12)

・ 処理業の許可、事業廃止届出(196-2) ・
（特別管理）一般廃棄物収集・運搬・処
分委託基準(232-2)

・ 廃棄物の保管基準(780-8)(37-7) ・
暴力団員等に係る欠格要件の追加(78-
11)

・
産業廃棄物収集運搬業者、処分業者が
再委託を行う場合の規制(04-3)

・
優良産廃処理業者認定制度の創設(04-
12)(05-11)

・
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可(書
類、審査)(780-10)

・
運搬受託者・処分受託者による管理票
の記載項目の追加(04-3)

・
産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
（都道府県事務）(04-21)(05-19)

産業廃棄物収集運搬業等許可証、報告
書の様式の見直し(37-13)

・
会社法改正に伴う経理的基礎に関する
提出書類の見直し(05-20)

廃棄物処理施設 ・ 廃棄物処理施設（産廃届出制）(43-3) ・
最終処分場（廃棄物処理施設に追加）
(196-3)(36-2)

・ 一般廃棄物処理施設設置（許可制、使
用前検査）(232-2)(233-3)

・
廃棄物処理施設の設置に係る許可の要
件（過度集中・許可取消）(1469)(78-5)

・
産業廃棄物処理施設の設置者に係る一
般廃棄物処理施設の設置の特例
(02)(03-3)

・
処理施設の事故時の応急措置及び都道
府県知事への届出の義務化(04-2)

・
最終処分場維持管理積立金制度の対象
拡大(04-2)

・
産業廃棄物処理施設に係る改正（石綿
含有産業廃棄物溶融施設）(02-3)

・
廃棄物処理施設の定期検査制度の創設
(04-4)(05-3)

・ 構造基準 ・
産廃処理責任者（帳簿記載・保存）(196-
1)(36-3)

・
産業廃棄物処理施設設置（許可制、使
用前検査）(232-3)(233-3)

・
廃棄物処理施設の譲受けの許可等
(1469)(78-6)

・
廃棄物処理施設の設置の許可の手続の
適正化（欠格要件、許可取消）(02)(03-
2)

・
一廃又は産廃処理施設の設置許可申請
に係る生活環境影響調査書の添付の特
例(04-2)

産業廃棄物処理業の許可及び処理施設
の設置許可に係る申請書類の追加(04-
3)

・ 無害化処理認定の要件(03-4) ・
廃棄物処理施設の維持管理情報の公開
(04-5)(05-4)

・ 維持管理基準 ・
一般廃棄物処理施設（施設技術基準、
最終処分場追加）(36-2)(37-2)

・ 最終処分場の届出台帳(232-5) ・
最終処分場の維持管理積立金制度
(780-5)(37-5)

・

（整備促進法）焼却施設、最終処分場、
建設廃棄物処理施設等から構成される
一群の施設を特定施設に追加
(1469)(78-17)

・
産業廃棄物の処理施設における保管上
限(03-6)

・
小型廃棄物焼却炉の廃棄物処理基準の
見直し(04-3)

・
産業廃棄物処理業または処理施設設置
許可の厳格化(04-2)

・ 認定の申請(03-5) ・
最終処分場の適正な維持管理の確保
（施設の設置許可取消）(04-6)(05-5)

・ 技術管理者(43-4) ・
産業廃棄物処理施設（施設技術基準、
最終処分場追加）(36-5)(37-5)

・ 技術管理者(232-5) ・
最終処分場の埋立処分の終了の届出及
び廃止の確認(37-10,11,12)

・
既存の製造設備（金属精錬）を活用した
廃棄物焼却施設の構造、維持管理基準
(04-3)

・
熱回収施設設置者認定制度の創設(04-
7)(05-6)

・
廃棄物処理施設設置について届出制か
ら許可制へ(233-3)

・
廃棄物処理施設の維持管理に関する事
項（記録閲覧含む）(1112)(780-3,4)(37-
3)

・
産廃の廃プラ類の圧縮固化を行う破砕施
設の構造基準、維持基準の見直し(02-
3)

・
廃棄物処理施設における応急の措置に
係る記録の作成義務の明確化(05-21)

・
許可を要しない廃棄物処理施設の軽微
な変更(780-6)(37-6)

・
最終処分場に係る維持管理積立金の安
定型最終処分場への適用拡大(02-4)

・
許可を要しない廃棄物処理施設の軽微
な変更の見直し(05-22)

・
廃棄物処理施設の許可の取消等(780-
7)

・
一般廃棄物処理施設の設置許可に係る
申請書類の簡素化(02-5)

・
凍結による損壊のおそれのある導水管
等に係る基準の追加(05-25)

・ 帳簿対象事業者の拡大(4-19)(05-17)

排出事業者責任 ・
事業者の産業廃棄物の処理
（委託基準）(196-1)(36-3)(37-3)

・
特別管理産業廃棄物についてマニュフェ
ストの使用を義務づけ（特別管理産業廃
棄物管理票）(232-3)

・
産業廃棄物管理票制度（全ての産廃に
拡大）(1631)

・
委託基準の強化（許可書写し添付、再委
託強化）(78-9)

・
産業廃棄物管理票制度の強化（制度違
反に係る勧告・公表、措置命令）(04-2)

・
排出事業者が産業廃棄物を保管する場
合の届出制の創設(04-9)(05-8)

・ 改善命令(19条の3）の追加(232-5) ・
生活環境の保全上の支障の除去等（ﾏ
ﾆｭﾌｪｽﾄ未交付）（代執行のルール化）
(1112)(780-13)(37-14)

・
マニフェストによる確認の義務づけ（最終
処分までの確認）(1469)(78-10)

・
管理票の義務違反に係る罪の法定刑の
引き上げ(04-2)

・
排出事業者による処理の状況に関する
確認努力義務の明確化(04-10)(05-9)

・
不法投棄廃棄物の撤去命令の発動要件
を緩和(232-5)

・
産業廃棄物処理の受託禁止（許可業者
以外の受託禁止）(318-3)(319-1)

・
不適正処分に関する支障の除去等の措
置命令の強化（違反ほう助、排出事業者
措置命令）(1469)((78-7,13)

・
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責
任を明確化するための措置(04-17)(05-
16)

・ 投棄禁止(232-5) ・
委託基準、再委託基準の強化(780-
9)(37-8)

・
生活環境保全上の支障の除去等の措置
(78-14)

・
産業廃棄物管理票制度の強化(04-
11)(05-10)

・ 5万円以下の罰金 ・
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰
金

・
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰
金

・
産廃：3年以下の懲役又は1,000万円（法
人1億円）以下の罰金(1112)

・
5年以下の懲役又は1,000万円（産廃の
法人1億円）以下の罰金又は併科
(1469)(78-15)

・
5年以下の懲役又は1,000万円（法人1億
円）以下の罰金又は併科

・
準備罪の創設（3年以下の懲役若しくは
300万円以下の罰金又は併科）(04-2)

・
無確認輸出に係る未遂罪及び予備罪の
創設(04-2)

・
不法投棄の罰則強化(法人重課の量刑
の罰金3億円以下）(04-18)

・
有害な産廃は6ヶ月以下の懲役又は30
万円以下の罰金(196-4)

・
特別管理廃棄物は1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

・
一廃：1年以下の懲役又は300万円以下
の罰金

・
不法投棄未遂罪の創設（罰則は、既遂と
同じ）(02)(03-5)

・
受託禁止違反及び不法焼却の量刑の引
き上げ(04-2)

廃棄物の無確認輸出に係る罪の法定刑
の引上げ及び法人重課規定の創設(04-
2)

・
多量排出者の処理計画に関する罰則の
創設(04-18)

・
法人による一般廃棄物の不法投棄（1億
円以下の罰金）(02)

H17.9.30   環廃対発050930004
              環廃産発050930005
H18.3.15   環廃対発060315001
              環廃産発060315001

H16.10.27 環廃対041027004
             環廃産発041027003
H17.4.1   環廃対発05401002
             環廃産発05401003

平成22年政令第248号(H23.4.1)

平成15年法律第93号(H15.12.1)

平成17年環境省令第17号(H17.10.1)

H23.2.4     環廃対発110204004
               環廃産発110204001
H23.2.4     環廃対発110204005
               環廃産発110204002

平成18年省令第23号(H18.8.9)

平成17年法律第42号(H17.10.1)

H18.8.9     環廃対060809002
               環廃産060809004
H18.8.9  環廃対060809003
               環廃産060809005

平成23年環境省令第１号(H23.4.1)

平成15年政令第449号(H15.12.1)

平成10年厚生省令第31号(H10.6.17)

平成12年法律第105号

昭和46年厚生省令第35号(S46.9.24)

H9.12.17 厚生省衛1112号
H9.12.26 衛環318号
H9.12.26 衛環319号
H10.5.7  生衛発780号
H10.5.7  衛環37号

H6.2 2 衛環40号
H6.2 2 衛環41号
［改定］
平成10年11月13日 生衛発1631号

H12.9.28  生衛発1469号
H12.9.28  衛環78号

H15.11.28 環廃対031128002
             環廃産発031128006
H15.11.28 環廃対031128003
             環廃産発031128007

平成5年厚生省令第49号(H5.12.15)

昭和51年法律第68号(S52.3.15)

1970年(S45年)

平成12年厚生省令第101号・平成12年厚生省令第115号 平成15年環境省令第30号(H15.12.1) 平成16年環境省令第24号(H16.10.27)

平成16年法律第40号(H16.10.27)

2005年(H17年)2004年(H16年)

平成9年法律第85号(H9.12.17)

昭和52年厚生省令第7号(S52.3.15) 平成4年厚生省令第46号(H4.7.4)

2010年(H22年)2000年(H12年)

平成12年政令第243号・平成12年政令第391号

平成18年法律第5号(H18.8.9) 平成22年法律第34号(H23.4.1)

2003年(H15年) 2006年(H18年)

平成16年政令第296号(H16.10.27) 平成18年政令第250号(H18.8.9)

平成3年法律第95号(H4.7.4)

H4.8.13 厚生省衛736号
H4.8.13 衛環232号
［改定］平成8年6月5日 衛環第189号
H4.8.13 衛環233号

1976年(S51年) 1991年(H3年) 1997年(H9年)

平成4年法律第105号(H5.12.15)

1992年(H4年)

昭和52年政令第25号(S52.3.15) 平成4年政令第218号(H4.7.4)

罰則（不法投棄）

・

廃棄物処理業・収
集運搬業・保管

S46.10.16 環整43号
S46.10.16 環784号
S46.10.16 厚生省環784号

S52.3.26 環計36号
S52.3.26 環計37号
［改定］平成12年12月28日 生衛発第
1904号
S52.3.26 厚生省環196号

昭和45年法律第137号(S46.9.24)

平成5年政令第385号(H5.12.15) 平成9年政令第353号(H10.6.17)昭和46年政令第300号(S46.9.24)

生活環境影響調査の実施、申請書の告
示・縦覧、関係市町村・利害関係者の意
見聴取など施設設置手続きの明確化
(1112)(780-1,2)(37-1)
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表 6-1-2 廃棄物処理施行令の変遷 

 

 

 

  

廃棄物処理法施行令の変遷

通知

産業廃棄物、特別
管理廃棄物（有害
廃棄物）の区分

・
水質汚濁防止法及び廃棄物処理法
施行令の改正(119-01)(235-2)

・
トリクロロエチレン等を含む産業廃棄
物を生ずる事業場の管理体制(34-03)

・
特別管理産業廃棄物の拡充(40-
2)(41-1)

・
特別管理産業廃棄物（トリクロロエチ
レン等を含む廃油等を生ずる施設）の
追加

・
ダイオキシン類対策（焼却許可施設の
対象拡大、構造・維持管理基準）(250)

・
有害な産業廃棄物に係る判定基準
の改正(119-02)

・ 鉛又は砒素の基準強化

廃棄物の定義等 ・ 廃棄物の定義(35-01) ・
特別管理一般廃棄物及び特別管理産
業廃棄物の新設(181)

・ 輸入廃棄物の取り扱い(28-1) ・
設置許可が必要な廃棄物の焼却施設
の範囲の見直し(251)

・
安定型産業廃棄物に係る見直し（工
作物の新築等で生じた廃棄物の措
置）(299-1)

・
一般廃棄物と産業廃棄物の混焼焼却
施設の取り扱い(251)

・ 廃棄物の最終処分場(251)

廃棄物収集運搬基
準

・
廃棄物の収集、運搬および処分の
基準（基本的な考え方）(84-1)

・ 収集又は運搬の基準(181-2)(182-1)

・ 廃棄物の埋立処分の基準(84-2) ・ PCBに関する処分基準の整備(360-1) ・ 一般、産業廃棄物の処分基準(45-1) ・
トリクロロエチレン等を含む産業廃棄
物の処分の委託の基準(34-02)

・
中間処理又は再生の基準(181-
3)(182-1)

・
船舶からの埋立場所等への排出に関
する基準(28-2)

・
自動車等破砕物は安定型産業廃棄物
としての埋立処分の禁止(40-2)

・
産業廃棄物の海洋投入処分基準を強
化（ロンドン条約）

・
焼却施設の技術上の基準（DXN類対
策）(251)

・
有害な産業廃棄物の埋立処分基準の
強化(299-2)

・
廃棄物の海洋投入処分の基準(84-
3)

・
有機塩素化合物に関する処分基準の
整備(360-2)

・
海令に規定する排出方法等の基準の
改正(45-2)

・
トリクロロエチレン等を含む産業廃棄
物の処分方法(34-04)

・ 埋立処分の基準(181-4)(182-1) ・ 輸入廃棄物の海域での焼却 ・
自動車等破砕物の処理基準の改正
(40-4)(41-2)

・
焼却に係る廃棄物処理基準の明確化
(251)

・
PCBに係る埋立処分基準の見直し
(299-3)

・
油分を含む汚でい及び油分を含む廃
酸又は廃アルカリの海洋投入処分基
準(360-3)

・ 海洋投入処分の基準(181-5)(182-1) ・
最終処分場対策（ミニ最終処分場を許
可・届出対象）(250)

その他 ・
下水の水質の検定方法の改正
(119-03)

・
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
施行令別表第五(35-02)

・
産業廃棄物処理施設の使用開始報告
書の提出の廃止

・
産業廃棄物の排出事業者及び処理業
者の指導(35-03)

・
技術管理者の認定講習の受講資格の
緩和

通知

産業廃棄物、特別
管理廃棄物（有害
廃棄物）の区分

・
廃棄物焼却炉から排出されるばい
じん等の特別管理廃棄物への指定
(18-1)

・
と畜場及び食鳥処理場における家
畜の解体等に伴って生ずる不要物
（動物系固形不要物）(444)(445)

・
産業廃棄物の明確化（コンクリートく
ず）(28-1)(29-1)

・
PCB廃棄物の適正な処理（PCB汚染
物の追加等）(08-1)

・
物品賃貸業に係る木くず、パレットを
産業廃棄物に追加

廃棄物の定義等 ・
石綿含有一般廃棄物、産業廃棄物
(01-1)

廃棄物収集運搬基
準

・
産業廃棄物の収集運搬に係る表示及
び書面備え付けの義務付け(03-4)

・
特定家庭用機器廃棄物の適正処
理の一層の確保(266)

・ し尿等の海洋投入処分の禁止(28-2) ・
産業廃棄物処理業（処理施設）の許
可申請等に係る提出書類等の改正等
(08-2)(06-2)

・
熱分解に係る廃棄物処理基準の明確
化(03-1)

・
石綿含有一般廃棄物、産業廃棄物の
処理基準(01-2)

・
特別管理廃棄物に係る処理基準の
改正(18-2)

・
産業廃棄物処理業の許可を要しない
者の追加(措置命令代執行)(28-
4)(29-4)

・
牛海綿状脳症に係る産業廃棄物処理
業の許可の特例(06-1)

・
ミニ処分場等に係る廃棄物の埋立処
分基準の具体化・明確化(03-2)

・
石綿含有産業廃棄物等の溶融施設
(01-2)

・
ばいじん、燃え殻等の飛散及び流
出の防止措置(18-3)

・
産業廃棄物の委託基準の追加関係
(委託契約書の保存義務の追加)(28-
3)(29-3)

・
最終処分場の残余容量の定期的な把
握及び記録・閲覧の義務付け(03-3)

・
廃棄物処理業の許可に係る欠格要
件の追加(18-4)

その他 ・ その他DXN類関係(18-6) ・
再生利用認定申請に係る提出書類の
変更(28-4)

・
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲渡し及
び譲受けの制限の例外の追加(06-3)

・
最終処分場に係るほう素等の排水基
準の適用(03-5)

・
その他 石綿含有一般廃棄物、産業
廃棄物に関する事項(01-2)

平成9年政令第269号

H11.7.1 環水企266
             生衛発984
H12.1.17  環水企18
                生衛発41

H16.4.1   環廃対発040401008
            環廃産発040401005
H16.4.1   環廃産発第040401006

H17.2.18   環廃対発第050218003
             環廃産発第050218001

H13.10.17 環産廃444号
H13.10.17 環産廃445号

1999年(H11年)

平成16年政令第296号

H7.12.27 衛産119号
改訂(H10.11.13 生衛発1631号)
H7.12.27 衛産120号

平成7年政令第290号

H1.9.18 衛産34号
H1.9.18 衛産35号

廃棄物処分（処
理）基準

廃棄物処分（処
理）基準

平成11年政令第161号

S49.12.3 環整119号
S49.12.24 環水規235号

S46.12.27 環水企84
   環894

H7.3.31 衛産40号
改訂(H10.11.13 生衛発1631号)
H7.3.31 衛産41号

H6.2.21 環水企28
 衛環53

H14.1.17 環廃産28号
H14.1.17 環廃産29号

S51.3.17  環水企38
               環整18

H10.7.16 環水企299号

2004年(H16年)

廃棄物処理法施行以前に設置された
埋立地に起因する公共の水域及び地
下水の汚染の防止（処分基準の適
用）(299-4)

・

1997年(H9年)

2004年(H16年)

平成5年政令第385号

1997年(H9年)1995年(H7年)

S52.3.26  環水企45号

平成元年政令第103号 平成9年政令第353号

1989年(H1年)

H18.8.9     環廃対発第070907001
               環廃産発第070907001

2006年(H18年) 2007年(H19年)

平成18年政令第250号 平成19年政令第283号

H18.8.9     環廃対060927001
               環廃産060927002

1995年(H5年)

H9.9.30 衛環250号
H9.9.30 衛環251号

平成16年政令第5号

2001年(H13年)

平成13年政令第331号

1994年(H6年)

平成6年政令第306号

1992年(H4年)

平成4年政令第218号

H4.8.31 環水企181号
H4.8.31 環水企182号

1977年(S52年)

昭和52年政令第25号

2002年(H14年)

平成14年政令第2号

1971年(S46年)

昭和46年政令第300号

（廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行令第三条および第六条に規定
する廃棄物の収集、運搬および処分
の基準の施行）

1975年(S50年)

昭和50年政令第360号

昭和49年政令第363号

（産業廃棄物に含まれる有害物質の
検定方法の一部を改正する件（昭和
49年環境庁告示第65号）

1974年(S49年)



148 
 

表 6-1-3 廃棄物処理法施行規則の変遷 

  

通知

廃棄物の区分 ・ 特別管理一般（産業）廃棄物の追加

責務・制度 ・
し尿浄化槽の維持管理に関する事
項(89-1)(90-1)

・
海洋投入処分に係る規制の強化
(149-1)

・
し尿浄化槽の維持管理基準、清掃基
準の放流水水質基準を強化

・ 廃自動車の広域的処理指定(178-1)

・
新たに加わつた方式のし尿浄化槽に
関する規定を追加

・ 路上放棄車処理協力会(178-1)

・
一般廃棄物処理業（再生利用認
定）(89-2)(90-2)

・
PCBが付着した陶磁器くずのPCB処
理物の基準設定(96-1)

・
一般廃棄物処理業の許可を要しない
者の対象、要件の改正（適正処理困
難物）(133)

・
し尿浄化槽清掃業の許可の技術上
の基準(90-3)

・
産業廃棄物処理業の申請等の添付書
類の追加(96-6)

・
（特別管理）産業廃棄物処理業の許
可申請者の能力の基準見直し(96-7)

廃棄物処理施設 ・
届出を要しない構造又は規模の変
更(90-3)

・
ごみ焼却施設の技術基準、維持管理
基準等(149-2)

・ 技術管理者の報告が不要 ・ 焼却施設の維持管理基準の改正 ・
焼却灰の熱しゃく減量基準の適用除
外

・
ガス化改質方式の構造、維持管理基
準

・
固形燃料化施設の構造、維持管理基
準の設定(96-2)

・
一般（産業）廃棄物処理基準における
廃棄物を焼却する（小規模）焼却設備
の構造(132)

・
昭和46年10月25日環整第45号通知
の改正等(149-2)

・ 産業廃棄物処理責任者の報告が不要 ・ 精密機能検査(96-3)

・
廃棄物処理施設設置者である法人の
分割の認可(96-4)

・
技術管理者等の資格要件の見直し
(96-5)

・
がれき類等の破砕施設の構造、維持
管理基準の設定(96-8)

排出事業者責任

通知

廃棄物の区分

責務・制度

・
産業廃棄物処理業の許可申請の事務
の合理化

・ 引越時に発生する廃棄物の取扱い

廃棄物処理施設 ・
焼却施設の維持管理の基準の見
直し（一酸化炭素濃度基準の適用）

・
産業廃棄物処理施設の設置許可申請
の事務の合理化

・ 軽微な変更

排出事業者責任 ・
産業廃棄物の排出事業者から処理業
者への情報伝達を制度化

1992年(H4年) 2001年(H13年)2000年(H12年)1979年(S53年) 1981年(S55年) 1982年(S56年) 1998年(H10年) 1998年(H10年) 1999年(H11年)1991年(H3年)

H13.3.30 環廃対132
H13.3.30 環廃産204
H13.3.30 環廃対133号

H13.11.30 環廃対516号

H11.4.5 衛環38号

平成10年厚生省令第88号 平成13年環境省令第8号平成11年厚生省令第14号 平成12年厚生省令第152号

H12.12.28 衛環96号

H15.6.25 環廃対発030625002

1994年(H6年)

H10.11.30 衛環96号

昭和53年厚生省令第51号 昭和55年厚生省令第44号

H6.12.28 衛環332号

平成6年厚生省令第80号平成4年厚生省令第65号昭和56年厚生省令第39号 平成3年厚生省令第35号 平成10年厚生省令第93号

廃棄物処理業・収
集運搬業・保管

S53.8.21 環整89号
S53.8.21 環整90号

S55.11.10 環整149・環産45 S56.6.22 環整94号 H4.11.21 衛環292号H3.7.19 衛環178号

2006年(H18年)2003年(H15年)

H10.11.17 生衛発1634号
H10.11.17 衛環91号

廃棄物処理業・収
集運搬業・保管

平成13年環境省令第38号

2001年(H13年)

平成13年環境省令第33号

H13.10.19 環廃対441
H13.10.19 環廃産460

平成15年環境省令第19号

2001年(H13年)

平成18年環境省令第20号

H18.5.26 環廃産060526004号



149 
 

  表 6-1-4 廃棄物最終処分場の変遷 

 

1970年(S45年) 1976年(S51年) 1991年(H3年) 1997年(H9年) 1997年(H9年) 1997年(H9年) 1999年(H11年) 2004年(H16年) 2004年(H16年) 2005年(H17年) 2011年(H23年)

昭和45年法律第137号 昭和51年法律第68号 平成3年法律第95号 平成9年法律第85号 平成9年政令第269号 平成9年政令第353号 平成11年政令第161号 平成16年法律第40号 平成16年政令第296号 平成17年法律第42号 平成22年法律第34号

S46.9.24施行 S52.3.15施行 H4.7.4施行 H9.12.1施行 H17.4.1施行

遮断型 全て - 届出 許可 許可

1,000m2以上 - 届出 許可 許可

1,000m2未満 - - - 許可

3,000m2以上 - 届出 許可 許可

3,000m2未満 - - - 許可

市町村設置 - 届出 届出 届出

市町村以外設置 - 届出 許可 許可

1,000m2以上 処分基準 処分基準

1,000m2未満 処分基準 処分基準

1,000m2以上 処分基準 処分基準・共同命令 処分基準・共同命令 処分基準・共同命令

1,000m2未満 処分基準 処分基準 処分基準・共同命令 処分基準・共同命令

処分基準 処分基準 処分基準 処分基準（明確化）

処分基準 処分基準 処分基準 処分基準（明確化）

遮断型 全て - 対象

1,000m2以上 - 対象 対象 対象

1,000m2以下 - 対象 対象 対象

3,000m2以上 - 対象 対象

3,000m2以下 - 対象 対象

市町村設置 - 対象

市町村以外設置 - 対象 対象 対象

H7.3.31 衛産40号 H14.3.29  環廃産183号

1,000m2以上 -

1,000m2以下 -

市町村設置 -

市町村以外設置 -

3,000m2以上 -

3,000m2以下 -

遮断型 全て -

※ミニ処分場：廃棄物処理法施行令（平成9年政令第269号）の施行前に設置された許可又は届出の対象となる規模要件に満たない廃棄物の最終処分場（3,000m2 未満の安定型処分場又は1,000m2 未満の管理型処分場）

鉛又は砒素の基準強化

廃棄物処理施設の維持管理情

報の公開

ミニ処分場等に係る廃棄物の埋

立処分基準の具体化・明確化

①必要な設備の設置

（遮水工、保有水等集排水設

備、浸出液処理設備、開渠）

②放流水等の水質の維持

水質検査頻度：排水基準等に

係る項目のうち、

pH・BOD・COD・SS・T-Nを除く

項目：一年に一回以上、pH等：

一月に一回以上

③周縁地下水の水質確認

最終処分場の残余容量の定期

的な把握及び記録・閲覧の義

務付け

最終処分場に係るふっ素、ほう

素等の排水基準の適用

１ 維持管理積立金の積立て義

務違反への措置

２ 許可の取消しに伴う措置

３ 最終処分場の設置者であっ

た者等に係る維持管理積立金

の取戻し

４ 行政代執行に係る維持管理

積立金の取戻し

廃棄物処理施設の定期検査制

度（市町村設置を除く最終処分

場）

ばいじん、燃え殻等の飛散及び

流出の防止措置

最終処分場の埋立処分の終了

の届出及び廃止の確認

安定型産業廃棄物に係る見直

し（廃プリント配線板等埋立禁

止、工作物の改築等による廃棄

物の措置）

国又は地方公共団体(港務局を

含む。)以外の者が設置する一

般廃棄物の最終処分場及び管

理型産業廃棄物の最終処分場

であって、平成10年6月17日以

降に埋立処分を開始するもの

が対象

最終処分場の届出台帳

平成18年4月1日以降、すべて

の最終処分場に維持管理積立

金制度を適用する。

国又は地方公共団体以外の者

が設置する安定型産業廃棄物

最終処分場も追加。（施行日

（平成17年4月1日）以降に埋立

処分を開始するものが対象）

廃棄物が地下にある土地の形

質の変更に係る改正（最終処分

場跡地等形質変更規制）

・平成11年6月17日以後は、処

分基準を、廃棄物処理法施行

以前に設置された埋立地につい

ても適用。

ミニ処分場

備考

一般廃棄物

備考

新たに廃棄物の最終処分場を

設置等の届出を要する廃棄物

処理施設とする

・市町村が一般廃棄物処理計

画に従い一般廃棄物を処分す

るために一般廃棄物処理施設

の設置等を行う場合を除き、一

般廃棄物処理施設の設置等は

従来の届出制から許可制。

・廃棄物処理施設の設置を許可

制

安定型

一般廃棄物

法施行
(S46.9.24)前

法施行
(S46.9.24)後

備考

廃棄物処理施設の維持管理に

関する記録の作成及び閲覧

最終処分場のうち、許可又は届

出の対象とならない小規模な施

設(ミニ処分場)において、最終

処分場の面積要件を廃止し、す

べての最終処分場を許可又は

届出の対象

PCBに係る埋立処分基準の見

直し

規模等形式

使用前検査

一定（1,000m2）以上規模の最

終処分場に技術上の基準を定

める共同命令が適用

※共同命令（一般廃棄物の最

終処分場及び産業廃棄物の最

終処分場に係る技術上の基準

を定める命令）

埋立地からの浸出液による公

共の水域及び地下水の汚染を

防止するための次に掲げる措

置（遮水工や浸出液処理設備）

が講じられていること。

ただし、公共の水域及び地下

水の汚染を防止するために必

要な措置を講じた一般廃棄物

のみを埋め立てる埋立地につい

てはこの限りではない。

廃掃法が施行され、規模に係わ

らず処分基準が適用。

※処分基準（廃棄物処理法施

行令第３条第３号ロ）

埋立処分の場所からの浸出

液によって公共の水域及び地

下水を汚染するおそれがある場

合には、そのおそれがないよう

に必要な措置を講ずること。

管理型

設
置
手
続

管理型

管理型

維
持
積
立
金

処
分
基
準
・
共
同
命
令

安定型

一般廃棄物

安定型

その他制度

有害な産業廃棄物の埋立処分

基準の強化

排
水
基
準

廃棄物処理施設における応急

の措置に係る記録の作成義務

の明確化

H14.4.1施行

ほう素、ふっ素及びその化合物

並びにアンモニア、アンモニウ

ム化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物を追加

※暫定的排水基準を3年間適用
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表 6-1-5 廃棄物処理法の特定施設 

 

産業廃棄物処理施設 特定施設（廃棄物処理法 施行令第7条）

規模

1 処理能力が10m3/日を超えるもの 焼却施設

天日乾燥以外 処理能力が10m3/日を超えるもの 破砕施設

天日乾燥 処理能力が100m3/日を超えるもの 汚泥関係

次のいずれかの場合

イ）処理能力が5m3/日を超えるもの

ロ）処理能力が200kg/時以上のもの

ハ）格子面積が2m2以上のもの

4 処理能力が10m3/日を超えるもの

次のいずれかの場合

イ）処理能力が1m3/日を超えるもの

ロ）処理能力が200kg/時以上のもの

ハ）火格子面積が2m2以上のもの

6 処理能力が50m3/日を超えるもの

7 処理能力が5t/日を超えるもの

次のいずれかの場合

イ）処理能力が100kg/日を超えるもの

ロ）火格子面積が2m2以上のもの

8の2 処理能力が5t/日を超えるもの

9 すべて

10 すべて

11 すべて

11の2 すべて

12 すべて

12の2 すべて

13 すべて

次のいずれかの場合

イ）処理能力が200kg/時以上のもの

ロ）火格子面積が2m2以上のもの

すべて

すべて

すべて

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設

廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物の焼却施設

廃PCB等、PCB処理物の分解施設

廃PCB等、PCB処理物の洗浄施設、分離施設

施設の種類

産業廃棄物の焼却施設（汚泥、廃油、廃プラス
チック類、廃PCBを除く）

イ）遮断型産業廃棄物最終処分場

木くず、がれき類の破砕施設

有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設

廃油の油水分離施設

汚泥の乾燥施設

汚泥（PCB処理物を除く）の焼却施設

廃プラスチック類の破砕施設
中
間
処
理
施
設

最
終
処
分
場 ロ）安定型産業廃棄物最終処分場

ハ）管理型産業廃棄物最終処分場

廃油（PCB処理物を除く）の焼却施設

汚泥の脱水施設

2

14

3

5

13の2

水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設

汚泥、廃酸、廃アルカリに含まれるシアン化合物
の分解施設

廃酸、廃アルカリの中和施設

廃プラスチック類（PCB汚染物、PCB処理物を除
く）の焼却施設

8
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表 6-1-6 産業廃棄物管理票制度（マニフェスト）の変遷 

 
マニュフェスト対象 事業者責任、マニフェスト保存義務 措置命令・罰則 マニフェスト記載事項・表示事項 契約書記載事項

1976年(S51
年)

昭和51年
法律第68号

事業者の産業廃棄物の処理（マニフェスト以前）(36-3)
有害な産業廃棄物の処分(海洋投入処分を除く。)を委託するときは、必要な事項を記載した
文書を交付する。

1991年(H3年) 平成3年
法律第95号

特別管理産業廃棄物にマニフェストの使用義務づけ（特別管理産業廃棄物管理票）(232-3)
特別管理産業廃棄物管理票制度は、排出事業者がその処理を委託した特別管理産業廃棄
物の移動及び処理の状況を自ら把握する制度。

1997年(H9年) 平成9年
法律第85号

産業廃棄物管理票制度（全ての産廃に拡大）、電子情報処理組織の創設(1631)
①産業廃棄物管理票制度の適用範囲

従前の特別管理産業廃棄物管理票制度の適用範囲を、すべての産業廃棄物に拡大した。

②電子情報処理組織の使用
事業者は、管理票に代えて、電子情報処理組織を使用して、委託した廃棄物の処理の終

了を確認でき、この情報の中継等を行う情報処理センターを、全国を通じて一個に限り指定
する制度を設ける。

③事業者が管理票の写しの送付を受けるまでの期間を、特別管理産業廃棄物以外の産業
廃棄物は90日、特別管理産業廃棄物は、従来どおり60日とする。また、期間内に管理票の
写しの送付がない場合に事業者が都道府県知事に提出する産業廃棄物管理票未回収報告
書は、様式を改正し、原則として管理票一枚につき一通提出する。

④産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、同一の都道府県の区域内に設置が短期間で
あり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合、当該2以上の事業場をまとめて報
告できる。

⑤産業廃棄物の処理をその事務として行う市町村又は都道府県への産業廃棄物の処理の
依頼は、委託に該当する。当該市町村又は都道府県に産業廃棄物の運搬又は処分を委託
する場合、管理票の交付は不要であるが、委託者には委託基準が適用される。

①措置命令の対象の拡大（ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ未交付）(1112)
産業廃棄物管理票を交付せず、又は管理票に虚偽の記載をした者及び電子情報処理組織

を使用する場合に虚偽の登録を行った者を措置命令の対象者として追加。

②罰則の適用等(1631)
管理票に虚偽を記載し、又は電子情報処理組織を使用する場合に虚偽の登録を行ったと

きは、30万円以下の罰金。

管理票の記載事項の追加(1631)
① 運搬を受託した者が積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所
の所在地
② 産業廃棄物の荷姿
③ 運搬を受託した者が積替え又は保管の場所において有価物の拾集を行おうとする場合
には、拾集量の見込み
→運搬受託者の記載事項として、積替え又は保管の場所において有価物の拾集を行った場
合の拾集量を追加。

委託契約書の記載事項(37-8)
委託契約書に含まれていなければならない事項

改正前：委託する産業廃棄物の種類及び数量、運搬を委託するときには運搬の最終目的
地の所在地、処分又は再生を委託するときはその処分又は再生の場所の所在地及びそ
の処分又は再生の方法。
改正後
①施設の処理能力(処分又は再生の委託の場合)
②積替え又は保管の場所に関する事項(運搬の委託の場合)
③委託契約の有効期間
④委託者が受託者に支払う料金
⑤産業廃棄物の性状等委託者の有する適正な処理のために必要な事項に関する情報

2000年(H12
年)

平成12年
法律第105号

マニフェストによる確認の義務づけ（最終処分までの確認）(1469)(78-10)
改正前：これまでの制度では、事業者が産業廃棄物の中間処理を委託した場合にあって
は、中間処理の終了しか確認できない仕組み
改正後：事業者が最終処分の終了した旨の記載がされた管理票の写しの送付を受けること
により、最終処分の終了を確認させることなどを目的として、次のとおり制度を強化。
①最終処分業者は、中間処理業者に送付している管理票の写しに、最終処分の終了した旨
を記載し、中間処理業者は、最終処分の終了した旨を記載した管理票の写しを事業者へ送
付。
→事業者が産業廃棄物の中間処理を委託した場合、中間処理業者から最終処分終了を記
載がした産業廃棄物管理票の写しの送付を受け、最終処分の終了を確認できる。

②事業者は、最終処分の終了した旨を記載した管理票の写しの送付がないときに、状況把
握及び適切な措置を講ずる。
→事業者は、交付の日から180日以内に最終処分の終了した旨が記載された管理票の写し
の送付を受けないときは、処理の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生
の防止のために必要な措置を講じ、さらにその講じた措置等を都道府県知事に報告。

③中間処理業者は、最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたとき
は、事業者から交付された管理票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年
月日を記載し、当該管理票に係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正
に終了したことを確認の上、10日以内に事業者にその写しを送付する。また、中間処理業者
におけるこれらの管理票に係る義務の履行を確保するため、管理票に係る事項を帳簿の記
載事項に追加。

④電子情報処理組織を使用するとき、産業廃棄物を引き渡した後3日以内に情報処理セン
ターに登録。この期間に登録がなされないときは、管理票の不交付となる。

管理票の不交付等の罰則を新設(78-10)
①管理票の不交付、管理票の写しの不送付、保存義務違反などを罰則の対象に追加し、措
置命令の対象者の要件に追加。

②産業廃棄物処理業者又は特別管理産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の運搬又は処
分を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をした管理票を交付した場合、罰則の対
象。

措置命令の強化(1469)
排出事業者の処理責任の原則を徹底し、産業廃棄物の適正処理を確保するため、次のとお
り措置命令を強化。
①
改正前：措置命令の対象は、対象者が投棄者又は投棄者に直接処理を委託した者であって
委託基準に違反した者若しくは管理票を交付しなかった者等に限る。
改正後：不適正処分された産業廃棄物の発生から処分に至る一連の処理の行程において
管理票に係る義務に違反した者、不適正処分等に関与した者を措置命令の対象者に追加。

② 事業者が管理票に係る義務等に違反しない場合、一定の要件の下に事業者を措置命令
の対象。
【対象例】
・不適正処分を行った者等に資力がなく、かつ、適正な処理料金を負担していない
・不適正処分が行われることを知り、又は知ることができたときなど注意義務に照らして事業
者に支障の除去等の措置を採らせることが適当

2002年(H14
年)

平成14年
政令第2号

産業廃棄物の委託基準の追加関係(委託契約書の保存義務の追加)(28-3)
契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後から環境省令で定める期間保存す
ることを委託基準として追加した。
（保存期間は、マニフェストなどと同様五年間）

2004年(H16
年)

平成16年
政令第296号

産業廃棄物の収集運搬に係る表示及び書面備え付けの義務付け(03-4)
①産業廃棄物収集運搬業者であって、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を使用している者
は、当該収集運搬に係る許可証の写し及び産業廃棄物管理票を備え付ける。なお、複数の
運搬車で一枚の産業廃棄物管理票が交付されている場合、いずれかの運搬車に産業廃棄
物管理票を備え付ける。

②電子マニフェストを使用している者は当該収集運搬に係る許可証の写し、情報処理セン
ターが発行する電子情報処理組織の使用を証する書面及び
ア 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
イ 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
ウ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
エ 運搬先の事業場の名称及び連絡先、
を記載した書面を備え付ける。

2005年(H17
年)

平成17年
法律第42号

産業廃棄物の運搬、処分を受託した者に対する管理票保存の義務付け

①運搬受託者の保存義務
・管理票交付者から処分を委託された者がないとき、管理票交付者に管理票の写しを送付し
た日から当該管理票を５年間保存
・管理票交付者から処分を委託された者があるとき、処分受託者から管理票の写しの送付を
受けた日から当該管理票の写しを５年間保存

②処分受託者の保存義務
・管理票交付者に管理票の写しを送付した日から当該管理票を５年間保存

※これらの義務に違反した場合には原状回復等の措置命令及び罰則の対象。

管理票の義務違反に係る罪の法定刑の引き上げ
①管理票の義務違反に係る罪の量刑を「50万円以下の罰金」から「6月以下の懲役又は50
万円以下の罰金」に引き上げた。
→管理票に虚偽の記載をする等して産業廃棄物の不適正処理を隠蔽する行為等

②産業廃棄物の処理を受託した者が、当該処理を終了せず、又は最終処分を終了した旨が
記載された管理票の写しの送付等を受けずに、管理票の写しを送付する行為等は、罰則を
適用。

産業廃棄物管理票制度違反に係る勧告に従わない者についての公表及び命令措置の導入
(04-2)

勧告を受けた事業者、運搬受託者又は処分受託者がその勧告に従わないとき、都道府県
知事がその旨を公表し、公表後、勧告に係る措置をとらなかったとき、当該事業者に対し、都
道府県知事がその勧告に係る措置をとるべきことを命じ、その命令に違反した者は、罰則の
対象。

運搬受託者・処分受託者による管理票の記載項目の追加(04-3)
①既に管理票に記載することとされていた運搬担当者又は処分担当者の氏名に加え、運搬
受託者又は処分受託者の氏名又は名称も記載。

②産業廃棄物処理業者が排出事業者から実際には処理を受託していないにもかかわらず、
自己の印を押印した管理票を交付する等の行為は、虚偽の管理票の交付に該当。

2011年(H23
年)

平成22年
法律第34号

排出事業者に対する管理票保存の義務付け等(04-11)(05-10)(05-12)
①管理票を交付した者は、当該管理票の写しを交付した日からマニフェストを５年間保存。
→保存すべき産業廃棄物管理票の写しは、「Ａ票」

②産業廃棄物の運搬受託者又は処分受託者は、委託者が管理票を交付する場合、管理票
の交付を受けていないにもかかわらず産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、電
子マニフェストを利用できる運搬受託者又は処分受託者が、電子マニフェストを利用し、情報
処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求
められた場合は、この規定は適用しない。

③管理票交付者は、産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる通知を受けたとき、生
活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じる。また、通知を
受けた際に産業廃棄物処理業者等に引き渡した産業廃棄物の処理が終了した旨のマニフェ
ストの送付を受けていないときは、通知を受けた日から30日以内に都道府県知事に規則様
式による報告書を提出する。
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６－２．最終処分場の各段階における基準等 
６－２－１．最終処分場の設置時の検討  

 

 最終処分場の構造は、埋め立てられる廃棄物の種類や性状により、(1)一般廃棄物最終処

分場および産業廃棄物管理型最終処分場、(2)安定型最終処分場、(3)遮断型最終処分場に区

分されている。 

 最終処分場の設置目的は、廃棄物を適切に埋立処分するためであり、埋立処分の目的は、

生活環境の保全上支障が生じない方法で、廃棄物を適切に貯留し、自然界の代謝機能を利用

し安定化することにある。したがって、最終処分場は埋立処分の目的を達成するために必要

な機能を満足するものでなければならない。 

 すなわち、最終処分場は、廃棄物を安全に貯留するための貯留機能、および自然界の代謝

機能を利用し安定化、無害化を促進し、さらに生活環境の保全を図るための処理機能を有す

ることが求められている。 

 管理型最終処分場の各施設および設備の目的および機能としては、以下のようになる。 
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表 6-2-1-1 最終処分場の構造基準の概要 

 

 
 

 

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令
（昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号）
※文中下線部は改正部分を指す。○従来より適用、◎平成１０年６月１７日改正により適用、×適用無し

安定 管理 遮断

埋立地の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。 ○ ○ ○ ○
（閉鎖された埋立地を埋め立て処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにすることが

できる囲い、杭その他の設備を設ける）
◎ ◎ ◎ ×

２) 入口の見やすい箇所に、最終処分場(遮断型最終処分場については有害な特別管理産業廃棄物又は有害な
産業廃棄物の最終処分場)であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。

○ ○ ○ ◎

３) 地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられる設備の沈下を防止する必要がある場合は、適当な地滑り

防止工又は沈下防止工が設けられていること。
○ ○ ○ ○

廃棄物の流出防止のための擁壁、堰堤その他の設備であって、次の要件を備えたものが設けられているこ

と。

イ.自重、土圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。

ロ.廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。

埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられてい

ること。

イ.廃棄物の保有水及び雨水等（保有水等）の埋立地からの浸出を防止することができる次の要件を備えた遮

水工又はこれと同等以上の遮水効力を有する遮水工を設けること。

（ただし埋立地の側面又は底面に、不透水性地層（厚さ５ｍ以上、透水係数が100nm/秒(=1×10－５cm/秒)
以下の地層若しくはルジオン値1以下の岩盤又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層）がある部分に

ついては、この限りでない。）

(1)次のいずれかの要件を備えた遮水層を有すること。

（基礎地盤の勾配が50%以上であって、内部水位が達しない部分については、基礎地 盤に吹き付けられたモ
ルタルに遮水シート又はゴムアスファルトが敷設されていること。)

(イ)厚さ50cm以上、透水係数が10nm/秒(=1×10－６cm/秒)以下である粘土等の層に遮水シートが敷設され

ていること。

(ロ)厚さ5cm以上、透水係数が1nm/秒(=1×10－７cm/秒)以下であるアスファルト・ コンクリートの層に遮水
シートが敷設されていること。

(ハ)不織布その他の物の表面に二重の遮水シート(二重の遮水シートの間に車両の走行等の衝撃により双

方のシートが同時に損傷することを防止できる不織布その他の物が設けられているものに限る。)が敷設され

ていること。

(2)遮水層の下部に必要な強度を有し、平らな基礎地盤が設けられている こと。

(3)遮水層の表面に遮光性を有する不織布その他の物が敷設されていること。

ロ.埋立地地下全面に、不透水性地層がある場合は次のいずれかの要件を備えた遮水工を設けること。

(1)薬剤等の注入により、不透水性地層までの地盤のルジオン値が１以下となるまで固化されていること。

(2)厚さ50cm以上、透水係数が10nm/秒(=1×10－６cm/秒)以下である連続壁が不透水性地層まで設けられ

ていること。

(3)鋼矢板が不透水性地層まで設けられていること。

(4)イ(1)から(3)に掲げる要件。

ハ.地下水により遮水工が損傷するおそれがある場合には管渠 (かんきょ)その他の地下水集排水設備を設け

ること。

ニ.保有水等を有効に集め速やかに排出することができる堅固で耐久力を有する構造の管渠(かんきょ)その

他の保有水等集排水設備を設けること。

（ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地であって、腐敗せず保有水が生じない廃棄物の
みを埋め立てる場合については、この限りでない。)

ホ.保有水等の水量及び水質の変動を調整することができる耐水構造の調整池を設けること。

ヘ.保有水等を次の排水基準等に適合させることができる浸出液処理設備を設けること。

・総理府令排水基準(BOD,COD,SSについては、それぞれ60、90、60mg/l以下と強化)

・維持管理計画上の基準

６) 埋立地の周囲には、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他

の設備が設けられていること。
○ × ○ ○

次の要件を満たす外周仕切設備が設けられていること。

(1) 日本工業規格Ａ1108（コンクリート圧縮強度試験方法）により測定した一軸圧縮強度が25N/mm２以上の

水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35㎝以上であること又はこれと同等以上の遮断

の効力を有すること。

(2) 自重、土圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全な要件を備えていること。

(3) 埋め立てた廃棄物と接する面が遮水の効力、腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。

(4) 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。

(5) 目視等により点検できる構造であること。

８) 面積50㎡超又は容量250m３超の埋立地は、７)(1)から(4)までの要件を備えた内部仕切設備により、一区画

の面積が概ね50㎡超又は一区画の容量が250m３超とならないように区画すること。
× × × ◎

９) 擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合には埋立地内の雨水等を排出する設備が設けられてい
ること。

× ◎ × ×

10) 水質検査を行うための浸透水採取設備が設けられていること。 × ◎ × ×

基準の内容 一廃
産 廃

１)

◎ ×

４) ○ ○ ○

◎７) × × ×

×

５) ◎ ×
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６－２－２．最終処分場の維持管理の検討 
 

 最終処分場管理の最終目的は埋め立てた廃棄物を安全に貯留保管し、廃棄物層を安定化

させたのちに生活環境保全上支障のないことを確認したうえで早期に廃止させることであ

る。そのためには、受け入れる廃棄物の量と質の管理を行う「搬入管理」、受け入れた廃棄

物を安全に貯留保管させ、かつ早期に安定化させる「埋立作業管理」、最終処分場を構成す

る施設を機能させるための「施設管理」および「環境管理」が適切に行わなければならな

い。 

 

 

 

 

表 6-2-2-1 最終処分場の維持管理基準の概要（１） 

 

 
  

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令
（昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号）

※文中下線部は改正部分を指す。○従来より適用、◎平成10年6月17日改正により適用、×適用無し

安定 管理 遮断
１) 埋立地外に廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずるこ

と。
○ ○ ○ ○

２) 最終処分場外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。 ○ ○ ○ ○
３) 火災発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その

他の消火設備を備えておくこと。
○ ○ ○ ○

４) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように薬剤
の散布 その他必要な措置を講ずること。

○ ○ ○ ○

囲いは、みだりに人が立ち入るのを防止することができるようにしておく
こと。

○ ○ ○ ○

閉鎖された埋立地を埋め立て処分以外の用に供する場合においては、埋立
地の範囲を明らかにしておくこと）

◎ ◎ ◎ ×

６) 立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべ
き事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を
講ずること。

○ ○ ○ ○

７) 擁壁等を定期的に点検し、損壊するおそれがあると認められる場合に
は、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。

○ ○ ○ ×

8 廃棄物を埋め立てる前に遮水工を砂その他のものにより覆うこと。 ◎ × ◎ ×
９) 遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認

められる場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ず
ること。

○ × ○ ×

最終処分場の周縁の２箇所以上の場所から採取した地下水又は地下水集
排水 設備より採取した水の水質検査を次により行うこと。

◎＊ ◎ ◎

ロ.埋立開始後、地下水等検査項目を１年に１回以上測定・記録すること。 ◎ ◎ ◎ ◎
ハ.埋立開始後、電気伝導率又は塩化物イオン濃度を１月に１回以上測定・
記録すること。

◎ × ◎ ◎

ニ.電気伝導率又は塩化物イオン濃度に異状が認められた場合には、速やか
に 再 度測定・記録するとともに地下水等検査項目についても測定・記録す
ること。

◎ × ◎ ◎

11) 地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化（その原因が当該
最終処 分場以外にあることが明らかな場合を除く）が認められる場合は、そ
の原因 の 調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

◎ ◎ ◎ ◎

12) 雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地については、埋立地に
雨水が入らないように必要な措置を講ずること。

○ × ○ ○

13) 調整池を定期的に点検し、損壊するおそれがあると認められる場合には、速
やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。

◎ × ◎ ×

10)

イ.埋立開始前に地下水等検査項目、電気伝導率及び塩化物イオン濃度を
測定・記録すること。

◎
*：電気伝導率、塩化物イオン除

基準の内容 一廃
産 廃

５)
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表 6-2-2-2 最終処分場の維持管理基準の概要（２） 

  

 

  

浸出液処理設備の維持管理は次により行うこと。
イ.放流水の水質が排水基準等に適合することとなるように維持管理するこ
と。

◎ × ◎ ×

ロ.浸出液処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異状を認めた場合には
速やかに必要な措置を講ずること。

○ × ○ ×

ハ.放流水の水質検査を次により行うこと。
(1)排水基準等に係る項目について１年に１回以上測定・記録すること。
(2)水素イオン濃度、BOD、COD、SS、窒素について１月に１回以上測定・記
録すること。

15) 開渠その他の設備の機能を維持するため、開渠に堆積した土砂等の速やか
な 除去その他の必要な措置を講ずること。

○ × ○ ○

通気装置を設けて埋立地から発生するガスを排除すること。
（ ただし、ガスを発生するおそれのない廃棄物のみを埋め立てる場合
を除く。）
埋立処分が終了した埋立地は、厚さがおおむね50cm以上の土砂等の
覆いによ り開口部を閉鎖すること。
（ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地について
は、遮水工と同等以上の効力を有する覆いにより閉鎖すること。）

18) 閉鎖した埋立地については、覆いの損壊を防止するために必要な措置を講
ずること。

◎ × ◎ ×

19) 埋め立てられた廃棄物の種類、数量及び最終処分場の維持管理に当たって
行 った点検、検査その他の措置の記録を作成し、廃止までの間保存するこ
と。

◎ ◎ ◎ ◎

20) 埋立地のたまり水は、埋立開始前に排除すること。 × × × ○
21) 外周仕切設備及び内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損

壊又は 保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やか
に新たな廃棄物の 搬入及び埋立処分を中止させるとともに、設備の損
壊又は保有水の浸出を防止 するために必要な措置を講ずること。

× × × ○

22) 埋立処分が終了した埋立地は、速やかに外周仕切設備と同等の覆い
により閉 鎖すること。

× × × ◎

23) 閉鎖した埋立地については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は
保有水 の浸出のおそれがある場合には、速やかに覆いの損壊又は保
有水の浸出を防止 するために必要な措置を講ずること。

× × × ○

24) 廃棄物を埋め立てる前に、展開検査を行い、安定型産業廃棄物以外の廃棄
物 の付着又は混入が認められる場合には廃棄物を埋め立てないこと。

× ◎ × ×

25) 浸透水について地下水等検査項目を１年１回以上、BOD又はCODを１
月に１回（埋立終了後は３月に１回）以上、水質を測定・記録すること。

× ◎ × ×

次に掲げる場合には、速やかに、廃棄物の搬入及び埋立処分を中止すると
ともに、生活環境保全上必要な措置を講ずること。
(1)浸透水に係る地下水等検査項目の水質検査の結果基準に適合していな
い場合。
(2)BOD又はCODの水質検査の結果、BODが20mg/l又はCODが40mg/lを
超えている場合。

27) 埋立処分が終了した埋立地を、埋立処分以外の用に供する場合は、厚
さがお おむね50cm以上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。

× ◎ × ×

28） 27）により閉鎖した埋立地については、覆いの損壊を防止するために必要な
措 置を講ずること。

× ◎ × ×

26) × ◎ × ×

16) ○ × ◎ ×

17) ◎ × ◎ ×

14)

◎ × ◎ ×
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表 6-2-2-3 最終処分場の維持管理に関する放流水等の水質の規制 

 
  

（単位：mg/L）

放流水基準 保有水基準

埋立
開始前

埋立開始
～廃止

埋立開始
～廃止

廃止時（廃止

前2年間）

埋立
開始前

埋立開始
～廃止

廃止時
埋立開始
～廃止

廃止時
埋立
開始前

埋立開始
～廃止

廃止時

1回3) 1回/年 － － 1回 1回/年 基準※1 1回/年 基準※1 1回 1回/年 基準※1

－ 1回/月 － － － － － － － － 1回/月 －

1回 － － － － － － － － 1回 － －

－ － － － － － － 1回/月 基準※2 － － －

－ － 1回/月 1回/3か月 － － － － － － － －

－ － 1回/年 1回/6か月 － － － － － － － －

1回 1回/年 1回/年 － － － － － － － － －

維持管

理基準１） 廃止基準
１） 維持管

理基準
廃止基準 廃止基準

1 不検出

2 0.0005

3 0.003

4 0.01

5 -

6 0.05

7 0.01

8 不検出
9 不検出

10 0.01
11 0.01
12 0.02
13 0.002
14 0.004
15 0.1
16 -
16 0.04
17 1
18 0.006
19 0.002
20 0.006
21 0.003
22 0.02

23 0.01

24 0.01

25 0.05

26 0.002

海域以外
海域

海域以外

海域

29 -

海域以外
海域

31 20 20 -

32 40 - -

33 -
鉱油
動植物油脂

35 -
36 -

37 -

38 -
39 -
40 -

41 -

42 -

43 -

44 -ダイオキシン類 1pg―TEQ／L 13） １0pg―TEQ／L 2） 1pg―TEQ／L - 1pg―TEQ／L

燐含有量１２） - 16（8） - - -

窒素含有量１１） - 120（60） - - -

大腸菌群数 - （3,000個／mL）10) - - -

クロム含有量 - 2 - - -
溶解性マンガン含有量 - 10 - - -
溶解性鉄含有量 - 10 - - -

亜鉛含有量 - 2※3 - - -

銅含有量 - 3 - - -

-
30

フェノール類含有量 - 5 - - -

-

34
ノルマルヘキサン
抽出物質含有量

-
5

- - -

化学的酸素要求量９） - 90 - -

浮遊物質量 - 60 - -

- -
5.0～9.0

生物化学的酸素要求量９） - 60 - -

30 水素イオン濃度 -
5.8～8.6

- -

-
15

アンモニア、アンモニウム化合物、亜

硝酸化合物、硝酸化合物８） - 2007) - - -

- -
230

28 フッ素及びその化合物 -
157)

- - -

27 ホウ素及びその化合物 - 507)

- -

塩化ビニルモノマー【クロロエチレン
（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノ
マー）】

0.002 0.002 0.002 0.002

一・四―ジオキサン 0.05 0.5 0.05 0.05 0.05

セレン及びその化合物
（地下水：セレン）

0.01 0.1 0.01 0.01 0.01

ベンゼン 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01

チオベンカルブ 0.02 0.2 0.02 0.02 0.02
シマジン 0.003 0.03 0.003 0.003 0.003
チウラム 0.006 0.06 0.006 0.006 0.006
１，３―ジクロロプロペン 0.002 0.02 0.002 0.002 0.002
１，１，２―トリクロロエタン 0.006 0.06 0.006 0.006 0.006
１，１，１―トリクロロエタン 1 3 1 1 1
１，２―ジクロロエチレン 0.04 - 0.04 0.04 0.04
シス―１，２―ジクロロエチレン - 0.4 - - -
１，１―ジクロロエチレン 0.1 0.2 0.1 0.02 0.1
１，２―ジクロロエタン 0.004 0.04 0.004 0.004 0.004
四塩化炭素 0.002 0.02 0.002 0.002 0.002
ジクロロメタン 0.02 0.2 0.02 0.02 0.02
テトラクロロエチレン 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01
トリクロロエチレン 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01
ポリ塩化ビフェニル 不検出 0.003 不検出 不検出 不検出
シアン化合物 不検出 1 不検出 不検出 不検出

砒素及びその化合物
（地下水：砒素）

0.01 0.1 0.01 0.01 0.01

六価クロム化合物
（地下水：六価クロム）

0.05 0.5 0.05 0.05 0.05

有機燐化合物６） - 1 - - -

鉛及びその化合物 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01

カドミウム及びその化合物
（地下水：カドミウム）

0.003 0.03 0.003 0.003 0.003

水銀及びアルキル水銀その他
の水銀化合物（地下水：総水銀）

0.0005 0.005 0.0005 0.0005 0.0005

排水基準項目（○：地下水等検査項目） 環境基準４）  環境基準 環境基準

アルキル水銀化合物
（地下水：アルキル水銀）

不検出5) 不検出 不検出 不検出 不検出

測
定
頻
度

地下水等検査項目１）

電気伝導率又は塩化物イオン１）

電気伝導率及び塩化物イオン１）

BOD又はCOD１）

＊pH、BOD、COD、SS、N１）

＊の項目を除く排水基準項目１）

ダイオキシン類２）

対象試料 地下水基準 （全処分場共通） 地下水基準 （全処分場共通） 浸透水基準 地下水基準 （全処分場共通）

対象期間

廃棄物埋立地の維持管理に関する放流水等の水質の規制
（一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 （昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号））

処分場 管理型最終処分場 安定型最終処分場 遮断型最終処分場



157 
 

※１ 環境基準に適合していること。       

※２ BOD：20mg／L 以下   

※３ 平成 18 年 12 月 11 日現在、設置許可を受けている者又は許可の申請をしている者等は、１２月１１日から６月

間、基準値は５mg／Lが適用される 

注）   

１）一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（最終処分省令：昭和５２

年３月総・厚令１号）による。 

２）ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令（平成１２年１月・厚

２号）による。 

３）測定頻度の欄における回数は～以上を意味する。 

４）地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成９年３月環告１０号） 

５）「一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の方法」（平成１０年６月環・厚告１号）に

より検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。 

６）パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN（エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイ

ト）に限る。 

７）平成１７年４月１日から当分の間適用される。 

８）１Lにつきアンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素の合計量  

９）海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放

流水については化学的酸素要求量を除く。 

１０）「日間平均：（ ）」による排水基準値は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

１１）窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼とし

て環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域（湖沼であって水の塩素

イオン含有量が１L につき 9,000mg を超えるものを含む。以下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流

入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

１２）燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環

境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域

及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 

１３）ダイオキシン類による大気汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準（平成 11 年 12 月環告第 68 号） 
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６－２－３．最終処分場の廃止後の検討 

  

 現状、最終処分場の廃止の基準は、表 6-2-3-1 のように規定されている。これにしたがっ

て、海面最終処分場の閉鎖・廃止の検討がなされているが、現状、明確な廃止のための考え

方が確立しきれていない。 
 

（６章：山中稔・八村智明） 
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表 6-2-3-1 最終処分場の廃止基準の概要 

 

 

 

最終処分場の廃止基準の概要

安定型処分場 管理型処分場 しゃ断型処分場
（昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号）

○適用、×適用無し

安定 管理 遮断
１） 廃棄物最終処分場が囲い、立て札、調整池、浸出液処理設備を除き構造基準 に適

合していないと認められないこと。
○ × ○ ×

２）
最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。 ○ ○ ○ ○

３） 火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。 ○ ○ ○ ○

４） ねずみが生息し、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講 じ られてい
ること。

○ ○ ○ ○

地下水等の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。ただし、水質の悪
化が認められない場合においてはこの限りでない。

イ 現に地下水質が基準に適合していないこと

ロ 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること

保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が、次に掲げる項目・頻度 で
２年以上にわたり行った水質検査の結果、排水基準等に適合していると認められるこ
と。

(1)排水基準等 ６月に１回以上

(2)BOD,COD,SS ３月に１回以上

７） 埋立地からガスの発生がほとんど認められない、又はガスの発生量の増加が２年以
上にわたり認められないこと。

○ ○ ○ ×

８） 埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温になっていないこと。 ○ ○ ○ ×

９） おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。 ○ ○ ○ ×

10） 雨水が入らず、腐敗せず保有水が生じない廃棄物のみを埋め立てる処分場の覆いに
ついては、沈下、亀裂その他の変形が認められないこと。

○ × ○ ×

11） 現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。 ○ ○ ○ ○

12） 地滑り、沈下防止工及び外周仕切設備が構造基準に適合していないと認められない
こと。

× × × ○

13） 外周仕切設備と同等の効力を有する覆いにより閉鎖されていること。 × × × ○

14） 埋め立てられた廃棄物又は外周仕切設備について、環境庁長官及び厚生大臣の定
める措置が講じられていること。

× × × ○

15） 地滑り、沈下防止工、雨水等排出設備について、構造基準に適合していないと認めら
れないこと。

× ○ × ×

浸透水の水質が次の要件を満たすこと。

・地下水等検査項目：基準に適合

・BOD：20mg/l以下

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令

×× ○

基準の内容 一廃

○○○

産 廃

16）

× ○ ×

５）

６）

○

○

15.地滑り、沈下防止工、雨水排水
設備について構造基準に適合して
いないと認められないこと。

7.埋立地からのガスの発生がほとんど認められない、又はガス発生量の
増加が２年以上にわたり認められないこと。

8.埋立地の内部8.おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されて
いること。が周辺の地中温度に対して異常な高温になっていないこと。

9.おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。

6.保有水等集排水設備により集め
られた保有水等の水質が次に掲げ
る項目・頻度で２年以上にわたり
行った水質検査の結果､排水基準
等に適合していると認められるこ
と。
(1)排水基準等：6 月に1 回以上
(2)BOD,COD,SS: 3 月に1 回以上

16.浸出水が次の要件を満たすこ
と。
(1)地下水等検査項目：適合
(2)BOD：20mg/L 以下

1.囲い、立て札、調整池、浸出液処
理設備を除き構造基準に適合して
いないとは認められないこと。

12.地滑り、沈下防止工及び外周仕
切設備が構造基準に適合していな
いと認められないこと。

共
通
基
準

個
別
基
準

10.雨水が入らず、腐敗せず保有水
が生じない廃棄物のみを埋め立て
る処分場の覆いについては、沈
下、亀裂その他の変形が認められ
ないこと。

14.埋め立てられた廃棄物又は外
周仕切設備について、環境大臣の
定める措置が講じられていること。

×

13.外周仕切設備と同等の効力を
有する覆いにより閉鎖されているこ
と。

─

2.最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。

3.火災発生を防止するためにひつような措置が講じられていること。

4.ねずみが生息し、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。

5.地下水等の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。ただし、水質の悪化が認められない場
合においてはこの限りでない。
イ 現に地下水質が基準に適合していないこと
ロ 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること

11.現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。
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７．おわりに 

 
 現行の「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（昭和

五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号）（以降、〔基準省令〕）」や「全国都市清掃会議(2010)：廃棄物

最終処分場整備の計画・設計・管理要領－2010 改訂版，689p．（以降、〔最終処分場の計画・設計・管理要

領〕）」に示されている計画・設計及び維持管理を実施すれば、最終処分場は十分に力学的に安全で、想定

される環境影響を最小限に抑えることのできる優れたシステムであると考えられる。 
 これらの基準省令や最終処分場の計画・設計・管理要領に基づいて適切に最終処分場を設置・管理して

いけば、安全な処分場となるのであるが、現状では、そのシステムを生かすための適切な調査・解析と、そ

の結果を受けた地質工学的な評価が定まっていないのが現状である。 
 ここでは、それらの現状と課題を整理し、第 2 章と第 3 章に示した。 
 こうした安全性が高くなるように設置・維持管理された最終処分場は、近年頻発する災害によって生じ

る災害廃棄物を受け入れる適切で最後の受け皿になる。そこで、近年の災害廃棄物の状況等を、熊本地震

を例にして、第 4 章で示した。また、巻末に東日本大震災の災害廃棄物の状況を示した論文を添付した。

その中で、適切に設置・維持管理されている最終処分場は、レベル２地震動と呼ばれる大規模地震（この

場合は熊本地震）においても損傷しない安全な施設であることが示された。 
一方、最終処分場の設置が難しくなっている今日、地下空間を利用する視点も必要と考えられる。新た

な最終処分の設置場としての可能性を探り、第 5 章にそれらの検討結果を示した。 
また、最後の 6 章では、今後の最終処分場の検討のために廃棄物関連法令の変遷を示した。 

 第三期においては、こうした課題を追及し、新たな知見を増やしていく予定である。 
 

（7章：登坂博行・宮原哲也・大野博之） 
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巻末資料－１ 地下水講習会の資料（打木委員） 
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巻末資料－２ 関係法令等のリスト（陳委員） 

 
本資料では、活動報告書本文中で引用された関連法令及び主要な指針等の文献について取りまとめている。

なお、【 】内には、本文中で利用した略称を示している。 
 
 
２－１ 関連法令 

 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
【廃棄物処理法】 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html 
 
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03102004001.html 
 
環境省：廃棄物処理施設生活環境影響調査指針 
http://www.env.go.jp/recycle/misc/facility_assess/ 
 
廃棄物最終処分場性能指針 
http://www.env.go.jp/hourei/11/000329.html 
 
建築基準法施行令 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html 
キーワード：Z 値 
 
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO099.html 
 
環境基本法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html 
 
循環型社会形成推進基本法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO110.html 
キーワード：３R、循環資源 
 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号） 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号）により全部改正 
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２－１－１ 土地利用に関する法令 

都市計画法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html 
文化財保護法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO214.html 
生産緑地法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO068.html 
農地法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html 
農業振興地域の整備に関する法律 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO058.html 
都市再開発法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO038.html 
大阪湾臨海地域開発整備法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO110.html 
中部圏開発整備法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO102.html 
自然公園法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO161.html 
自然環境保全法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO085.html 
森林法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO249.html 
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html 
河川法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO167.html 
水源地域対策特別措置法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO118.html 
砂防法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M30/M30HO029.html 
地すべり等防止法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO030.html 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO057.html 
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO057.html 
宅地造成等規制法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO191.html 
 
  



- 209 - 

２－１－２ 環境保全に関する法令 

 
土壌汚染対策法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO053.html 
大気汚染防止法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html 
道路交通法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 
水質汚濁防止法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html 
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO139.html 
騒音規制法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO098.html 
建築物用地下水の採取の規制に関する法律 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO100.html 
振動規制法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO064.html 
悪臭防止法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO091.html 
ダイオキシン類対策特別措置法 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO105.html 
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法） 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO112.html 
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO104.html 
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２－２ 指針等の文献 

（社）全国都市清掃会議：廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領 2010 改訂版 
【最終処分場の設計要領】 
 
農林水産省農村振興局：土地改良事業計画設計基準 設計「ダム」技術書「フィルダム編」 
【土地改良基準】 
スライム法 
 
建設省河川砂防技術基準（案）同解説 設計編［１］ダムの設計 フィルダムの設計 
【河川砂防技術基準】 
スライム法 
 
第二次改訂版 宅地防災マニュアルの解説 
【宅地防災マニュアル】 
 
管理型廃棄物埋立護岸設計・施工・管理マニュアル（改訂版） 
？？ 
 
道路土工排水工指針 （社）日本道路協会 1987 
 
土地改良事業計画設計基準設計パイプライン基準書・技術編? （社）農業土木学会 1998 
 
地盤工学会編（2013）：地盤調査の方法と解説 
【地盤工学会の青本】 
透水試験方法 
 
日本道路協会：道路土工－盛土工指針 
【盛土工指針】 
 
山田正人・関東処分組（2016）：廃棄物最終処分場のための現地調査法－現場屋がつくった現地調査法 サ

ムハウパブリッシング 
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巻末資料－３ 委員会活動に伴う発表文献 

 委員会活動を通して数多くの論文等を発表しているが、ここでは、主なものとして 2 つを以下に示した。 
 
＜2013 年 6 月学会シンポジウム内容＞ 

 
一般市民は、台所下水・排泄物や生活・産業廃棄物の行く先を意識することは少ないし、ほとんど知ら

ないで済んでいる。その意味では、我が国ではどこでも安定した廃棄物処理システムがうまく運用されて

いると言うこともできよう。しかし、実際の状況や問題点を知っておくことは有益である。現実には、中

間処理施設（焼却場）の不足や最終処分場の埋立残余年数に悩まされる状況が続いている自治体も多い。

途上国でも都市の発展は目覚ましく、市内のホテルに滞在する限り不自由を感じないが、その裏側にはゴ

ミの山が築かれていたり、それによる深刻な汚染が広がっている場合もある。 

 ここでは、我が国の廃棄物の状況に関しいくつかの統計資料を紹介すると共に、廃棄物処理における応

用地質学的調査・解析の役割について述べる。 

 

１－１．文明と廃棄物 

自然も社会も生体である人間自身も、大小様々なシステム（入力、内部構造、出力を持つまとまり）で構

成されている。社会を大きくとらえれば、上流側の水・食料・物資・エネルギー等の供給システム、中流に

ある生産・流通・通信システム、そして下流部（排出側）に廃棄物処分システム（下水系、一般廃棄物・産

業廃棄物処理等）があり、それらが調和的に動くことで全体が機能することになる。 

20 世紀後半における大量生産・大量消費・都市への人口集中は、物資・エネルギーの集中と大量の廃棄

物の発生をもたらした。しかし、人間はそれを生活空間から速やかに取り去り再生・循環・廃棄するシス

テムの整備を同時並行で行い、何とかうまく都市等の発展を支えてきた。 

廃棄物は多様であるが、量の多い重要なものとして以下がある。 

・一般廃棄物、産業廃棄物：常時社会から排出されるもので、前者は家庭や事業所の生活系廃棄物、後者

は事業活動に伴って生じた廃棄物で、いずれも３R（Reduce, Reuse, Recycle）の過程を経て、前者は

焼却灰などの不燃残渣、後者は燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他に分

類され、最終処分が行われる。 

・災害廃棄物：日常の廃棄物に対し、大規模自然災害時（洪水氾濫、地震、津波など）には多量の災害廃

棄物（一般廃棄物と産業廃棄物の混合体）が発生する（後述）。 

・気体状廃棄物、液状廃棄物：不燃残渣となる一般・産業廃棄物に対し、エネルギー利用・焼却などに伴

い二酸化炭素など気体廃棄物の大気圏への排出が行われる。動植物の生態活動からも多量の排出が行

われている。また、下水処理水の海洋への排出、発電冷却に使われた温排水の海洋への排出なども行

われている。生産から廃棄までのすべてのプロセスで、大気圏および海洋があたかも無限の容量をも

つ最終処分地として使われていることも忘れてはならない。 

・放射性廃棄物：医療など核科学利用や原子力発電に伴い放射性廃棄物が発生する。今後、地上施設に

蓄積された高レベル廃棄物の地層処分が、欧米や我が国の大きな課題となっている（後述）。 

 

１－２．廃棄物の発生量・処理の状況 

 

以下に、簡単に統計値などを紹介しておきたい。 

 

一般廃棄物 

家庭・事業所からの生活系廃棄物（一般廃棄物）の排出量は、日本全体で約 4500 万トンであるが、ご

み総処理量約 4300 万トンの内、直接焼却：約 80％である。また、資源化処理：約 20％（内、直接資源

化：約 5％）で、直接最終処分約 1.5％を合わせた最終処分量は約 500 万トン（約 11％）程度となってい
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る（環境省資料 1））。 

一般廃棄物最終処分場は、大きく内陸(陸上処分)と内湾海域（海面処分）に設置されている。環境省

資料によれば、現在、国内に約 1800 の一般廃棄物最終処分場があり、平均残余年数は 20 年弱とされ

る。処分場のほとんどは陸上処分場で、海面処分場の数は少ない。海面処分場は世界にも例がないとさ

れ、海面を遮水壁・遮水シート・粘土質地層により区切り、廃棄物の投入を行うもので、海洋投棄では

なく埋立て・土壌還元に当たるものとされる。全国でも東京湾、大阪湾をはじめ 40 程度あり、陸上処

分より容量が大きく立地はしやすいメリットがある。一施設の規模が大きく、数は少ないが容量として

は全体の 25％程度を分担している。 

産業廃棄物 

産業廃棄物は、日本の年間排出量４億トン程度、再生利用５割強程度、減量化率４割強程度であり、

最終処分量は全体の数％（1500 万トン程度）となっている。都道府県の認可を受けた民間業者が行う

もので、処分場形態として、安定型（直接投棄できる廃プラスチック、ガラス、ゴムなどが対象）、管

理型（埋め立て後分解されるもの）、遮断型（毒性物質など）があり、後二者は遮蔽方法やモニタリン

グ方法などが規定され遵守が義務付けられている。 

災害廃棄物 

地震、洪水氾濫時などに大量の災害廃棄物（混合廃棄物）が発生する場合があり、これらの処理は長

期かつ自治体を超えた問題となる場合がある。1995 年阪神淡路大震災では約 2000 万トン弱、2004 年中

越地震では 50 万トン程度、そして 2011 年 3 月の東日本大震災・大津波による災害廃棄物は各種瓦礫、

海底砂・ヘドロ、海水塩分などが入り混じり、岩手・宮城県だけで約 1400 万(平成 25 年 3 月時点)トン

を超えるものと推定されている (この他に、津波堆積物が二県で約 800 万トン以上) 2)。また、発生が予

想される首都直下型地震での廃棄物の生成量は、9000 万トンとも試算されており（東京都中央防災会議）、

予め廃棄物の仮置き場の配置なども検討されている。 

災害廃棄物は混合体であるため、適切な仮置き場の設置・分別作業・集約などを経て、処理が進めら

れる。過去には、地震で焼却施設が被災した事例もあり、広域での協力体制が必要となる場合がある。

東日本大震災の場合には、岩手県・宮城県分については日本全国での受入済量約 32 万トン、受入見込量

約 67 万トンに及ぶ（平成 25 年 5 月 7 日現在の環境省資料 2））。なお、東日本大震災時の原発被災によ

る放射性物質の広域への降下は、災害廃棄物の広域の受け入れを制限すると共に、下水汚泥などへの集

積もあり、処理システムに新たな問題を提起した形となった。 

放射性廃棄物処分 

地下浅部から深部（数 m深のピット～500m 程度の地層）を利用する放射性廃棄物処分、特に高レベ

ル放射性廃棄物地層処分の実現は、今後の大きな課題である。原発被災を機に、廃炉手続きや高レベル

廃棄体自体の見直し（ガラス固化体にするか、直接容器に閉じ込めた形にするかなど）も議論の俎上に

あがっている。 

大気・海洋への排ガス・排水放出量 

火力発電所、製造業・運輸、家庭、さらに廃棄物処分の過程の焼却においても排ガスが大量に発生し、

これらは大気圏に放出されている。CO2 の大気放散量は、世界的には 300 億トン程度、日本では年間約 1

3 億トン（世界の 4％程度）に上る（2008 年）。メタン、窒素酸化物、硫黄酸化物、フロンガス等も合わ

せ、地球温暖化の原因とされる程の段階になったことは周知の通りである。なお、焼却による CO2 排出

は、環境省試算の 1人当たり排出量 80kg 弱を参考にすると、全体の 1％内外と考えられる。 

一方、排水基準以下に処理された下水処理水は河川・海洋に放流される。河川上流から放流される下

水処理水は、下流の上水道取水口で再び浄化施設に取り入れられ上水道水となるような構図があり、処

理水自体の水質管理が重要となる。 

また、原発・火発・工場等からの温排水の量も極めて膨大になる。たとえば、出力 100 万 kW の原発の

温排水は、取り込み温度より 5 度程度以上上昇した海水を 70 トン/秒程度（日量 600 万トン程度）排出

するといわれる。 

二酸化炭素地下隔離 
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地球温暖化問題の対策として、気体状廃棄物である二酸化炭素の深部帯水層隔離が検討されている。

火力発電所など発生源からの収集・輸送、地下帯水層への超臨界状態の封入が検討されているが、適地

の数、間隙容積（隔離量）の推定は難しく、コストの面での難点も指摘されている。 

 

１－３．廃棄物処分における問題 

 

立地選定 

廃棄物処分に関わる施設（焼却場、最終処分場など）はいわゆる“迷惑施設”である。“必要性は理

解するものの、なぜ自分の近くが選ばれねばならないか”という NIMBY（Not In My Back Yard）的発

想が表出し、反対運動につながることがある。一般に公有地での新設、旧施設の隣接などでは反対運動

は起きにくく、民有地の新設の場合が起きやすいようである 3)。大きな処分場は大きく自然を改変する

ため、汚染水の漏えいによる環境への影響（周辺水環境や生態系への影響）の懸念、日常の搬入に伴う

生活への影響の懸念なども生じる。一般に、公有地などを中心に複数の適地を挙げ絞り込むことになる

が、行政側の適切な対応・市民との信頼関係の構築、説明会・見学会の複数回実施、科学的適地性の説

明、情報公開、最新技術を取り入れた安全施設・きれいな施設であることも新設のポイントとなるよう

である。 

不法投棄 

産廃の不法投棄の小さなものは多数の例があるが、大規模な例としては、香川県・豊島、岩手・青森

県境が挙げられる。 

一般廃棄物は市町村が扱うため、きわめて大量に不法投棄される例は見られないが、個人的な生活系

や産廃の不法投棄は、山中、道路沿い、住宅地の林中など極めて普遍的にみられる状況がある。途上国

では、生活ごみが住宅地近隣で山と積み上げられていたり、河川敷や道路端の低地などに投棄されてい

る状況がよく見られる。 

災害時の安定性 

東日本大震災では、地震での陸上最終処分場の被害は一部施設の破損を除き報告されていないが、津

波による処理施設の建屋・設備の損壊が報告されている。貯留構造物や埋立地そのものへの被害はほと

んどなかった。 

しかし、今後発生する可能性の高い西日本の海溝型地震などでは、東日本大震災のような大規模な津

波の発生も懸念され、特に海面処分場の被災には注意せねばならないだろう。 

 

１－４．処分場立地選定における地質環境調査・解析について 

 一般廃棄物最終処分場、放射性廃棄物の地層処分場、二酸化炭素地下隔離などは、“自然システムの中

に人工システム・人工物を埋め込む”ことであり、自然・人工両面からの安全評価が重要となる。 

処分場には、サイト選定段階、詳細調査・設計段階、建設段階、操業段階、閉鎖段階（閉鎖後から処分場

の廃止に至るまでのモニタリングを含む）があり、閉鎖に至るまでの期間は一般廃棄物では数十年オーダ

ー、地層処分では数百年オーダーと考えられている。 

サイト選定段階では、行政側が単一の候補地しか持たない場合と複数の候補サイトの絞り込みをする場

合があろう。公有地の場合は現地調査ができるが、民有地では立ち入れない場合がある。例えば、一般廃

棄物最終処分場計画時に問題となるのは、①建設時、操業時の表流水や地下水の汚染の可能性と周辺への

影響、②貴重な生態系が近隣にある場合の影響、③遮水シートなどの破損・漏洩の際の措置、などである。

また、放射性廃棄物地層処分においては、きわめて長期の地質安定性、漏えい・核種移行に対する生活圏

への影響評価が厳しく求められる。 

基本的に全ての廃棄物最終処分は自然の場（地質の場）を使って行われ、場に合わせて人工物システム

を設計せねばならない。そのために応用地質学（地球科学・地質的な踏査・解釈・解析を中心に、関連する

探査技術、水文・水理・力学等解析技術なども含めた総合分野と考える）が果たすべき役割はきわめて大

きい。 
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現在は各種の自然情報が電子化され、現地調査に入らずとも概括的事前解析も可能となっている。例え

ば、次のようなものがあろう。 

・地形解析：数値 DEM（10ｍ,50ｍ）による処分容量算定、周辺斜面の安定性、活断層の有無、 

・地質解析：表層地質情報を利用した斜面安定性、地盤強度、地下地質の推定、災害時安全性 

・生態解析：衛星画像、空中写真、文献などによる動植物状況の把握 

・水理解析：降水情報、地質・水理情報を利用した表流水・地下水流動場の推定 

ステージが進むに従い、よりサイト特性に応じたパラメータ等が取得されるから、それらを反映し自然

の場に人工施設を埋め込んだ解析・施設設計やリスク評価（汚染物質の移行解析など）を行い、安全評価

に資することができよう。 

 

１－５．まとめ 

 現在は、隣接市町村による廃棄物処分システムの広域連携や最終固体残渣分の減容化、さらに沿岸部に

は海面処分場の建設も進んでいる。技術開発による新たなきれいな処分場も出始めている。しかし、自然

の場を利用する以上、様々な危惧があり、十分に安全性を高めた設計が求められる。今後も、残余年数の

逼迫している多くの自治体では新たな処分場の建設が不可避である。 

廃棄物処分は NIMBY 的性格の強い事業であり、科学的・客観的・中立的な評価が何よりも重要となる。

応用地質学的知見・技術を駆使した総合的な評価が必要な事業であり、同時に社会科学的視点や高い倫理

感が求められるものであることも肝に銘じておきたい。 
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Abstract：Natural disasters occur frequently in Japan, such as the Great East Japan Earthquake. Huge 

amounts of debris are generated from large-scale disasters; therefore, it is important to appropriately treat 

and dispose of the debris, which is handled as waste. If such disaster waste is not disposed of in an 

appropriate and effective way, numerous problems will occur at the final disposal site. For example, disaster 

waste layers in which stabilization is very slow could become problematic in former site redevelopment. If 

disaster waste were disposed of directly at a damaged landfill, environmental pollution can be expected. In 

addition, appropriate disposal of residue and untreatable wastes may be difficult due to the limitation of 

allowable landfill capacity. In order to appropriately dispose of huge amounts of disaster waste, tentative 

storage sites are required to be set up at appropriate areas. However, the risk of environmental pollution 

may be higher at several tentative storage sites. If the tentative storage is expected to be active for a long 

period such as several years, sufficient and concrete countermeasures such as a hydraulic barrier 

containing soil mixed with bentonite are necessary. The hydraulic barrier using bentonite is incrementally 

effective in the treatment of radiation-contaminated waste because bentonite adsorbs radioactive 

substances. 

Key Words： disaster waste, final disposal site, tentative waste storage site, environmental impact, hydraulic 

barrier works, bentonite mixture soil 
 
 

  
INTRODUCTION 
 

In Japan, natural disasters have frequently 
occurred, i.e. the 2011 earthquake off the Pacific 
Coast of Tohoku, also known as the Great East 
Japan Earthquake, and the July 2011 Niigata- 
Fukushima Heavy Rainstorm. These disasters 
produced huge amounts of debris is occurred; 
thus, it is impotant to properly treat and dispose 
of disaster waste to avert such environmental 
risks as pollution (Hachimura et al., 2007). In 
addition, such a large amount of disaster waste 
vastly reduces the available capacities of landfill 
sites (Hachimura et al., 2009). To prevent these 
problem, it is effective to set up a tentative 
storage site, while to await appropriate 
treatment and disposal. In this study, the authors 
have investigated disaster debris and waste 
resulting from past large-scale disasters in 

addition to final disposal sites compromised by 
waste and subsequent damages. The results of 
this 2004~11 investigation are presented in this 
paper. 

 
1. DISASTER CONDITIONS 
 
1.1 Processing of debris to disaster waste 
Large-scale disasters generate a huge amount 

of debris, which is generally gathered at tentative 
storage sites1) for debris, where valuable 
materials and waste are sorted. It should be 
noted here, that the debris is not waste yet. 
According to the Disaster Measures Basic Law in 
Japan, debris of which the owner is unknown can 
be processed as the disaster waste at six months 
after the public notice of tentative storage. 
Therefore, appropriate treatment and disposal of 
disaster waste can be begun at this time (Photo 
1). At this stage, primary gathering site is set to 

* Japan Environmental Sanitation Center, West Japan Branch, ** Kagawa University, Crisis-management Research Center,  

*** Kankyo Chishitsu Co.Ltd, Engineering Department, ****The University of Tokyo, School of Engineering 



- 216 - 

await appropriate treatment through 
incineration or recycling and disposal. 

1.2 General disaster waste management 
Effective disaster waste management 

measures must consider construction waste in 
addition to general municipal waste. The general 
framework of disaster waste management is 
given in Fig 1. The amounts of construction-
based waste are always higher than that of 
general municipal waste. Because construction 
waste contains such reusable materials as metals 
and concretes, recycling is a paramount concern 
in disaster waste management. In the stage at 
storage of construction-based waste, the 
secondary gathering sites were set generally for 
several years at areas where past large scale 
disaster occurred. 

1.3 Actual conditions of disaster waste 
Huge amounts of waste were produced by 

previous disasters. Fig. 2 illustrates the distri- 
bution of a remarkable amount of disaster waste 
accumulated in Fukuoka landfills following the 
2005 Fukuoka-ken Seiho-oki Earthquake.  

The amount of waste generated by the 2011 
Great East Japan Earthquake is estimated to be 
more than 26 million tons (Hirayama, 2011). It is 
difficult to treat and dispose of this waste in a 
timely manner of less than one year. Although 
the volume of disaster waste is decreased 
through incineration and recycling, at least 5%2), 
or more than 1.3 million tons, of disaster waste 
in the forms of incineration residue and 
untreatable waste will be ultimately disposed of 

at landfill sites. Although landfill sites have 
increased capacities for appropriate disposal of 
such waste, space is limited for final disposal. 
Although the incineration capacity is 3,500 
ton/day at Miyagi Prefecture, the amount of 
disaster waste at this location is estimated to 

 
Photo 1  Transitions from the debris to the 

disaster waste (The Great East Japan 
Earthquake)

Fig. 1  Framework of disaster waste 
management (Hachimura et al., 2010) 

 

Fig. 2  Accumulation of the disaster waste in 
landfills in 2005 (Hachimura et al., 2009) 
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more than 15 million tons. If one-third of this 
amount is assumed to be incinerable waste, the 
minimum period of treat- ment is more than 
several years. 

Therefore, it is crucial to set tentative waste 
storage sites to await appropriate treatment 
through incineration or recycling and disposal. 
 

2. INVESTIGATION 
 
2.1 Investigation of disaster-stricken area and 

tentative storage sites 
We visited several stricken areas of past 

disasters in Japan and investigated the debris 
conditions and the tentative storage sites opened 
in response to the disasters. The investigated 
sites, shown in Table 1, include six recent 
earthquakes, two volcanic eruptions, and one 
heavy rainstorm. At five tentative storage sites 
for two earthquakes (Sites HO, KN, BO and SN) 
and one volcanic eruption (Site Nw), several 
environmental measurements regarding harmful 
gases, water quality, and heavy metals in surface 
water were performed. At the other storage sites 
(Sites Kw, Nt, Ym etc.), storage conditions such 
as method of waste separation and manner of 
storage were investigated. These tentative 
storage sites were set at usual land without final 
disposal sites. 

2.2 Investigation of final disposal site 
Investigation of existing landfill sites is 

generally dangerous because of the possible 
outbreak of hazardous or combustible gases and 
increased temperatures or ignition of garbage. 
Therefore, a nondestructive monitoring method 
such as surface wave prospecting method is far 
safer and more accurate than boring. 

Fig. 3 shows the flow diagram of our investiga- 
tion. The nondestructive investigation performed 
prior to boring tests is required to be included in 
the history survey of landfill site to confirm 
tentative depths and distribution ranges of waste 
layers. 

Generally, PS logging is performed by using a 
borehole to obtain the secondary wave (S-wave) 
velocity profile of the ground. However, this 

method requires excessive time and expense to 
analyze two- or three-dimensional ground 
profiles. A convenient alternative is to transmit a 

surface wave, or Rayleigh wave, near the ground 
surface (Hayashi et al., 2001) up to a depth of 20 
m. 

In general, elastic wave velocity increases with 
the depth; longer waves penetrate deeper. 
Therefore, the wave velocity of a short, high- 
frequency wavelength is slower than that of a long, 
low-frequency wavelength. By determining the 
differences among propagation velocities of 
wavelengths, it is possible to the obtain S-wave 
velocity profile of heterogeneous ground conditions 

 
Fig. 3  Flow of investigation procedure for 
final disposal site. (Hachimura et al., 2010) 

Table 1  Investigated disaster sites 
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Fig. 4 shows the variation of chloride ions (Cl-) 
detected through groundwater monitoring at 
upper and lower sides of the landfill. From this 
figure, it is evident that Cl- in the groundwater 
flowing down from the landfill increased after the 
disaster. Our investigation revealed that the 

equalization tank and solid waste retaining 
structure in the final disposal site were damaged 
by the large-scale earthquake (Fig. 5), which 
likely caused water seepage from the landfilled 
waste to infiltrate the surrounding area. 
Therefore, if disaster waste were disposed of 
directly at a damaged landfill, environmental 
pollution can be concerned. 
  At the second final disposal site, we have 
investigated by several methods including boring 
survey and surface wave prospecting. 

Fig. 6 shows the result of S-wave velocity, Vs, 
obtained by the surface wave prospecting on the 
surface of the landfill. It is evident that a low 
velocity range (Vs = 100 ~ 200 m/s) is distributed 
in the layer containing disaster waste. On the 
contrary, Vs of the waste before the disaster is 
greater. Therefore, the disaster waste layer is 
understood to be lower in density and strength 
than that before the disaster because the Vs of 
the waste layer filled before the disaster is in the 
range of 200 ~ 300 m/s. 

Fig. 7 shows the relation between standard 
penetration resistance (N-value) and S-wave 
velocity. This relationship has been previously 
illustrated for general soils by Imai and 
Tonouchi. Results of their study are plotted with 

gray plots in the figure. A great number of Vs of 
the waste layer is smaller than N = 10, which is 
similar to that of general soils. Thus, it is 
understood that the density and strength of the 
disaster waste layer are lower than those of the 
pre-disaster waste. 

Conversely, general soil with a small N-value 
is often composed of clay, which has very low 
permeability. Therefore, it is possible that the 
disaster waste layer also has low permeability. 
Infiltration water such as rainfall can wash out 
the polluted water in landfill layers. However, 
these effects are abated due to the low 
permeability of these layers.  Thus, in landfills, 
disaster waste layers in which stabilization is 
very slow could become problematic in former 
site redevelopment. 

 
4. DISCUSSION 

Fig. 5  Schematic diagram of water seepage 
from facilities damaged by disaster 

Fig. 6  Analysis result of S-wave velocity by 
surface wave prospecting on the landfill 

Fig. 7  Comparison of waste and general soil 
for N versus Vs (Corrected Imai and Tonouchi, 

1982)
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Specifically, the followings are 
the installations. 

Hydraulic barrier is considered as an effective 
measure against underground infiltration. 
Bentonite mixture soil effectively controls 
seepage (Fig. 10), and clay such as bentonite has 
the ability to adsorb radioactive substances. In 
addition, the hydraulic barrier using bentonite is 
incrementally effective in the treatment of 
radiation- contaminated waste. For scattering 
prevention, it is necessary to employ such 
measures as a simplified fence and sprinkler 
system at the storage site (Photo 4). Moreover, 
the height of the piled waste should be less than 
5 m with a gentle slope to secure the stability and 
prevent the dissipation (Photo 5). This 
arrangement is also effective for the prevention 
of stench emanation resulting from evolved gases. 
Finally, the surface water at the site should be 
treated by simple installations (Photo 6). 

Therefore, a tentative storage site including 
appropriate prevention installations has a 
significant role to reduce/avoid environmental 
risk. 

 
CONCLUSIONS 

 
The conclusions of this study are listed as 

follows: 
1) At several past tentative storage sites, heavy 

metals with concentrations exceeding Japa- 
nese environmental standards were detected. 

2) If disaster wastes were disposed of at the 
damaged landfill, the environment could 
become polluted. 

3) The disaster waste layer in landfill site was 
understood to be less dense and weaker than 
that containing pre-disaster waste. Such 
disaster waste layers could become problem- 
atic in former site redevelopment. 

4) For reduction/aversion of above risk, it is 
necessary to set up appropriate tentative 
storage sites while awaiting appropriate 
treatment and disposal of disaster waste.  

5) Available space of controlled final disposal 
site is effective as tentative waste storage site, 

because such site has proactive functions. 
6) Tentative storage sites should include several 

prevention installations such as a hydraulic 
barrier containing soil mixed with bentonite. 
Because clay such as bentonite adsorbs 
radioactive substance, this measure would 
also be effective to treat radiation-
contaminated waste.  
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NOTES 
1) Tentative storage sites of disaster debris/wastes include the 

primary and secondary gathering sites. The primary gathering 

site is set for short time (ex. less than 1 year), but the 

secondary gathering site has set for several years at past large 

scale disaster. 

2) Ministry of the Environment (11/26/2010 updated): Annual 

report on the environment in Japan. <http://www.env.go.jp/ 

policy/hakusyo/>, 08/29/2011 referred. 
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